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規 則

　川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第75号

　　　川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市子ども・子育て支援法施行細則（平成26年川崎

市規則第71号）の一部を次のように改正する。

　別表第２備考第７項第１号及び第２号を次のように改

める。

　⑴ 　教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等

のうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定こ

ども　第２子基本額の欄に定める額

　⑵ 　教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等

（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である満３歳未満保育認定こども　０円

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規則の規定は、令和３年10月分の利用者負

担額から適用し、同年９月分までの利用者負担額につ

いては、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市墓地条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第76号

　　　川崎市墓地条例施行規則の一部を改正する

　　　規則

　川崎市墓地条例施行規則（昭和31年川崎市規則第７

号）の一部を次のように改正する。

　第５条中「４平方メートル」を「１平方メートル」に

改める。

　第６条第１項に次のただし書を加える。

　 　ただし、市長が利用場所の区画を明らかにするため

必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

　第６条第２項第２号中「が４平方メートル」の次に

「以下」を加え、同項第３号中「利用場所」を「１平方

メートル以内又は利用場所の面積」に、「、境界」を「と

し、面積が４平方メートル以上の一般墓所に設置する地

上納骨設備と境界」に改める。
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　　　附　則

　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市消防団員手帳等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第77号

　　　川崎市消防団員手帳等に関する規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市消防団員手帳等に関する規則（昭和51年川崎市

規則第63号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第３号中「階級」を「階級職名」に、「貸

与年月日等」を「貸与年月日」に、「25ミリメートル」

を「24ミリメートル」に、「所属団長」を「所属長」に

改め、同条第２項中「機能別団員カード」を「機能別団

員証」に改め、同項第１号中「川崎市機能別団員」を「川

崎市機能別団員証」に改め、同項第２号中「貸与年月日

等」を「貸与年月日」に、「25ミリメートル」を「24ミ

リメートル」に、「所属団長」を「所属長」に改める。

　別図第１及び別図第２を次のように改める。

別図第１（第２条関係）

　消防団員手帳

別図第１（第２条関係） 

 消防団員手帳 
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別図第２（第２条関係）

　機能別団員証

 

別図第２（第２条関係） 

 機能別団員証 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前に改正前の規則第２条第１項の規定により貸与さ

れている消防団員手帳及び同条第２項の規定により貸与されている機能別団

員カードは、それぞれ改正後の規則第２条第１項の規定により貸与された消

防団員手帳及び同条第２項の規定により貸与された機能別団員証とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規則の施行の日の前に改正前の規則第２条第１

項の規定により貸与されている消防団員手帳及び同条

第２項の規定により貸与されている機能別団員カード

は、それぞれ改正後の規則第２条第１項の規定により

貸与された消防団員手帳及び同条第２項の規定により

貸与された機能別団員証とみなす。

告 示

川崎市告示第539号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月18日から令和３年11月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
黒 川

第10号線

川崎市麻生区黒川93番

５先
2.12 16.99

川崎市麻生区黒川93番

５先

新
黒 川

第10号線

川崎市麻生区黒川93番

４先
3.07

～

4.00

16.99
川崎市麻生区黒川93番

６先

　　　───────────────────

川崎市告示第540号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年10月18日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月18日から令和３年11月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

黒 川 川崎市麻生区黒川93番４先

第 1 0 号線 川崎市麻生区黒川93番６先

　　　───────────────────
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川崎市告示第541号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年10月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第542号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の

規定により、麻生区岡上地区で、別図のとおり町区域の

設定をしたので、同条第２項の規定により告示する。

　なお、この町区域の設定の効力は、令和３年11月22日

から生じるものとする。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別図省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第543号

　住居表示を実施すべき区域について、街区符号及び住

居番号を次のように付けたので、住居表示に関する法律

（昭和37年法律第119号）第３条第３項の規定により告

示する。

１ 　区域　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上１丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上２丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上３丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上４丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上５丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市麻生区岡上６丁目

２ 　実施期日　　　　　　　令和３年11月22日

３ 　住居表示の方法　　　　街区方式

４ 　街区符号及び住居番号　 別添住居表示新旧対照案内

図のとおり

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別添新旧対照案内図省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第544号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年10月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑
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　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第545号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和３年10月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

喜多　俊二
アクアこども

クリニック

川崎市高津区末長２－10－

18　光亮第一ビル３階

阿部　真麻 川崎小児科・内科
川崎市川崎区駅前本町14－

１　ＤＫビル２階

片桐　秀元
もとすみ内科・胃腸

内科クリニック

川崎市中原区木月１－33－

15

中橋　栄太
中橋メディカル

クリニック
川崎市中原区北谷町51－９

　　　───────────────────

川崎市告示第546号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和３年10月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　長 10件　　　　

　　イ 　上下水道事業管理者 １件　　　　

　　ウ 　病院事業管理者 ２件　　　　

　　エ 　教育委員会 ７件　　　　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　長 16件　　　　

　　イ 　上下水道事業管理者 １件　　　　

　　ウ 　病院事業管理者 １件　　　　

　　エ 　消　防　長 ２件　　　　

　　オ 　教育委員会 １件　　　　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第547号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和３年10月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　川崎区京町三丁目89番３の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、六

価クロム化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　鉛及びその化合物、六価クロム化合物、
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川崎市告示第548号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月28日から令和３年11月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅

第62号線

川崎市多摩区菅

５丁目1137番４先
1.52 43.55

川崎市多摩区菅

５丁目1137番１先

新
菅

第62号線

川崎市多摩区菅

５丁目1137番６先
4.50 43.55

隅切りを

含む川崎市多摩区菅

５丁目1137番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第549号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年10月28日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月28日から令和３年11月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅

第62号線

川崎市多摩区菅５丁目1137番６先
隅切りを含む

川崎市多摩区菅５丁目1137番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第550号

　　　市道路線認定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定に基づ

き、市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 重要な

経過地終　　　　点

23
北 見 方

第218号線

高津区北見方１丁目81番７先

高津区北見方１丁目81番13先

24
下 作 延

第247号線

高津区下作延６丁目1157番２先

高津区下作延５丁目1180番７先

25
高 石

第321号線

麻生区高石３丁目31番１先

麻生区高石３丁目13番34先

　　　───────────────────

川崎市告示第551号

　　　道路区域決定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のとおり決定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月28日から令和３年11月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
終　　　　点

23
北 見 方

第218号線

高津区北見方１丁目81

番７先
4.50 21.67

高津区北見方１丁目81

番13先

25
高 石

第321号線

麻生区高石３丁目31番

１先
4.50 33.84

麻生区高石３丁目13番

34先

　　　───────────────────

川崎市告示第552号

　　　市道路線廃止に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定

に基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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整理

番号
路 線 名

起　　　　点 重要な

経過地終　　　　点

26
野 川 宮前区西野川１丁目3115番４先

第201号線 宮前区西野川１丁目3115番３先

27
野 川 宮前区西野川１丁目3115番４先

第202号線 宮前区西野川１丁目3115番４先

28
向 ヶ 丘 宮前区南平台723番１先

第44号線 宮前区初山２丁目723番２先

29
生 田 多摩区生田４丁目2039番11先

第79号線 多摩区生田４丁目1859番８先

30
細 山 麻生区細山４丁目638番１先

第84号線 麻生区細山４丁目638番１先

31
細 山 麻生区細山７丁目440番14先

第35号線 麻生区細山７丁目425番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第553号

　　　道路区域決定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように決定します。

　また、同法第47条の７の規定に基づき、道路の一部に

ついて立体的区域の決定をします。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月28日から令和３年11月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
終　　　　点

24
下 作 延

第247号線

川崎市高津区下作延

６丁目1157番２先
4.33

～

6.51

82.01
川崎市高津区下作延

５丁目1180番７先

川崎市高津区下作延

６丁目1157番２先
16.85

立体的

区　域

（関係図面　

　のとおり）川崎市高津区下作延

６丁目1182番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第554号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次のとおり道路の供用を令和３年10月28日か

ら開始します。”

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年10月28日から令和３年11月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点
重要な経過地

終　　　　点

23
北 見 方 高津区北見方１丁目81番７先

第218号線 高津区北見方１丁目81番13先

25
高 石 麻生区高石３丁目31番１先

第321号線 麻生区高石３丁目13番34先

公 告

川崎市公告第958号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4101－

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘122号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目24番地先他１箇所

履行期間 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 二ヶ領用水（宿河原線）親水施設改良工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原６丁目15番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。
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⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道東百合丘102号線歩道設置（改築）及び道路補修（歩道透水性）工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘４丁目28番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 柿生大橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目26番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 餅井坂陸橋耐震補強工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘４丁目49番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 井田杉山町北公園防球ネット整備工事

履行場所 中原区井田杉山町２－72

履行期間 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 初山住宅新築第２号エレベータ設備工事

履行場所 川崎市宮前区初山二丁目723－２

履行期間 契約の日から令和５年２月10日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベータ設置工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月17日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 柿生学園生活寮洗面所改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区五力田２丁目20番10号

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「内装」種目「内装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　内装仕上工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「内装仕上」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月12日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路照明設置その４工事

履行場所 川崎市麻生区はるひ野５丁目16番地先他２箇所

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 枡形２丁目ポンプ場水中ポンプ増設工事

履行場所 川崎市多摩区枡形２丁目24番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。また、契約後は建設業法に準じて、工事

担当局と協議の上、技術者を変更することができます。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第959号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年10月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市川崎区昭和二丁目17番１

 ほか２筆の一部　　

 559平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

　　株式会社　オープンハウス・ディベロップメント

　　代表取締役　福岡　良介

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅
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 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年６月23日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第24号

　　　───────────────────

川崎市公告第960号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年10月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区東有馬２丁目2626番２

 960平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都杉並区西荻北２丁目１番１号

　　株式会社　三栄建設設計

　　代表取締役　小池　信三

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年５月31日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第18号

　　令和３年９月52日

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年９月14日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第18号

　　　───────────────────

川崎市公告第961号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　令和３年10月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　利用権の設定

　　 　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」

という。）の利用権は、この農用地利用集積計画の

公告により設定される。

　⑵ 　借賃の増減額請求

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）及び

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、

当該土地の１の各筆明細に記載された面積と実測面

積との間に差異があっても、異議を述べず、また、

借賃の増減を請求しない。

　⑶ 　借賃の改訂

　　 　この農用地利用集積計画を定めた後、借賃の改訂

に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供す

る借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める

額に改訂する。

　⑷ 　借賃の支払猶予

　　 　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、

１の各筆明細に記載された借賃の支払期限までに借

賃の支払をすることができない場合には、相当と認

められる期日までその支払を猶予する。

　⑸ 　転貸

　　 　乙は当該土地を、甲の同意を得ず第三者に転貸し

て当該転借人に使用及び収益させることができる。

　⑹ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物が農地である場合で、目的物の転

借人から乙に対して農地法（昭和27年法律第229号）

第20条の規定に基づく借賃の減額請求があり、乙が

当該借賃を減額する場合には、乙は甲に対して、借

賃の減額を請求することができる。減額されるべき

額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その協

議が調わないときは、農業委員会が認定した額とす

る。

　⑺ 　境界の明示

　　 　甲は、当該土地の引渡の時期までに、自己の費用

をもって現地において隣地との境界を明示する。

　⑻ 　負担の除去

　　 　甲は、当該土地の引渡の時期までに、乙の利用権

の行使を阻害する負担を除去するとともに、利用権

の存続期間中においても、利用権の行使の妨げとな

る行為を行ってはならない。

　⑼ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙及び転借人の責に帰すべき事由によら

ないで生じた当該土地の損耗について、自らの費

用と責任において当該土地を修繕する。ただし、

緊急を要するときその他甲において修繕すること

ができない場合で甲の同意を得たときは、乙が修

繕し又は転借人に修繕させることができる。この

場合において、乙又は転借人が修繕の費用を支出

したときは、甲に対して、その費用の償還を請求

することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行い又

は転借人に改良を行わせることができる。

　　　 　ただし、その改良が軽微である場合には甲の同

意を要しない。

　　ウ 　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に

定めたものを除き、民法、土地改良法等の法令に

従う。

　⑽ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、当該土地に係る固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛

金及び賦課金は、乙が転借人に負担させる。

　　ウ 　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表

２に定めるところによる。

　　エ 　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費

は、乙が転借人に負担させる。

　⑾ 　賃貸借又は使用貸借の解除

　　 　乙は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」（平

成25年法律第101号）第20条第１項又は第２項に該

当するときは、知事の承認を受けて、乙が取得した

賃貸借又は使用貸借を解除することができる。

　⑿ 　利用権の消滅

　　 　天災地変その他、甲及び乙並びに転借人の責に帰

すべからざる理由により当該土地の全部又は一部が

滅失し、その目的を達することができなくなったと

きは、この農用地利用集積計画の定めるところによ

り設定された利用権は消滅する。

　⒀ 　当該土地の返還

　　 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その

満了の日から30日以内に、甲に対して、当該土地を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不

可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常

の利用によって生じた形質の変更については、乙

は、原状回復の義務を負わない。

　⒁ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画の定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙及び市町村が協議

のうえ、真にやむを得ないと認められる場合は、こ

の限りでない。

　⒂ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、転借人に対し、この農用地利用集積計画に
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定めるところに従い、当該土地を効率的かつ適正に

利用するよう指導するものとする。

　⒃ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこ

の農用地利用集積計画に疑義が生じたときは、甲、

乙及び市町村が協議して定める。
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用配分計画の定めるところにより設定

又は移転を受ける権利は、１の各筆明細に定めるもの

のほか、次に定めるところによる。

　⑴ 　賃借権の設定等の条件

　　 　１の各筆明細に定める農地中間管理機構（以下

「甲」という。）による賃借権又は使用貸借による

権利の設定又は移転（以下「賃借権の設定等」とい

う。）は、賃借権の設定等を受ける者（以下「乙」

という。）が当該賃借権の設定等を受けた土地につ

いて当該農用地等を適正に利用していないと認めら

れるときは解除をすることを条件とする。

　⑵ 　借賃の支払猶予

　　 　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、

借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができ

ない場合には、相当と認められる期日までにその支

払を猶予する。

　⑶ 　借賃の改訂

　　 　この農用地利用配分計画を定めた後、借賃の改訂

に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供す

る借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める

額に改訂する。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙は、本計画により権利の設定もしくは移転を受

けた土地について転貸し、又は設定若しくは移転を

受けた権利を譲渡してはならない。

　⑸ 　遅延損害金

　　ア 　乙は、１の各筆明細に定める期日までに借賃を

支払わない場合は、甲に対し、支払期日の翌日か

ら支払日までの間を計算期間とする遅延損害金を

支払わなければならない。

　　イ 　遅延損害金は、借賃の額に対し、年2.5パーセ

ントの割合で計算して得た額とする。

　⑹ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た当該土地の損耗について、自らの費用と責任に

おいて当該土地を修繕する。ただし、緊急を要す

るときその他甲において修繕することができない

場合で甲の同意を得たときは、乙が修繕すること

ができる。この場合において、乙が修繕の費用を

支出したときは、甲に対して、その費用の償還を

請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行うこ

とができる。ただし、その改良が軽微である場合

には甲の同意を要しない。

　　ウ 　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に

定めたものを除き、民法、土地改良法等の法令に

従う。

　⑺ 　租税公課の負担

　　ア 　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、

土地所有者が負担する。

　　イ 　当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛

金及び賦課金は、乙が負担する。

　　ウ 　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表

２に定めるところによる。

　　エ 　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費

は、乙の負担とする。乙は、目的物に係る農業災

害補償法（昭和22年法律第185号）に基づく共済

掛金及び賦課金を負担する。

　⑻ 　賃借権又は使用貸借権の消滅

　　 　天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責

に帰すべからざる理由により当該土地の全部又は一

部が滅失し、その目的を達することができなくなっ

たときは、この農用地利用配分計画の定めるところ

により設定又は移転された賃借権又は使用貸借権は

消滅する。

　⑼ 　目的物の返還

　　 　賃借権又は使用貸借権の存続期間が満了したとき

は、乙は、その満了の日から30日以内に、甲に対し

て、当該土地を原状に回復して返還する。ただし、

災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は

当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更に

ついては、乙は、原状回復の義務を負わない。 

　⑽ 　賃借権又は使用貸借権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用配分計画に定めると

ころにより設定又は移転される権利に関する事項は

変更しないものとする。ただし、甲、乙、及び都道

府県が協議の上、真にやむを得ないと認められる場

合は、この限りでない。

　⑾ 　権利取得者の責務

　　ア 　乙は、この農用地利用配分計画の定めるところ

に従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなけれ

ばならない。

　　イ 　乙は、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用

の状況について、甲から報告を求められた場合

は、速やかに報告しなければならない。

　⑿ 　機構関連事業

　　 　農地中間管理機構が農地中間管理権を有している

農用地等については、土地改良法（昭和24年法律第

195号）第87条の３第１項の土地改良事業が行われ

ることがある。

　⒀ 　その他

　　 　この農用地利用配分計画に定めのない事項及び農

用地利用配分計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙及び都道府県が協議して定める。

　　　───────────────────
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川崎市公告第962号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年10月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市高津区蟹ヶ谷83番地

西澤　達男

道路位置の

地名・地番

川崎市高津区蟹ヶ谷字中ノ町148番１、

148番５、148番８、149番５の各々一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

33.06メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第206号

指　定

年月日

令和３年

10月21日

　　　───────────────────

川崎市公告第963号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年10月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市多摩区登戸3234番地２

ホームライフ株式会社

代表取締役　工藤　宗義

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区菅五丁目1049番９、

1049番14、1049番18、1055番３

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

19.89メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第207号

指　定

年月日

令和３年

10月21日

　　　───────────────────

川崎市公告第964号

　川崎市多摩区生田六丁目の一部について、国土調査法

（昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い、地籍

調査作業規程準則（昭和32年10月24日総理府令第71号）

第30条第３項及び第４項の規定に基づき筆界案を作成し

たので、次のとおり公告する。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　土地の所在・地番

　　川崎市多摩区生田六丁目2827番１

２ 　筆界案を確認することができる場所

　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　建設緑政局道路管理部管理課地籍担当

３ 　筆界案を確認することができる者

　 　当該土地の所有者、その他の利害関係人及びこれら

の代理人

４ 　筆界案の作成者

　　川崎市

５ 　公告期間

　　令和３年10月22日（金）～令和３年11月11日（木）

　 　筆界案の確認は期間中８時30分から17時15分まで行

うこととする。（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　公告の日から20日間意見を申し出ることができる。

　 　公告の日から20日間を経過しても申出がないとき

は、準則第30条第３項及び第４項の規定に基づき調査

を行う。

　　　───────────────────

川崎市公告第965号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 準用河川三沢川用地測量委託

履行場所 川崎市麻生区黒川409番地先

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道高石229号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市麻生区高石６丁目１番地先

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路）の資格を有する者を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月25日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第966号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区馬絹６丁目957番１

 の一部　ほか４筆の一部　　

 1,990平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　

　　 　

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：38戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年５月11日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第14号

　　　───────────────────

川崎市公告第967号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区宿河原六丁目977番１

 ほか２筆の一部　　

 652平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　

　　 　

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：16戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年７月12日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第30号

　　　───────────────────

川崎市公告第968号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　タブレット端末機等の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市議会　議会局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年１月１日から令和８年12月31日まで

　⑷ 　概　　要

　　 　詳細は「タブレット端末機等の賃貸借及び保守仕

様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑷ 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格及

び能力を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　担当　吉田、吉川

　　　電話　044－200－3368

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年10月29日

（金）まで

　　 　土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時30分から

正午まで及び午後１時から５時までとします。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札

説明書に添付されています。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書及び仕様書の縦覧等

　 　入札説明書及び仕様書は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。期間については、上記３⑵に同じで

す。なお、縦覧書類については、インターネットでダ

ウンロードすることもできます（「入札情報かわさき」

－「入札情報」の”物品”－「入札公表」https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札参加資格があると認められた者には、令和３・

４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」

の委任先メールアドレスに令和３年11月２日（火）に
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入札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を

送付します。また、当該委任先のメールアドレスを登

録していない者には、同日の午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時までに上記３⑴の場所に

おいて入札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　　担当　吉田、吉川

　　　電話　044－200－3368

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月２日（火）から令和３年11月５日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　　所定の「質問書」の様式により、提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月10日（水）に参加資格を有する全社

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書をもっ

て行います。入札書は入札件名が記載された封筒

に封印してください。

　　イ 　入札は60 ヵ月のリース総額で行います。入札

者は、見積もった月額賃貸借料の110分の100に相

当する金額に60を乗じた額により入札してくださ

い。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　令和３年11月25日（木）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著しく低価格であるとき

は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規程」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額または削除があった場合は、この契約

を変更または解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を発注者に対して請求することができるも

のとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　受注者は、毎月初めに前月分の賃貸借料を発注者

に請求するものとし、発注者は、受注者の契約履行

を確認し、受注者からの適法な請求書を受理した日

から起算して30日以内に支払うものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第969号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 王禅寺処理センター資源化処理施設ク

レーン設備点検整備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　契約日から令和４年３月18日（金）まで

　⑷ 　業務概要 　本業務は、王禅寺処理センター資源化

処理施設に設置されているクレーン設備

を「クレーン等安全規則第34条の定期自

主検査」及び「同規則第40条の性能検査」
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に基づき、機能を正常に維持するために

必要な点検整備を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種のクレーン設備点検整備業務の契約実績を有す

ること。ただし、民間実績については、同等の契約

実績を有すること。

　⑸ 　業務に必要な有資格者及び技術者を配置できること。

　　 　なお、主に必要な有資格者及び技術者は次のとお

りとする。

　　ア 　クレーン運転士

　　イ 　玉掛け技能講習修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸の証明書類を提出して

ください。また、競争入札参加申込書にて一部再委託

を申請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　環境局施設部王禅寺処理センター

　　　担当　山口、渡邊、白木

　　　電話　044－966－6135

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）９時から17時まで

　　　（日曜日及び12時～ 13時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　ウ 　上記２⑸の資格証の写し

　　エ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和３年11月11日（木）までに配信します。電

子メールアドレスを登録していない場合は、次のとお

り受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年11月11日（木）９時から17時

まで（12時から13時を除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年11月11日（木）９時から令和３年11月16

日（火）17時まで

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年11月22日（月）

　　 　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　令和３年11月25日（木）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。
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　⑺ 　再入札の実施　　　 落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札

に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約関

係規定」から閲覧できます。

（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第970号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 王禅寺処理センター脱臭装置吸着剤交

換業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和４年２月28日（月）まで

　⑷ 　業務概要 　王禅寺処理センターに設置されている

脱臭装置の機能を正常に維持するために

必要な吸着剤の交換及び臭気測定等業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

脱臭装置吸着剤交換業務の契約実績を有すること。

ただし、民間実績については、同等の契約実績を有

すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類

を提出してください。また、競争入札参加申込書にて

一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　王禅寺処理センター

　　　技術係　金子、秋山、山口

　　　電　話　044－966－6135

　　　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）９時から17時まで

　　（日曜日及び12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法

　　持参（持参以外は無効とする）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し

　　　　（契約書の写し等）

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年11月11日（木）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年11月11日（木）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年11月11日（木）から令和３年11月17日
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（水）９時から17時まで

　　（ 持参する場合、日曜日及び12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月22日（月）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　令和３年11月25日（木）

　　　　　　　　　　　　11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参（持参以外は無効とする）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を

落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　要（10％）

　　　　　　　　　　　　 ※ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は免

除いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入

札情報かわさきの「契約関

係規定」から閲覧できます。

（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第971号

　　　（仮称）メイツ新川崎計画に係る条例環境

　　　影響評価審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定により、標記事業に係る

条例環境影響評価審査書を次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（仮称）メイツ新川崎計画に

係る条例環境影響評価審査書

令和３年10月

川崎市

はじめに

１ 　指定開発行為の概要

２ 　審査結果及び内容

　⑴ 　全般的事項

　⑵ 　個別事項

　　ア 　大気質

　　イ 　騒音

　　ウ 　振動

　　エ 　廃棄物等（建設発生土）

　　オ 　緑（緑の質、緑の量）

　　カ 　景観

　　キ 　日照阻害

　　ク 　テレビ受信障害

　　ケ 　コミュニティ施設

　　コ 　地域交通（交通安全、交通混雑）

　⑶ 　環境配慮項目に関する事項

　　ア 　地球温暖化対策

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

はじめに

　（仮称）メイツ新川崎計画は、名鉄不動産株式会社

（以下「指定開発行為者」という。）が、幸区南加瀬一

丁目６番の約1.1ｈａの区域において、地上５階建ての

共同住宅を新設するものである。

　指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例

に基づき、令和３年６月25日に指定開発行為実施届及び
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条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」という。）

を提出した。

　市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行

ったところ、市民等から意見書の提出があったことか

ら、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出を受

け、これを公告、縦覧した。

　本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」とい

う。）は、これらの結果を踏まえ、条例準備書等の内容

を総合的に審査し、作成したものである。

１ 　指定開発行為の概要

　⑴ 　指定開発行為者

　　　名　称：名鉄不動産株式会社

　　　代表者：代表取締役　前田　由幸

　　　住　所：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目26番25号

　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　　名　称：（仮称）メイツ新川崎計画

　　　種　類：住宅団地の新設（第３種行為）

　　　　　　　 （川崎市環境影響評価に関する条例施行

規則別表第１の４の項に該当）

　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　　位　　置：幸区南加瀬一丁目６番

　　　区域面積：約11,311㎡

　　　用途地域：第一種中高層住居専用地域

　⑷ 　計画の概要

　　ア 　目的

　　　　共同住宅の新設

　　イ 　土地利用計画

区　　　分 面積（㎡）割合（％）

建築敷地

計 画 建 物 約3,539 約31

緑　化　地 約1,912 約17

専　用　庭 約702 約６

車　　　路 約1,266 約11

歩行者通路 約871 約８

駐　車　場 約472 約４

駐輪場・バイク置場 約354 約３

そ　の　他 約1,502 約13

小　　　　計 約10,618 約94

提 供 公 園 約679 約６

道路（西側） 約14 約0.1

合　　　　計 約11,311 100

注）四捨五入の関係により、合計が合わないことがある。

　　ウ 　建築計画等

区　　　　　分 概　　　　　要

建築敷地面積 約10,618㎡

建　築　面　積 約4,221㎡

建　ぺ　い　率 約40％

延　べ　面　積 約13,582㎡

容積対象床面積 約13,108㎡

容　　積　　率 約123％

高　　　　　さ
約15ｍ

（最高高さ：約16ｍ）

階　　　　　数 地上５階

計　画　戸　数 166戸

構　　　　　造
ＲＣ造

（鉄筋コンクリート造）

駐　車　台　数
54台

（機械式30台、平面24台）

バイク置場台数 14台

駐　輪　台　数 166台

緑　　被　　率 約34.3％

２ 　審査結果及び内容

　⑴ 　全般的事項

　　 　本指定開発行為は、共同住宅を新設するものであ

り、工事中や供用時における環境上の配慮が求めら

れることから、条例準備書に記載した環境保全のた

めの措置等を実施するとともに、本審査結果の内容

を確実に遵守すること。

　　 　また、工事着手前に周辺住民等に対する工事説明

等を行い、環境影響に係る低減策、問合せ窓口等に

ついて周知すること。

　⑵ 　個別事項

　　ア 　大気質

　　　 　計画地及び工事用車両ルートが福祉施設、住宅

等に近接していることから、条例準備書に記載し

た環境保全のための措置を徹底すること。

　　イ 　騒音

　　　 　計画地及び工事用車両ルートが福祉施設、住宅

等に近接していること、沿道における等価騒音レ

ベルが現況において既に環境基準を超過している

か、工事用車両の走行に伴い等価騒音レベルが環

境基準と同値になると予測していることから、条

例準備書に記載した環境保全のための措置を徹底

するとともに、工事工程、作業時間、工事用車両

の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等

へ周知すること。

　　ウ 　振動

　　　 　計画地及び工事用車両ルートが福祉施設、住宅
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等に近接していることから、条例準備書に記載し

た環境保全のための措置を徹底するとともに、工

事工程、作業時間、工事用車両の運行時間等につ

いて、工事着手前に周辺住民等へ周知すること。

　　エ 　廃棄物等（建設発生土）

　　　 　処理する建設発生土については、再利用等を含

めた処理方法について、その実施内容を市に報告

すること。

　　オ 　緑（緑の質、緑の量）

　　（ア）緑の質

　　　　 　樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等

について十分配慮するとともに、植栽基盤の整

備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土

壌厚の確保について、市関係部署と協議するこ

と。

　　（イ）緑の量

　　　　 　新たに植栽する樹木等の適正な管理及び育成

に努めること。

　　カ 　景観

　　　 　建物の形状、外壁の色彩等については、景観形

成方針を踏まえるとともに、市関係部署と協議す

ること。

　　キ 　日照阻害

　　　 　冬至日の平均地盤面において日影の影響を大き

く受ける建物があり、その影響が懸念されている

ことから、日影の影響についてできる限り低減す

る措置を講ずること。また、日影の影響を比較的

大きく受ける建物については、その影響の程度に

ついて住民等に説明すること。

　　ク 　テレビ受信障害

　　　 　工事中を含め障害が発生したときの問合せ窓口

を関係住民に明らかにし、その対策については確

実に実施すること。

　　ケ 　コミュニティ施設

　　　 　児童・生徒数の増加については、義務教育施設

の対応が必要なことから、市関係部署へ工期、入

居予定状況等について早期に情報を提供すること。

　　コ 　地域交通（交通安全、交通混雑）

　　　 　計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接し

ていること、工事用車両ルートの一部が指定通学

路となっていることから、交通安全を最優先する

とともに、条例準備書に記載した環境保全のため

の措置を徹底すること。

　　　 　工事の実施に当たっては、事前に周辺住民等に

対し、工事説明等を行い、交通安全対策や工事中

の問合せ窓口等について周知すること。

　⑶ 　環境配慮項目に関する事項

　　 　条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「生物

多様性」、「地球温暖化対策」、「気候変動の影響への

適応」及び「資源」の各項目における環境配慮の措

置については、その積極的な取組を図るとともに、

具体的な実施の内容について市に報告すること。

　　ア 　地球温暖化対策

　　　 　脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削

減に向けた一層の取組が求められていることか

ら、計画建物のエネルギー使用量の削減等につな

がる対策を講ずるよう努めること。

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

　　令和３年６月25日　 指定開発行為実施届の受理及び

条例準備書の受領

　　　　　　７月２日　条例準備書公告、縦覧開始

　　　　　　８月16日　 条例準備書縦覧終了、意見書の

締切り

　　　　　　　　　　　意見書の提出　５名、５通

　　　　　　９月16日　条例見解書の受領

　　　　　　９月27日　条例見解書の公告、縦覧開始

　　　　　　10月11日　条例見解書の縦覧終了

　　　　　　10月25日　 条例審査書公告、指定開発行為

者宛て送付

　　　───────────────────

川崎市公告第972号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 資源物とごみの分け方・出し方作製等

業務委託

　⑵ 　履行場所　環境局生活環境部減量推進課ほか４か所

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和４年３月17日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　「資源物とごみの分け方・出し方」の作製等に関

する業務内容は、次のとおりとする。

　　 　「資源物とごみの分け方・出し方」の作製及び納

入に関する業務

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望するものは、次の条件を満たして

いなければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「印刷物のデザイン」で登

録されている者。

　⑶ 　過去５年間に、本委託業務と同等の契約実績を有

していること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　川崎市環境局生活環境部減量推進課普及広報係

　　　鈴木

　　　電　話　044－200－2580

　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　　　メール　30genryo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間　

　　　令和３年10月25日から令和３年11月１日

　　　 （土・日及び休日を除く毎日９時から17時まで

（12時から13時までは除く。））

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　業務仕様書類の閲覧

　　次により業務仕様書類を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　閲覧期間　上記３⑵に同じ

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

入札参加資格があると認めた者には、入札説明書及び

仕様書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、令和３年11月５日に電子メールで配信し

ます。電子メールアドレスを登録していない場合は、

次の期間に受け取りに来ること。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　令和３年11月５日

　　　　　　　　10時から17時まで

　　　　　　　　（12時から13時までは除く。）

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　　令和３年11月８日から令和３年11月12日

　　　（10時から17時まで（12時から13時までは除く。））

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」に必要事項を記入

し、３⑴の場所に提出してください。

　⑷ 　質問受け付け方法

　　　持参、電子メールによる。

　　　アドレス　30genryo@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月16日までに競争入札参加資格確認通

知書の交付を受けた者へ文書（電子メールまたはＦ

ＡＸ）で送付します。なお、競争入札参加資格確認

通知書の交付を受けていない者からの質問に関して

は回答しません。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとする。

　⑵ 　入札の日時　令和３年11月24日　午前10時00分

　⑶ 　入札の場所　川崎市役所第３庁舎16階環境局会議室

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　開札の日時　上記８⑵に同じ

　⑹ 　開札の場所　上記８⑶に同じ

　⑺ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行った

者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著し

く低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑻ 　入札の無効　　　　 「川崎市競争入札参加者心

得」で無効と定める入札は、

これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、川崎

市のホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧することができま

す。

10 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────
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川崎市公告第973号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 堤根処理センタークレーン設備点検整

備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区堤根52番地

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和４年３月10日（木）まで

　⑷ 　業務概要　 「クレーン等安全規則第34条の定期自

主検査」及び「同規則第40条の性能検

査」に基づくクレーン設備の点検整備

業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

クレーン設備点検整備業務の契約実績を有するこ

と。ただし民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　クレーン運転士又はクレーン・デリック運転士、

玉掛技能講習修了者、ダイオキシン類作業従事者特

別教育修了者を配置できること。

　⑹ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

委託しないこと。ただし、一部を再委託する場合は、

３⑷ウに示す書類を提出すること。

３ 　競争入札参加申込書等の配布、提出、仕様書閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び２⑷⑸⑹に関する書類を提出してくだ

さい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区堤根52番地

　　　堤根処理センター４階事務所

　　　堤根処理センター技術係　

　　　担当　名雪、佐藤、眞鍋

　　　電話　044－541－2047（代表）

　　※ 　競争入札参加申込書及びその他提出書類につい

ては、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

よりダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年10月29日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送。ただし、郵送の場合は申込書の提

出締切日までに届くこととし、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上記２⑹の再委託確認書（業務の一部を再委託

する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　を提出し、競争入札参加資格があると認めた者に

は、競争入札参加資格確認通知書等を令和３年11月５

日（金）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年11月５日（金）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年11月５日（金）から令和３年11月10日

（水）

　　 　９時から17時まで（日曜日及び12時から13時の間

は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30tutumi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－533－4611

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月12日（金）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。
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　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年11月22日（月）

　　　　　　　　　　　　11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区堤根52番地

　　　　　　　　　　　　 堤根処理センター５階大会議

室

　⑷ 　入札書の提出方法　 原則持参とする。ただし、や

むを得ない場合に限り郵送で

の提出を可とする。

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を

落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　 落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札

に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約関

係規定」から閲覧できます。

（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第974号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　海岸保全施設長寿命化計画の修正及び高さ

　　　調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は、海岸法第14条の５（維持又は修繕）等

に基づき策定した海岸保全施設長寿命化計画・維持

管理計画について、高さに関する追加測量を実施し

たうえで、地区ごとに作成された計画を、全市的な

長寿命化計画と地区及び施設ごとの維持管理計画に

分割、修正するものである。修正においては、全体

を統一する観点から修正が必要な箇所を選定し、補

修時期の見直し等によるライフサイクルコストの見

直しと事業費平準化の検討を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」種目「港湾及び空港」

で登録されている者

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」部門で、種目「測量」

及び「河川・砂防及び海岸・海洋」にも登録されて

いる者

　⑸ 　過去２年間に海岸保全施設の維持管理計画または

長寿命化計画策定に関する業務の実績があること。

　⑹ 　次の要件を満たす者を配置できること。

　　 　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及び

空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれ

かの資格を有する者であること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク　20階

　　　川崎市港湾局港湾経営部整備計画課

　　　電話番号　044－200－3731

　　　ＦＡＸ　　044－200－3981

　　　E-mail　　58keika@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
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できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷から２⑹に記載された要件を満たしている

ことを証する書類（契約書の写し、資格証の写し

など）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年11月５日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年11月５日（金）に競争入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク　20階

　　　川崎市港湾局港湾経営部経営企画課

　　　電話番号　044－200－3070

　　　ＦＡＸ　　044－200－3981

　　　E-mail　　58keiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月８日（月）午前９時から令和３年11

月10日（水）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58keiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3981

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月15日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年11月22日（月）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　　川崎駅前タワーリバーク　20階　港湾局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　前払金

　　　「入札公表詳細」を参照のこと。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　⑷ 　この委託は、電子納品の対象です。電子納品とは、

川崎市電子納品要領に基づき、　　　最終成果物を

電子データで納品することです。川崎市電子納品要

領については、川崎市ホームページ（http://www.city.

kawasaki.jp/jigyou/category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.

html）をご覧ください。

　⑸ 　本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資

料】積算入力データリスト」を添付しています。「登

録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に

掲載のない単価等を明示しています。（添付してい

ない場合もあります。）「【参考資料】積算入力デー

タリスト」は、委託設計書の設計内容を明確にする

ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし

て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標

準的なものを表示しています。

　　　───────────────────

川崎市公告第975号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他４施設）で使

用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に関する契

約における一般競争入札について、次のとおり公告しま

す。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他４施設）

で使用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に

関する契約

　⑵ 　内訳・履行場所・予定使用電力量

内訳 履行場所
予定使用

電力量（kWh）

１ 高津区役所
川崎市高津区下作延２丁目

８番１号
500,400

２
高津区役所

橘出張所
川崎市高津区千年1362－１ 62,000

３
高津市民館

橘分館

川崎市高津区久末2012－１

番地
100,000

４ 高津図書館
川崎市高津区溝口４丁目

16番３号
171,685

５ 東高津中学校 川崎市高津区末長４－１－１ 206,100

合　　計 1,040,185

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け

ている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他の物品販売」種目

「電気供給」に登載されていること。なお、未申請

の者（入札参加業種・種目に申請のないもの者も含

む。）は、財政局資産管理部契約課に所定の様式に

より資格審査申請を令和３年11月５日（金）までに

行うこと。

　⑸ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市環境局地球環境推進室　飛田、日吉

　　　電　話：044－200－2088

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30tisui@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月５日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　 　ただし、郵送の場合、令和３年11月５日（金）午

後５時を必着とします。

　　 　なお、郵送した場合は、３⑴の所管課まで電話連

絡願います。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は

３⑴の場所において、令和３年10月25日（月）から令

和３年11月５日（金）まで縦覧に供します。

　 　ただし、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除きます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年11月12日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後３時まで

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に

メールアドレスを登録している場合は、令和３年11

月12日（金）までに電子メールで配信します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月12日（金）から令和３年11月17日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きま

す。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴に直接提出するか、ＦＡＸ又はメー

ルをしてください。なお、ＦＡＸ又はメールをした

場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　電　話：044－200－2088

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30tisui@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年11月24日（水）に、

川崎市「令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の

供給等有資格業者名簿」へ登録した際のメールアド

レス宛てに電子メールにて送付します。

　　 　なお、メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付又は３⑴の場所で配布します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　郵送による入札

　　（ア）入札書の郵送期限

　　　　　令和３年12月３日（金）　午後５時必着

　　（イ）郵送場所

　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　イ 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年12月７日（火）　午前９時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、

これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和４年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第976号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　超短波無線電話装置基地局及び無線機更新業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎マリエン内他（川崎市川崎区東扇島38－１・

千鳥町15番９号他）

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　150ＭＨｚ帯のアナログ周波数（かわさきこうわ

ん）を使用する無線機のうち、旧スプリアス規格に

ついては、令和４年12月１日以降は使用不可となり

ます。

　　 　引き続き、この無線機を使用する場合は、新スプ

リアス規格に適合する無線機として新替及び変更許

可などを受ける必要があります。このため、無線機

の新替と新替に伴う変更許可申請等の業務委託をお

願いするものです。

　　 　ただし、移動局18局の無線機中、５局は新スプリ

アス規格に対応済みです。

　　　【新替】

　　　※基地局１局（親機１台・子機２台）

　　　※ 陸上移動局13局（船舶３台　車両４台　携帯５

台　事務所１台）

　　　 　詳細については、「超短波無線電話装置基地局

及び無線機更新業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維持管

理」で登録されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

企業規模「中小」で登録されていること。

　⑸ 　指定都市もしくは本市で同業種の委託を受託した

実績が過去２年間にあること、及び本業務委託につ

いての類似（無線設備の点検、保守等）の契約を締

結し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年10月29日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書
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　　イ 　上記２⑸の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年11月４日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年11月４日（木）までに競争入札参加資格確認通

知書、入札説明書及び仕様書等を電子メールによ

り送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月５日（金）午前９時から令和３年11

月９日（火）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月16日（火）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年11月19日（金）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告第977号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和４年川崎市「成人の日を祝うつどい」警備業

務等委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市とどろきアリーナ及びその周辺

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年１月10日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度本市有資格者

名者の地域区分「市内」又は「準市内」に登録され

ていること。

　⑷ 　入札期日において、令和３・４年度本市有資格業

者名簿に業種「警備」、種目「人的警備」に登載さ

れていること。

　⑸ 　過去３年以内に本市又は他官公庁において、本業

務と同等以上の規模のイベントでの受託契約の実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により申込みを

しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　こども未来局青少年支援室　担当　林田

　　　電　話：044－200－2669（直通）

　　　ＦＡＸ：044―200－3931

　　　メール：45sien@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、イ

ンターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。「入札情報かわ

さき」のアドレス（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）を参照してください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日曜日

を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、

次により競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年11月４日（木）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります）。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月４日（木）から令和３年11月９日

（火）午後５時まで

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

宛て送付してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年11月10日

（水）までに、参加全社宛てに電子メールにて送付

します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法
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　　ア 　入札は総価で行います。消費税等を含まない金

額により入札することとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　入札を代理人に委任する場合は、入札書の他に

委任状を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年11月16日（火）　午後１時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎13階　こども未来局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑸ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第978号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 産業廃棄物（汚泥）収集運搬・処分業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　契約日～令和４年１月31日

　⑷ 　業務概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

で、企業規模「中小企業」、地域区分「市内又は「準

市内」、業種名「廃棄物関連業務」、種目名「産業廃

棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」に登載され

ていること。

　⑷ 　本市又はその他の官公庁において、類似委託業務

の契約実績が過去５年以内にあること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　平井

　　　電　話　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間
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　　　令和３年10月25日（月）～令和３年10月28日（木）

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格の確認ができる書類の写し

　　　 ※書類の提出に不備がある場合、参加資格の確認

ができない等、無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

　⑴ 　積算用資料

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、「川崎

市業務委託有資格業者名簿」に登録されている委任先

メールアドレス（当該委任先メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸ）により、令和３年11月１日

（月）までに交付します。併せて、入札説明資料も送

付しますので必ず確認してください。

６ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月１日（月）～令和３年11月４日（木）

９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレスにて送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　　 ※郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができま

す。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和３年11月５日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札手続等

　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和３年11月10日（水）

　　　　　　　　　　　　14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎12階

　　　　　　　　　　　　会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、疑義

が生じた際は、調査を行う場合があります。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　免除

　⑶ 　前払金　　　　否

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることがで

きます。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第979号

一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 新型コロナウイルスワクチン接種券再発行等業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市役所健康福祉局保健所新型コロナウイルス

ワクチン調整室ほか

　⑶ 　履行期間
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　　　令和４年１月４日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　新型コロナワクチン予約管理システムにおいて、

予約管理システムを使用する医療機関のうち依頼の

あった医療機関に係る予約設定の入力業務や、川崎

市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負

担金等申請書の記載内容の確認業務等、ワクチンの

出庫状況のシステム登録、接種券の再発行業務等に

ついて業務委託するものです。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」に登載されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり一

般競争入札参加資格確認申請書の提出をしなければな

りません。

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年10月25日から令和３年11月１日まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所

　　　新型コロナウイルスワクチン調整室

　　　担当　城田・佐瀬

　　　電　話　044－200－1175

　　　ＦＡＸ　044－200－1065

　　　E-mail　40vaccine@city.kawasaki.jp

　⑷ 　提出方法

　　 　事前連絡の上、原則として郵送（書留郵便等の配

達記録が残る場合に限る。）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、令和３・４

年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登載している場合は、一般競争

入札参加資格確認通知書を電子メールで送付します。

メールアドレスの登録がない場合には、郵送します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑶と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年11月４日　午前９時から正午及び午後１

時から午後５時まで

５ 　仕様等に関する問合せ

　　仕様等の内容に関する質問は、次のとおり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑶と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、３⑶の電

子メールアドレス宛て送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　　令和３年10月25日から令和３年11月８日まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月９日午後５時までに、確認通知書を

交付した全ての者宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和３年11月15日　午後３時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　　エ 　入札金額は、総価を記載してください。入札に

際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条

第２項の規定に関わらず消費税及び地方消費税額

を除いた税抜金額を入札書に記載してください。

消費税及び地方消費税額は、代金支払の際に加算

しますので、入札書に記載する総額には含まれな

いものとします。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時
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　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の

定めるところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第980号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度無縁納骨堂収蔵焼骨合葬業

務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市立無縁納骨堂（高津区下作延

1241緑ヶ丘霊園内）

　⑶ 　履行期間　 令和３年11月29日から令和４年３月15

日まで

　⑷ 　委託概要　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷ 　過去５か年以内に、本市、他官公庁又は民間にお

いて、遺骨又は残骨灰処理（粉骨による減容）事業

の誠実な履行実績を有すること。ただし、民間実績

については、本委託と同等以上の契約実績を有する

こと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

３ 　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　入札に参加を希望するものは、次により入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　担当　池田・加藤

　　　電　話　044－200－2646

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された入札参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、次により、競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している
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場合は、電子メールにより送付します。

　⑴ 　場　　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　　時　令和３年11月４日（木）

　　　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和３

年10月25日（月）から令和３年11月１日（月）まで

縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　委託仕様書の配布

　　この入札の参加者には、委託仕様書を配布します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより配布します。電子メールア

ドレスの登録が無い場合は次の日時・場所のとおり御

来庁ください

　⑴ 　日　　時　令和３年11月４日（木）

　　　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　　所　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年11月４日（木）から令和３年11月10日

（水）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又はE-mailアドレス宛て送付してください。

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年11月12日（金）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競

争入札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書

によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　　時　令和３年11月18日（木）午後１時30分

　　イ 　場　　所　川崎区東田町８ 　13階

　　　　　　　　　生活保護・自立支援室会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹ 　積算内訳書の提出

　　 　落札者は、落札後、３⑴の担当者へ積算内訳書を

速やかに提出しなければなりません。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前

に提出してください。また、開札には競争入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

10 　再度入札の実施　

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わな

いものを除きます。

11 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。また、川崎市契約

規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧　

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────
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川崎市公告第981号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消防情報共有システム閲覧端末の賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総務企画局危機管理室　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月１日から令和９年２月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市消防局指令センターで管理する災害事案及

び救急事案を、災害対策本部等で閲覧するための手

段として、消防情報共有システムをインストールし

た端末の調達を行います。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿の業種「リース」に登載されており、かつ

Ａの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年の間で国又は地方公共団体において、シ

ステム利用するためのＰＣ又はタブレット端末を、

納入又は運用保守した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び契約実績を証する書類

（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参によ

り提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2857（直通）、

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日から令和３年11月２日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所に

おいて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供

するとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年11月５日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年10月25日から令和３年11月10日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１

時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又は郵送によります。（電子メ

ールで送付した場合は、送付した旨を「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話

にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月12日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メールにて回答書を送付します。
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なお、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、１円未満の端数を切り捨てた月額の賃

貸借料（税抜）に60を乗じた契約総額をもって行

います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印してください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とするので、入札者は見積った契約金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し

てください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年11月17日　午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　持参又は「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ

先」への郵送とします。

　　 　ただし、郵送の場合の送付先は「３⑴配布・提出

場所及び問い合わせ先」に同じとし、令和３年11月

16日までに必着とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第982号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市内公立保育園等樹木剪定等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内公立保育園　16カ園

　　　地域子育て支援センター　３カ所　

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　近隣への落葉や、害虫が発生するなど対処が必要

な保育園の樹木について、剪定を行う。

　　（ア ）保育園長が指示した樹木について剪定を実施

する。

　　（イ ）剪定後の枝等の処分は、請負業者の責任にお

いて処理し費用も負担する。

　⑸ 　作業上の注意

　　（ア ）作業にあたっては、園児、保護者、保育園関

係者及び通行人等に対し、危険を及ぼさないよ
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う安全面に十分注意すること。

　　（イ ）作業中に園児、保護者、保育園関係者及び通

行人等に対し損害を与えたとき、または、川崎

市の施設及び設備を破損したときは、直ちに保

育園園長とこども未来局保育事業部運営管理課

に報告し、その指示に従い補償または、現状復

旧をすること。

　　（ウ ）作業時間については、保育園長の指示により

決定すること。

２ 　実施回数及び履行期限

　⑴ 　各施設…１回

　　　契約締結日～令和４年３月31日まで

３ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「樹木管理」種目「樹木管理」に登載されているこ

と。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業の受注の確保に関する

法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　平成26年度以降で、本市又は他官公庁において類

似業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、契約実績を証する契約

書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　［住所等］ 川崎市川崎区宮本町１番地川崎市役所

第３庁舎14階

　　　［担当課］こども未来局保育事業部運営管理課

　　　電　話　044－200－2661（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3933

　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から10月29日（金）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。（ただし、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

５ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年11月４日（木）午前９時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月４日（木）から11月５日（金）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　45uneika@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3933

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月９日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。
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　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。

　　イ 　その他、入札は「川崎市競争入札参加者心得」

に基づいて行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年11月12日（金）午前９時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎13階　こども未来局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第983号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 キングスカイフロント案内サインの在り方検討・

設計業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目他

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月15日（火）

　⑷ 　業務概要

　　 　殿町３丁目キングスカイフロント地区における案

内サイン等に係る次の業務

　　ア 　サインの在り方検討

　　イ 　案内誘導サイン（新設）の検討・詳細設計

　　ウ 　地区案内サイン（既設・新設）の検討・詳細設計

　　エ 　ゲートサイン（新設）の検討

　　オ 　以上の報告書のとりまとめ

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登録されている者。

３ 　入札の日程（概要）

令和３年10月25日（月） 公告

　　　　10月29日（金） 入札参加申込書締切

　　　　11月１日（月） 入札参加資格確認通知の交付

　　　　11月４日（木） 仕様書等に関する質問締切

　　　　11月９日（火） 仕様書等に関する質問回答

　　　　11月12日（金） 入札

４　一般競争入札参加申込書の配布・提出

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次により

一般競争入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
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（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）「入札情報」の委託の欄の「入札公表」（財政

局側）からダウンロードできます。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年10月29日

（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９

時から12時まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎10階

　　　臨海部国際戦略本部拠点整備推進部

　　　電話番号　044－200－0526

　　　ＦＡＸ　　044－200－3540

　　　E-mail　　59kyoten@city.kawasaki.jp

　⑷ 　提出書類

　　　一般競争入札参加申込書

　⑸ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　仕様書の配布

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」（財

政局側）から仕様書をダウンロードすることができ

ます。

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年10月25日（月）９時から令和３年10月29

日（金）17時まで

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委

託」の委任先メールアドレスに、確認通知書を申請申

込締切後、令和３年11月１日（月）までに送付します。

なお、メールアドレスの登録が無い場合には、ＦＡＸ

にて送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　提出書類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　仕様等に関する質問・回答

　 　仕様等に関する質問は、次により質問書を提出して

ください。

　⑴ 　質問書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」（財

政局側）から質問書をダウンロードすることができ

ます。

　⑵ 　質問書の配布・提出期間

　　ア 　配布期間

　　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年10月29日

（金）まで

　　イ 　提出期間

　　　 　令和３年10月25日（月）９時から令和３年11月

４日（木）15時まで

　⑶ 　提出先

　　　上記４⑶に同じ

　⑷ 　提出方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸ（電子メール又はＦ

ＡＸで提出した場合は、その旨を上記４⑶の電話番

号宛てに連絡してください。）

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年11月９日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、令和３・４年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の「委託」の委任先メールアド

レスにより回答いたします。なお、メールアドレス

の登録が無い場合には、ＦＡＸにて回答します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札書の提出方法

　　 　持参とします。入札は所定の入札書を入札件名を

記入した封筒に入れて提出してください。

　⑵ 　入札予定日時・場所

　　ア 　入札予定日時

　　　　令和３年11月12日（金）９時30分

　　イ 　入札予定場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第２会議室

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

及び地方消費税額を含まないものとします。

　　ウ 　入札及び開札に立ち会う者が代理人の場合は、

入札書の代表者氏名の下に、必ず代理人の氏名及

び押印してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除します。

　⑸ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、資格確認通知書、

名刺を必ず持参してください。また、入札及び開札

に立ち会う者は、入札者又はその代理人とします。

ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

代理人に入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限を委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。
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　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により、無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は

これを無効とします。

10 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成

　　　要します。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除します。

　⑶ 　前払金

　　　なし

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）から閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第984号

　　　災害危険区域の指定の変更

　川崎市建築基準条例（昭和35年川崎市条例第20号）第

３条の規定に基づく災害危険区域の指定を次のとおり変

更します。

　なお、関係図書は川崎市まちづくり局指導部建築管理

課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

番号 指定年月日 指定区域名称 適　　用

１
令和３年

10月25日

夢見ヶ崎地区

災害危険区域

幸区北加瀬１丁目1397－１

ほか

別図参照

３
令和３年

10月25日

野川南耕地

地区災害危険

区域

宮前区西野川３丁目2273－

20ほか

別図参照

４
令和３年

10月25日

新作間際根

地区災害危険

区域

高津区新作３丁目1462－２

ほか

別図参照

５
令和３年

10月25日

末長富士見台

地区災害危険

区域

高津区末長２丁目557ほか

別図参照

６
令和３年

10月25日

南加瀬仲山

地区災害危険

区域

幸区南加瀬２丁目79－１

ほか

別図参照

７
令和３年

10月25日

井田山下地区

災害危険区域

中原区井田２丁目1155－４

ほか

別図参照

８
令和３年

10月25日

下作延辰ノ谷

地区災害危険

区域

高津区下作延２丁目357－

１ほか

別図参照

11
令和３年

10月25日

久末表耕地

地区災害危険

区域

高津区久末字久末谷1234－

３ほか

別図参照

16
令和３年

10月25日

千年地区災害

危険区域

高津区千年字三荷座前1187

ほか

別図参照

17
令和３年

10月25日

蟹ヶ谷Ｃ地区

災害危険区域

高津区蟹ヶ谷字四方之嶺

281－１ほか

別図参照

18
令和３年

10月25日

上作延地区

災害危険区域

高津区上作延字北原190－

１ほか

別図参照

21
令和３年

10月25日

下作延Ｂ地区

災害危険区域

高津区下作延２丁目412－

イほか

別図参照

22
令和３年

10月25日

下作延Ｃ地区

災害危険区域

高津区下作延１丁目2110

ほか

別図参照

23
令和３年

10月25日

下作延Ｄ地区

災害危険区域

高津区下作延１丁目2086

ほか

別図参照

24
令和３年

10月25日

下作延Ｅ地区

災害危険区域

高津区下作延７丁目2054

ほか

別図参照

25
令和３年

10月25日

下作延Ｆ地区

災害危険区域

高津区下作延７丁目2011－

３ほか

別図参照

27
令和３年

10月25日

久本Ｂ地区

災害危険区域

高津区久本１丁目408－１

ほか

別図参照

28
令和３年

10月25日

井田Ｂ地区

災害危険区域

中原区井田１丁目1061－１

ほか

別図参照

29
令和３年

10月25日

久地地区

災害危険区域

高津区久地１丁目504－１

ほか

別図参照

31
令和３年

10月25日

平Ｂ地区

災害危険区域

宮前区平１丁目45－１ほか

別図参照

33
令和３年

10月25日

末長久保台

地区災害危険

区域

高津区末長２丁目378－１

ほか

別図参照
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34
令和３年

10月25日

末長向台地区

災害危険区域

高津区末長１丁目389－１

ほか

別図参照

40
令和３年

10月25日

野川北耕地

地区災害危険

区域

宮前区野川本町１丁目284

－45ほか

別図参照

44
令和３年

10月25日

新作向台地区

災害危険区域

高津区新作２丁目1650－１

ほか

別図参照

46
令和３年

10月25日

野川北耕地

地区災害危険

区域

宮前区野川本町１丁目284

－６ほか

別図参照

48
令和３年

10月25日

久末イの木

地区災害危険

区域

高津区久末字十二天丸1730

ほか

別図参照

49
令和３年

10月25日

久末達野地区

災害危険区域

高津区久末字篭場谷1428－

２ほか

別図参照

52
令和３年

10月25日

上作延Ｂ地区

災害危険区域

高津区上作延字北原136－

１ほか

別図参照

55
令和３年

10月25日

久末Ｄ地区

災害危険区域

高津区久末字篭場谷1446

ほか

別図参照

57
令和３年

10月25日

千年Ｂ地区

災害危険区域

高津区千年字三荷座前1120

－１ほか

別図参照

63
令和３年

10月25日

久末Ｂ地区

災害危険区域

高津区久末字達野1373ほか

別図参照

67
令和３年

10月25日

蟹ヶ谷往古滝

地区災害危険

区域

高津区蟹ヶ谷往古滝248－１

ほか

別図参照

69
令和３年

10月25日

夢見ヶ崎地区

災害危険区域

幸区北加瀬１丁目976ほか

別図参照

70
令和３年

10月25日

南加瀬仲山

地区災害危険

区域

幸区南加瀬１丁目131ほか

別図参照

71
令和３年

10月25日

蟹ヶ谷Ｂ地区

災害危険区域

高津区蟹ヶ谷字東神庭97－

12ほか

別図参照

74
令和３年

10月25日

下作延Ｈ地区

災害危険区域

高津区下作延５丁目1196－

１ほか

別図参照

75
令和３年

10月25日

久本Ｂ地区

災害危険区域

高津区久本１丁目408－１

ほか別図参照

79
令和３年

10月25日

久末梅ヶ久保

地区災害危険

区域

高津区久末字梅ケ久保621

－３ほか

別図参照

82
令和３年

10月25日

新作Ｄ地区

災害危険区域

高津区新作２丁目1442－１

ほか

別図参照

84
令和３年

10月25日

久本地区

災害危険区域

高津区久本２丁目338－１

ほか

別図参照

85
令和３年

10月25日

新作Ｆ地区

災害危険区域

高津区新作３丁目1289ほか

別図参照

102
令和３年

10月25日

千年Ｃ地区

災害危険区域

（拡大）

高津区千年字蟻山545－２

ほか

別図参照

115
令和３年

10月25日

野川東耕地

Ｂ地区災害

危険区域

宮前区野川本町２丁目922

－32

ほか別図参照

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第985号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　 令和３年度川崎市災害時要援護者避難支援制度に

関する登録勧奨及び調査等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局総務部危機管理担当及び受託者

コールセンター設置場所

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　災害時に自力で避難することが困難であり支援を

必要とすると考えられる方々に川崎市災害時要援護

者避難支援制度を周知し、制度を必要とする方々の

登録を促す。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度の川崎市業務

委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「そ

の他」に登録されていること。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において類似委

託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

　⑸ 　ＩＳＭＳ又はプライバシーマークの認定を受けて

いること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4143－

　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局総務部危機管理担当

　　　白浜・廣岡担当

　　　電　話　044－200－0784（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3925

　　　E-mail　40syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年10月25日（月）から令和３年11月１日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委託契約実績の内容を確認できる契約書・仕様

書等の写し

　⑷ 　提出書類に関する説明及び審査

　　ア 　提出された書類等に関し、説明を求められた時

にはこれに応じなければなりません。

　　イ 　提出された書類等を審査した結果、本件を実施

することができると認められた者に限り、入札に

参加することができます。

　⑸ 　提出方法

　　　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

　　 　郵送した場合は、郵送した当日中にメールによ

り、担当宛て郵送した年月日等を知らせ、かつ書類

の到着を確認しなければなりません。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、入札参加資格があると認められた者には、次

により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを記載している場合は、

自動的に電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年11月２日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」からダウンロードできます。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、確認書と一括して自動

的に電子メールで配信されます。

５ 　仕様等に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式を用いて指定の

電子メールアドレスに提出してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布し

ます。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」からダ

ウンロードすることが可能です。）

　⑶ 　質問受付期間

　　 　令和３年10月25日（月）午後１時から令和３年11

月４日（木）午後５時までとします。

　⑷ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問書及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和３年11月８日（月）までに、

確認通知書を交付した全社宛てに電子メールで送付

します。

　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札の提出方法は、持参のみとします。

　　ウ 　入札書に記載する金額には、法定所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　⑵ 　入札及び落札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年11月15日（月）11時

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
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　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりです。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の

定めるところによります。

　⑸ 　情報を入手するための問い合わせ窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第986号

　　　皐橋水江町線沿道及び池上新町南緑道の一

　　　体利用による地域環境改善事業に係る募

　　　集要項（公募設置等指針）について

　都市公園法（昭和31年４月20日法律第79号）第５条の

２第７項に基づき、標記事業に係る募集要項（公募設置

等指針）を次のとおり公告します。

　　令和３年10月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

次のとおり省略

　　　───────────────────

川崎市公告第987号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和３年10月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　　学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年２月28日（月）まで

　⑶ 　委託業務の概要

　　 　「学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

　仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「学校給

食申込書等の作製及び封入業務委託契約　入札説明

書」（以下「入札説明書」という。）によります。

　⑷ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町６ 　明治安田生命ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　他

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市委託有資格業者名簿の業種

「電算関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の提出場所及び問合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　担当：原嶋

　　　電話　044－200－2539（直通）

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年10月27日（水）から令和３年11月２日

（火）17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　郵送又は電子メールによる送付とします。

　　 　郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し

てください。

　　 　電子メールによる送付の場合は、ｐｄｆ形式のフ

ァイルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて

送付ください。電子メールに添付したｐｄｆファイ

ルの到達をもって入札参加資格確認申請書の提出と

いたします。また、電子メールを送付した際に上記
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問合せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

　⑸ 　仕様書等の配布

　　 　本件入札に係る仕様書及び入札説明書は、入札日

前日の17時まで、以下のｕｒｌにおいてダウンロー

ドにより配布します。

　　 　http://www.city.kawasaki.jp/880/soshiki/

　　　25-10-0-0-0.html

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認通知書の送付

　　　　令和３年11月５日（金）

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和３年11月11日（木）

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和３年11月15日（月）

　　エ 　入札及び開札

　　　　令和３年11月19日（金）

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認通知書の送付

　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認通知書

（様式２）」を送付します。

　　（ア）送付日

　　　　　令和３年11月５日（金）

　　（イ）送付方法

　　　　　電子メールにより送付します。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　（ア）質問の方法

　　　　 　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容に

疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に必要

事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛

てに電子メールで送付してください。

　　（イ）質問の受付期間

　　　　　令和３年11月11日（木）17時まで（必着）

　　（ウ）回答

　　　　 　令和３年11月15日（月）までに、質問者名を

伏せた上で、全ての質問への回答を全参加者宛

てに電子メールで送付します。なお、入札参加

資格がない者からの質問には回答しません。

　　ウ 　入札及び開札

　　（ア）入札の方法等

　　　　ａ　入札は総価で行います。

　　　　ｂ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし

ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の

際に加算します。

　　　　ｃ 　入札は所定の入札書をもって行います。入

札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印

して提出してください。

　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　（イ）入札及び開札の日時等

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和３年11月19日（金）10時

　　　　ｂ　場所

　　　　　　川崎市川崎区宮本町６

　　　　　　明治安田生命ビル４階　第２会議室

　　（ウ）入札保証金

　　　　 　入札保証金を要します。ただし、川崎市契約

規則第９条各号のいずれかに該当する場合は、

入札保証金を免除します。

　　（エ）落札者の決定方法

　　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　　（オ）入札の無効

　　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約

関係規程において閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本公告に定めのない事項

　　 　本公告に定めるもののほか、本件入札に関する事

項は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得の定めるところによります。

　　　───────────────────
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川崎市公告第988号

　令和３年10月25日川崎市公告第982号を次のとおり訂

正します。

　　令和３年10月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

９ 　入札等の手続き

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。

正

９ 　入札等の手続き

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。

　　　───────────────────

川崎市公告第989号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内主要地方道鶴見溝ノ口舗装道補修（歩道透水性）工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬２丁目８番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田第１公園整備工事

履行場所 川崎市川崎区渡田東町５－１

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日本民家園旧佐々木家周辺園路改修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１－１地内

履行期間 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘遊園駅菅生線（Ｖ）舗装道補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵２丁目12番地先

履行期間 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道坂戸57号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市高津区坂戸１丁目20番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川整備工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目18番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」又は「Ｂ」で登録

されていること。
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⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下島橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区菅１丁目14番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜護岸改良工事

履行場所 川崎市川崎区夜光３丁目１番地の２

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日進町歩道橋補修工事

履行場所 川崎市川崎区日進町１番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。
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　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 田辺新田歩道橋補修工事

履行場所 川崎市川崎区小田７丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘中学校衛生器具設備改修その他工事

履行場所 川崎市高津区千年1300番地

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」ランク「Ｂ」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場

合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島緑道照明設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月15日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内矢上川樋門補修工事

履行場所 川崎市高津区千年126番地先他５箇所

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「水門等の門扉設置」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　鋼構造物工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「鋼構造物」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新百合ヶ丘駅南口駅前広場受変電設備補修工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目20番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月15日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五反田川放水路放流部管理棟新築その他工事

履行場所 川崎市多摩区登戸新町451番１

履行期間 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年11月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第990号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立小杉小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立小杉小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。
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　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　 令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立
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ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、

　　　　　　　第５、第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────
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川崎市公告第991号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立川中島小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立川中島小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4161－

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午前10時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、

　　　　　　　第５、第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市
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の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第992号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立東小田小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立東小田小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階
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　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午前11時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
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札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第993号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立小田小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立小田小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行
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がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
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心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午前11時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第994号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立東大島小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立東大島小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要
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　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全
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社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午後１時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他
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　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第995号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立住吉小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立住吉小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付
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　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）　午後２時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第996号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立宮内小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立宮内小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参
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加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）　午後２時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
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ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第997号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立梶ヶ谷小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立梶ヶ谷小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。
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　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその
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代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）　午後３時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────
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川崎市公告第998号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立久末小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立久末小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室
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　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月13日（月）午後３時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市
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の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定

工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引」

を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第999号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立土橋小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立土橋小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4179－

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月14日（火）午前10時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
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札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1000号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立宮崎小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立宮崎小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行
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がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
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心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月14日（火）　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1001号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立岡上小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立岡上小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要
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　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全
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社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月14日（火）午前11時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他
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　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1002号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３～６年度川崎市立菅小学校給食調理等業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立菅小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年10月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、

川崎市教育委員会ホームページの「令和３～６年度

川崎市立小学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000112253.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年10月28日（木）から令和３年11月10日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。なお、書留

郵便による場合は、令和３年11月10日（水）まで必

着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付
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　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和３年11月16日（火）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年11月16日（火）午前８時30分～令和３年

11月22日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月14日（火）　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階　第４、第５、

　　　　　　　第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1003号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市中原区上小田中二丁目18番１号

山﨑　等

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区上小田中二丁目717番１号の

一部、717番６の一部 別図省略

幅 　 　 員

5.01メートル

延　長

25.14メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第208号

指　定

年月日

令和３年

10月28日

　　　───────────────────

川崎市公告第1004号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区百合丘１丁目８番４

 ほか１筆　　　　　

 1,551平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都武蔵野市吉祥寺北町１丁目29番１号

　　兼六土地建物株式会社

　　代表取締役　鍵市　佳克

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年２月７日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第110号

　　令和２年６月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第25号（変更）

　　令和２年８月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第49号（変更）

　　令和３年８月20日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第49号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1005号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道栗木４号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市麻生区片平1497番地先

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路）の資格を有する者を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月30日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 蔵敷橋ほか１橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市宮前区菅生２丁目１番地先ほか１箇所

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ「鋼

構造及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者。なお、管理技術者と照査技術者は兼

務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月30日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 伊勢台人道橋ほか１橋耐震補強設計委託

履行場所 川崎市中原区井田１丁目39番地先ほか１箇所

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　ア　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ「鋼構造及びコ

ンクリート」部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月30日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1006号

　川崎市都市公園条例（昭和32年川崎市条例第６号）第

２条第１項の規定に基づき、次の公園の区域を変更しま

す。

　　令和３年10月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の

名称
位　置 区　域

変更前

面積

変更後

面積

変更

年月日

富
ふ

士
じ

見
み

公
こう

園
えん

川崎区富士

見２丁目２

番１

別図の

とおり

130,628

㎡

132,304

㎡
公告日

（別図省略）

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第357号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　非常用発電機設置等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区栗谷３丁目30番８号

　　　多摩消防署栗谷出張所ほか

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日

　⑷ 　調達概要

　　 　多摩消防署栗谷出張所改築に伴い、川崎市消防訓

練センターに保管している消防指令システム用非常

用発電機（デンヨー株式会社製　形式名称：TLG-

6SSGX（2W）F）を撤去し、栗谷出張所新庁舎まで運

搬し発電機の据付、点検、試験調整、配線のつなぎ

込みを行い消防指令業務の間断なき運用を維持する

ものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿の業種「施設維持管理」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で１件以上、国または地方公共団体に

おいて類似の契約を締結し、すべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

再委託しないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書表紙及び仕様書の写し等業務内容が

わかるもの）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　　（川崎市消防局総合庁舎７階）

　　　川崎市消防局警防部指令課

　　　電話　044－223－2545

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日から令和３年11月17日までの午

前９時から午後５時
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　　 （平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜日を

除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年11月19日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール（84sirei@city.

kawasaki.jp）にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年11月10日から令和３年11月24日までの午

前９時から午後５時

　　 （平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜日を

除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和３年11月26日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年11月30日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20番地７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階　第２会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第358号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　件　　名　 歴史的統計資料に係る電子化及び製本

等業務委託

　⑵ 　履行場所　受注者作業場所

　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎

　　　　　　　　（川崎市川崎区東田町５－４）

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和４年３月18日まで

　⑷ 　委託概要　別紙仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市「令和３・４年度業務委託有資格業者名

簿」の業種「その他業務」、種目「その他」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　電子化及び製本の対象となる紙媒体の資料の受渡

しに当たって、来庁のうえ、手渡しにより貸与及び

返却が可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配付し

ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般

競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局情報管理部統計情報課

　　　担当　庄境

　　　電話番号：044－200－2069

　　　ＦＡＸ：044－200－3799

　　　e-mail：17tokei@city.kawasaki.jp

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

よりダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日（水）から令和３年11月18日

（木）までとします。

　　 （土日祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。ただし、郵送により提出

する場合は、提出期間最終日の午後５時必着とし、

簡易書留等、配達記録が確認できる手段を使用して

ください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書、仕様書及び質問書を交付し

ます。なお、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際に電子メールのアドレスを登

録している場合には、電子メールにて配信されます。

電子メールアドレスを登録していない場合は、次のと

おり受け取りに来てください。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和３年11月22日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで

５ 　仕様に関する質問書の受付・回答等

　⑴ 　質問書提出先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年11月22日（月）午前８時30分から令和３

年11月25日（木）午後５時までとします。（持参の

場合、正午から午後１時まで、午後５時以降及び土

日祝日を除く。）

　⑶ 　質問受付方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールまたはＦＡＸにて

送付するか持参してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年11月29日（月）までに全入札参加者に電

子メールまたはＦＡＸにて送付します。ただし、質

問がなかった場合は特に連絡しません。

　⑸ 　その他

　　 　電子化及び製本の対象となる資料等は３⑴の場所

において令和３年11月10日（水）から令和３年11月

25日（木）まで縦覧に供します。（土日祝日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時まで）

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託業務の総額を入札金額として行います。た

だし、消費税等を含まない金額により入札するこ

ととします。
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　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名を記載した封筒に封印して提出してく

ださい。

　　ウ 　代理人が出席する場合、入札開始前に委任状を

提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月７日（火）午前10時

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎12階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成の要否

　　 　必要とします。落札者は契約書２通を作成し、令

和３年12月14日（火）午後２時までに３⑴の場所に

持参又は郵送で提出してください。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規定」から閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書、川崎市契約条例、川崎市契約規則及

び川崎市競争入札参加者心得は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　その他問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑸ 　この入札説明書は、この入札以外の目的に使用し

てはなりません。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第359号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度下水道光ファイバー性能測定等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年１月４日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　庁内ネットワークで利用している下水道光ファイ

バーのＯＴＤＲ性能測定業務の委託詳細は「入札説

明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「施設維持管理」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の地域区

分が「市内」又は「準市内」で登載されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課　近藤・佐藤

　　　電　話　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日（水）から令和３年11月17日

（水）までとします（土曜日、日曜日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。
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　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和３年11月22日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　入札仕様書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札仕様書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

11月10日（水）から令和３年11月17日（水）まで縦

覧に供します（土曜日、日曜日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

まで）。

　　ア 　仕様書配布日時

　　　 　令和３年11月22日（月）午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　　イ 　場所

　　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　質問受付期間は、令和３年11月22日（月）から令和

３年11月26日（金）までとします（土曜日、日曜日及

び休日を除く、毎日午前８時30分から12時まで及び午

後１時から午後５時15分まで）。質問については、入

札説明書に添付の「質問書」にて受け付けます。また、

ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信した

旨を担当まで御連絡ください。

　 　なお、回答は、令和３年12月１日（水）全社にＦＡ

Ｘまたはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

調査、設定、代行手続き等に係る一切の費用を含

め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月７日（火）午後４時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎　９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　落札者は契約書２通を作成し、令和３年12月10日

（金）午後５時15分までに３⑴の場所に持参してく

ださい。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第360号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度ネットワークセキュリティ診断委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎８階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年１月４日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　ネットワークセキュリティ診断委託
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　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「電算関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　情報処理推進機構が作成した「情報セキュリティ

サービス基準適合サービスリスト」の「情報セキュ

リティ監査サービス」に記載のある業者であること。

　⑹ 　ネットワークセキュリティ診断について、本市若

しくはその他の政令指定都市又は都道府県に対し、

類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課　近藤・佐藤

　　　電　話　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日（水）から令和３年11月17日

（水）までとします（土曜日、日曜日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和３年11月22日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　入札仕様書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札仕様書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和３年

11月10日（水）から令和３年11月17日（水）まで縦

覧に供します（土曜日、日曜日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

まで）。

　　ア 　仕様書配布日時

　　　 　令和３年11月22日（月）午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　　イ 　場所

　　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　質問受付期間は、令和３年11月22日（月）から令和

３年11月26日（金）までとします（土曜日、日曜日及

び休日を除く、毎日午前８時30分から12時まで及び午

後１時から午後５時15分まで）。質問については、入

札説明書に添付の「質問書」にて受け付けます。また、

ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信した

旨を担当まで御連絡ください。

　 　なお、回答は、令和３年12月１日（水）全社にＦＡ

Ｘまたはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

調査、設定、代行手続き等に係る一切の費用を含

め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年12月７日（火）午後２時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎　９階　開発室Ⅰ
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　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　落札者は契約書２通を作成し、令和３年12月10日

（金）午後５時15分までに３⑴の場所に持参してく

ださい。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第361号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度新型コロナウイルス感染症療養支援業

務一部委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市健康福祉局保健所（川崎市幸区堀川町580

番地）ほか

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで

　⑷ 　業務概要

　　　 令和３年度新型コロナウイルス感染症療養支援業

務一部委託

　　　詳細は「仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」に登載され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　過去に本市又は他官公庁において、類似業務の契

約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所療養支援担当　髙橋

　　　電　話　044－200－1187（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3986

　　　メール　40ryoyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日（水）から令和３年11月16日

（火）までとします。（土・日及び休日を除く毎日

８時30分から12時まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似業務実績調書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年11月17日（水）８時30分から12時まで及

び13時から17時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」―「入札情

報」の”委託”―「入札公表」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）。なお、インター

ネットから入手できない者には、申し出により無償

で入札説明書を交付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ先
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　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間及び方法

　　 　仕様に関する質問がある場合は、土・日及び休日

を除く令和３年11月17日（水）から11月22日（月）

の８時30分から12時まで及び13時から17時まで、別

紙「令和３年度新型コロナウイルス感染症療養支援

業務一部委託に係る質問書」を使用し、指定する電

子メールにより提出してください。質問する際に

は、電子メールの件名は「【問合せ】令和３年度新

型コロナウイルス感染症療養支援業務一部委託に係

る質問について」とし、質問書を送付した旨を担当

まで御連絡ください。

　　 　なお、仕様書の添付資料は一般競争入札参加資格

確認通知書とともに送付します。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問に関する回答は、競争参加資格有資格者全員

に対し、令和３年11月24日（水）に電子メールにて

送付します。ただし、競争参加有資格者以外からの

質問については、回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額

にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に相当

する額を加算した金額をもって落札価格とするの

で、入札者は見積もった契約金額の110分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　　 　また、入札を代理人に委任する場合は、入札書の

他に、委任状を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年12月９日（木）13時30分

　　イ 　入札場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　　　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　⑷ 　契約締結予定日等

　　ア 　契約締結予定日　令和３年12月中旬

　　イ 　着手予定日　　　令和４年１月１日

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ。

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵の

質問書の様式は、川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第４回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第362号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　令和４年度川崎市福祉バス運行事業委託

　⑵ 　履行場所　川崎市内及び各地

　⑶ 　履行期間　 令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
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　⑷ 　調達概要　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「倉庫・運送業務」、種目「運送業務」で登録

されている者。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種（種目）に登載のない者も含む。）は、財政局

資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請

を令和３年12月１日までに行ってください。

　⑷ 　過去３年間で地方公共団体において同種・同規模

以上の契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局障害保健福祉部

　　　障害者社会参加・就労支援課　酒井、金山

　　　電　話　044－200－2928（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-MAIL　40syusien@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年11月10日（水）から令和３年12月１日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分までとします。（ただし、土曜

日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。なお競争入札参加資格があると

認めた者には、入札説明書を合わせて交付します。ま

た入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で縦

覧に供します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年12月９日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する質問・回答

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　 　入札参加者以外の質問には回答しませんので御注意

ください。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和３年12月９日（木）午前８時30分から令和３

年12月15日（水）午後５時15分までとします。（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑶ 　質問書の提出方法

　　　電子メールによります。

　　　E-MAIL　40syusien@city.kawasaki.jp

　　　川崎市役所健康福祉局

　　　障害者社会参加・就労支援課　酒井、金山宛て

　⑷ 　回答日

　　　令和３年12月20日（月）

　⑸ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を入札参加全社に電子メール（E-MAIL　

40syusien@city.kawasaki.jp）にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑶及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸ（044－200－3932）によります。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額等

　　ア 　入札は、令和４年度川崎市福祉バス運行事業委

託に係る費用の合計金額で行います。

　　　 　入札書には時間制運賃、キロ制運賃、ガイド料、

バス変更料の単価及び委託費用の合計金額を記入

してください。数量は、時間を3,701時間、距離

を65,880km、ガイドを227回、バス変更回数を50

回として合計金額を算出してください。バス変更

料とは確保した福祉バスの車いす固定席数を超え

る利用希望があり、車いす固定席数が多い福祉バ

スに変更して運行した場合に適用するものです。
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　　　 　なお時間制運賃、キロ制運賃の単価は国土交通

省で定める公示運賃の範囲内としてください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　　エ 　「ア」に記載した数量は新型コロナウイルス感

染拡大前の数量であるため、令和４年度川崎市福

祉バス運行事業委託は、記載した数量と必ずしも

同等程度の数量にならない場合があります。平成

30年度から令和３年度までの実績を参考までに以

下のとおり示します。

　　平成30年度～令和３年度実績

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

（上半期）

運行時間

（時間）
4,157 3,701 476 207

運行距離

（km）
70,700 65,880 8,170 3,440

ガイド回数

（回）
254 227 35 15

バス変更

回数（回）
１

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　提出日時　令和３年12月27日（月）午前11時

　　　　提出場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　　　　　　12Ｄ会議室

　　　※ 　会場に案内しますので、時間前に３⑴にお越

しください

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　提出期限　令和３年12月24日（金）必着

　　　　提出場所　３⑴に同じ

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場所

に必ず電話をしてください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所　７⑵アに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市の公式ウェブサイトの「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧する

ことができます（URL　http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）。

９ 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該落札決定の効果は、令和４年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the services to be 

required : Service of the welfare bus

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 A.M. , 

December,27,2021

　⑶ 　 Time-limit for tender by mail : 

December,24,2021

　⑷ 　Contact point for the notice : 

　　　 KAWASAKI CITY OFFICE Social Engagement and 
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Job Assistance of Persons with Disabilities 

Section Health and Social Welfare for 

Persons with Disabilities Department Health 

and Welfare Bureau 

　　　 580, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki, 

Kanagawa 212-0013, Japan 

　　　TEL : 044-200-2928

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第363号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和３年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 庁内情報環境整備に係るパーソナルコンピュータ等

の賃貸借及び保守契約（令和４年３月31日導入分）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年９月28日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通リース株式会社横浜支店

　　支店長　谷頭　洋一

　　神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　741,396,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年８月10日

税 公 告

川崎市税公告第180号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第181号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第182号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第183号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和３年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分以降

令和３年11月１日

（９月随時分）
計77件

令和３年度

（令和２年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分

令和３年11月１日

（９月随時分）
計７件

令和３年度

（平成31年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分

令和３年11月１日

（９月随時分）
計２件

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和３年度
市民税・県民税

（公的年金からの特別徴収）
計２件

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和３年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分以降 計１件

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市税公告第184号

　次の市税に係る税額決定通知書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条

例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公

告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第185号

　次の市税に係る課税額変更（取消）通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎

市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第186号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第51号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和３年10月18日
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 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和３年11月１日から

　　令和８年10月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1010

　　商号又は名称　株式会社ワック

　　営業所所在地　横浜市緑区十日市場町910番地13

　　代表者氏名　久保田　和之

　　指 定 番 号　664

　　商号又は名称　株式会社みどりや

　　営業所所在地　神奈川県秦野市寿町６番６号

　　代表者氏名　露木　徳英

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第52号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

　　令和３年10月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指 定 番 号　第1816号

　　氏名又は名称　堀米興業

　　住　　　　所　相模原市南区大野台五丁目２番13号

　　代表者氏名　堀米　征彦

　　指定年月日　令和３年11月１日

　　有 効 期 限　令和８年10月31日

２ 　指 定 番 号　第1817号

　　氏名又は名称　株式会社アクアフレンド

　　住　　　　所　埼玉県川口市大字峯847番地の18

　　代表者氏名　渡邉　恒雄

　　指定年月日　令和３年11月１日

　　有 効 期 限　令和８年10月31日

３ 　指 定 番 号　第1818号

　　氏名又は名称　株式会社新設

　　住　　　　所　横浜市泉区下飯田町771番地３

　　代表者氏名　鈴木　和寛

　　指定年月日　令和３年11月１日

　　有 効 期 限　令和８年10月31日

４ 　指 定 番 号　第1819号

　　氏名又は名称　アクアプランニング

　　住　　　　所　川崎市宮前区平一丁目６番13－515号

　　代表者氏名　久保田　宏美

　　指定年月日　令和３年11月１日

　　有 効 期 限　令和８年10月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第53号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま

したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

　　令和３年10月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指 定 番 号　第665号

　　氏名又は名称　有限会社小糸設備

　　住　　　　所　（新） 東京都町田市下小山田町3267

番地12

　　　　　　　　　（旧）相模原市南区下溝1039番地６

　　代表者氏名　小糸　邦彦

　　変更年月日　令和３年９月16日

２ 　指 定 番 号　第1539号

　　氏名又は名称　株式会社水巧舎

　　住　　　　所　横浜市泉区上飯田町499番地２

　　代表者氏名　（新）龍野　智嗣

　　　　　　　　　（旧）龍野　貴嗣

　　変更年月日　令和３年６月１日

３ 　指 定 番 号　第1615号

　　氏名又は名称　東京ガス横浜中央エネルギー株式会社

　　住　　　　所　横浜市西区伊勢町三丁目148番地

　　代表者氏名　（新）原　文比古

　　　　　　　　　（旧）小室　元次

　　変更年月日　令和３年４月１日

４ 　指 定 番 号　第1672号

　　氏名又は名称　有限会社石橋建設

　　住　　　　所　（新）横浜市旭区上川井町3168番地

　　　　　　　　　（旧） 神奈川県横須賀市長坂四丁目

16番

　　代表者氏名　石橋　哲也

　　変更年月日　令和３年９月１日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第85号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月19日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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競争入札に

付する事項

件　　 名 液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析装置　一式

履行場所
川崎市多摩区三田５－１－１

川崎市上下水道局水管理センター水道水質課（２階ＧＣ／ＭＳ⑵分析室）

履行期間 令和４年３月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「計測機器・光理化学

機器」、種目「分析機器」に登載されているおり、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付け

されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和３年11月19日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸100mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区登戸1813先

至：多摩区登戸1831先

履行期間 契約の日から110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「水道施設」）を配置できること。

川崎市上下水道局公告第86号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月19日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月10日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田ポンプ場改築土木その４工事

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４－17－１

履行期間 契約の日から令和４年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月15日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宿河原４丁目300mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区宿河原４－１－１先

至：多摩区宿河原５－22－10先　ほか３件

履行期間 契約の日から375日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月15日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4205－

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度中部下水管内管きょ清掃委託その３

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能で

あること。

⑻ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能

講習修了者を専任で配置できること。なお、双方は兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話044－200－2097

入札日時等 令和３年11月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

川崎市上下水道局公告第87号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宿河原排水樋管ゲートほか実施設計委託その１

履行場所 川崎市多摩区宿河原地先ほか

履行期間 令和４年５月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者

⑷ 　平成18年度以降に契約した下水道施設における排水樋管ゲート設備の新設、増設又は更新に伴

う実施設計業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要。

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話044－200－2097

入札日時等 令和３年11月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生・等々力間汚泥圧送管実施設計委託その１

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期間 令和４年10月14日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者

⑷ 　平成28年度以降に契約した耐震実施設計（レベル１・２）委託業務を含む、下水道管きょの新

設・詳細設計（開削工法）における詳細設計委託業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑸ 　平成18年度以降に契約した下水道施設における汚泥輸送設備の新設、増設又は更新に伴う実施

設計業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑹ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要。

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者
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参 加 資 格
　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　汚泥圧送管空気弁等点検業務委託

履行場所 川崎市中原区、幸区、川崎区地内

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者

⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維

持管理」で登録されている者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　多摩区下水幹枝線実施設計委託第７号

履行場所 川崎市多摩区地内

履行期間 令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者

⑷ 　平成18年度以降に契約した、次の実施設計業務委託について、元請けとして履行完了実績をＴ

ＥＣＲＩＳにより確認できること。

　ア 　国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した、耐震実施設計（レベル1, ２）業務を含む、

下水道管きょのシールド工法に係わる実施設計（詳細設計）業務委託

　イ 　国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した、下水道施設（ポンプ場又は処理場）に係わ

る実施設計業務委託
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参 加 資 格

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、エとオは兼務できない。また、ア～オは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要。

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ　技術士（建設部門：トンネル）又はＲＣＣＭ（トンネル部門）の資格を有する者

　ウ 　技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門）

の資格を有する者

　エ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　オ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年11月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上麻生５丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区上麻生５－39先

至：麻生区上麻生５－41先

履行期間 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

川崎市上下水道局公告第88号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年10月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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参 加 資 格

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島５丁目350mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区大島４－16－５先

至：川崎区大島５－18－８先　ほか４件

履行期間 契約の日から335日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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参 加 資 格

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月22日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本工事又は「有馬７丁目150mm・100mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落

札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に

該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本工事、「有馬７丁目150mm・100mm配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本工事の落札候補者となった者は、「有馬７丁目150mm・100mm配水管布設替工事」の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 有馬７丁目150mm・100mm配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区有馬７－１－１先

至：宮前区有馬７－９－16先　ほか２件

履行期間 契約の日から300日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年11月22日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本工事又は「大島５丁目350mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落札

ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「大島５丁目350mm－75mm配水管布設替工事」、本工事の順に行います。

⑶ 　「大島５丁目350mm－75mm配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本工事の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第33号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　令和３年11月10日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　調達の名称

　 　川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンター汚泥

処理施設更新工事

２ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　上下水道局下水道部施設課

　　川崎市川崎区宮本町１番地　第２庁舎４階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年10月15日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ＪＦＥエンジニアリング株式会社

　　代表取締役社長　大下　元

　　横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

５ 　契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）

　　14,190,000,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約（公募型プロポーザル方式）

７ 　随意契約理由
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　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第45号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年10月25日

 川崎市病院事業管理者　　金　井　　　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する手術室内視鏡システムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年10月25日から令和３年11月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年11月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院におけるリニアック専用棚の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和３年12月10日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

又は

業　種　「文具・事務機器」

種　目　「事務用器具」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年10月25日から令和３年11月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年11月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院トイレ節水型洗浄器具リース

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間
令和３年12月１日から令和９年11月30日まで

（６年間の長期継続契約）

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種　「リース」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年10月25日から令和３年11月１日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年11月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第25号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市病院事業管理者　　金　井　　　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で閲覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、案件ごとに定められた期間に

病院局契約担当窓口への持参により受け付けます。

　⑵ 　競争参加者は、次の全ての条件を満たす必要があ

ります。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」に

登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録

のない者も含みます。）は、所定の様式をもって競

争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課

で資格審査の申請を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、案件ご

とに競争参加資格確認通知書を事前に交付します。

競争参加資格があると認め難い者には、別途お知ら

せします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受け付けま

す。また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答

書とともに掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報

のページにも掲載を行います。

４ 　商品説明書について

　 　競争参加者は、別紙の案件ごとの競争参加の申込期

間に、納入を予定する物品の商品説明書をそれぞれ３

部ずつ病院局契約担当窓口に提出してください。な

お、案件ごとの備考で不要とされた場合を除きます。

また、商品説明書の構成は次のとおりとします。ただ

し、次のうち⑶⑷⑸⑹を取りまとめての作成、又は⑶

⑷⑸⑹を⑴に含めての作成は可とします。

　⑴ 　提案書（応札機種リスト・応札する商品のカタロ

グを含む。）

　⑵ 　応札仕様書（入札仕様書と対比させて作成のこ

と。）

　⑶ 　設置条件に関する資料

　⑷ 　納入に要する期間に関する資料

　⑸ 　消耗品に関する資料

　⑹ 　保守及び障害支援体制に関する資料

　⑺ 　出庫証明書又は販売店若しくは代理店であること

を証する書面

　⑻ 　定価証明書（単価のほか、総価を示すもの）

５ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時・場所等については、案件ご

との定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参
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加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

６ 　契約の締結について

　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結

します。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する調剤支援システムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和４年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年11月10日から令和３年11月19日まで受付けます。

現 場 視 察

希望者のみ競争参加申込書提出後、現場視察を認めます。

　※　問い合わせ先に記載の担当と日程調整をすること。

視察期間：令和３年11月10日から令和３年11月26日まで

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩元、内村

　　　　　　　044－233－5521（代表）

問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

　　　　　　　　（閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00分を除く。）

入札及び開札
日 時

令和３年12月23日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第26号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年12月21日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of the products to be purchased:

　　 Machines and equipment related to medicine of Kawasaki Municipal Kawasaki 

Hospital, 1 set. The maintenance of these is announced by the public notice No.26.

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 23 December 2021
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Summary

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　21 December 2021

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

＊ 　If you want to look on the installation location, call the following number by 26 

November 2021. 

　　TEL : 044-200-3857  The person in charge: Kentaro Nomoto

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告（調達）第26号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年11月10日

 川崎市病院事業管理者　　金　井　　　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　　病院局経営企画室契約担当

　　　（以下「病院局契約担当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階

　　　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、案件ごとに定めた期間に病院

局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵ 　競争参加者は、案件ごとに定めた競争参加資格の

ほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

（以下「名簿」といいます。）」に登録のない者（別

紙の案件に定められた業種に登録のない者も含みま

す。）は、所定の様式をもって競争参加の申込締切

日までに財政局資産管理部契約課で資格審査の申請

を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、案件ご

とに競争参加資格確認通知書を事前に交付します。

競争参加資格があると認め難い者には、別途お知ら

せします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。
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３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受付けます。

また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答書と

共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報のペー

ジにも掲載を行います。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時、場所等については、案件ご

との定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とします。なお、代理

人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立会いに関する権限の委任を受けた書面を事前に提

出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

５ 　契約の締結について

　 　落札者とは案件ごとに次の条件で契約を締結しま

す。ただし、川崎市議会定例会において、以下の案件

に係る予算が議決されることを条件とします。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院調剤支援システム保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 納入日から72か月間

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
業種　「医療関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他 設定しません。

競争参加の申込 令和３年11月10日から令和３年11月19日まで受付けます。

現 場 視 察 設定しません。

入札及び開札
日 時

令和３年12月23日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第25号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年12月21日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of the products to be purchased:

　　 The maintenance of machines and equipment related to medicine of Kawasaki 

Municipal Kawasaki Hospital that are announced by the public notice No.25.

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 23 December 2021

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　21 December 2021
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Summary

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第４号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　令和３年10月20日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

訓

練

日　　時
令和３年11月24日（水）14時00分～

14時30分

場　　所
麻生区上麻生６丁目15番１号川崎市麻

生水処理センター　ふれあいの広場

消防隊数 消防隊　３隊、救急隊　１隊

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第５号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　令和３年10月27日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

訓

練

日　　時

令和３年11月５日（金）13時00分から

14時00分まで

（予備日：令和３年11月12日（金）13

時00分から14時00分まで

場　　所

川崎市川崎区東扇島58－１

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点

東扇島東公園

消防隊数 消防隊等　４隊

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第23号

 局　内　一　般　　

 消　　防　　署　　

　川崎市消防署の組織に関する規程等の一部を改正する

訓令を次のように定める。

　　令和３年10月28日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

　　　川崎市消防署の組織に関する規程等の一部

　　　を改正する訓令

　　　（川崎市消防署の組織に関する規程の一部

　　　改正）

第 １条　川崎市消防署の組織に関する規程（昭和53年消

防局訓令第９号）の一部を次のように改正する。

　 　別表川崎市麻生消防署の部柿生出張所の項中「岡

上」の次に「、岡上１丁目、岡上２丁目、岡上３丁目、

岡上４丁目、岡上５丁目、岡上６丁目」を加える。

　（川崎市救急業務実施規程の一部改正）

第 ２条　川崎市救急業務実施規程（平成23年消防局訓令

第９号）の一部を次のように改正する。

　 　別表第２柿生救急隊の部１の項中「岡上」の次に「、

岡上１丁目、岡上２丁目、岡上３丁目、岡上４丁目、

岡上５丁目、岡上６丁目」を加える。

　（消防団の火災出場区分基準の一部改正）

第 ３条　消防団の火災出場区分基準（昭和55年消防局訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

　 　別表麻生消防団の部東柿生分団の款２の項中「岡

上」の次に「、岡上１丁目、岡上２丁目、岡上３丁目、

岡上４丁目、岡上５丁目、岡上６丁目」を加える。

　　　附　則

　この訓令は、令和３年11月22日から施行する。
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教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第21号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和３年10月19日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　　令和３年10月26日（火）14時00分から

２ 　場　所　　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　　議案第28号　 令和４年度川崎市立高等学校入学

定員について

　　　　議案第29号　 川崎市有馬・野川生涯学習支援施

設における指定管理者の指定につ

いて

　　　　議案第30号　慰謝料等請求控訴事件について

　　　　議案第31号　 川崎市立青少年科学館条例及び川

崎市立日本民家園条例の一部を改

正する条例の制定について

４ 　その他報告等

教 育 委 員 会 公 告

川崎市教育委員会公告第３号

　令和４年度　川崎市立高等学校入学定員を次のとおり

制定します。

　　令和３年10月26日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

令和４年度　川崎市立高等学校入学定員

１ 　全日制課程

学校名 学科名 入学定員（人数）
併設型中学校

からの入学定員
転編入枠（人数）募集定員（人数） 募集学級数

川　崎

普通科 120 120

生活科学科 40 １ 39 １

福祉科 40 １ 39 １

幸
普通科 120 ２ 118 ３

ビジネス教養科 120 ２ 118 ３

川崎総合科学

情報工学科 40 １ 39 １

総合電気科 40 １ 39 １

電子機械科 40 １ 39 １

建設工学科 40 １ 39 １

デザイン科 40 １ 39 １

科学科 40 １ 39 １

橘

普通科 200 ２ 198 ５

スポーツ科 40 １ 39 １

国際科 40 １ 39 １

高　津 普通科 280 ２ 278 ７

合　計 1,240 120 18 1,102 28

※ 川崎高等学校普通科においては、併設中学校からの入学者（120人）を入学定員にあてる。また、転編入枠も設け

ない。なお、併設型中学校からの入学者に対して選抜は行わない。

※ 転編入枠は、普通科及び２学級以上の専門学科（ビジネス教養科）は１学科につき２人とし、他の専門学科は１学

級につき１人とする。
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２ 　定時制課程

学校名 学科名 入学定員（人数） 募集定員（人数） 募集学級数

川　崎 普通科　昼間部 140 140 ４

川崎総合科学 クリエイト工学科 35 35 １

商業科 35 35 １

橘 普通科 70 70 ２

高　津 普通科 70 70 ２

合　計 350 350 10

監 査 公 表

 ３川監公第13号　　

 令和３年10月22日　　

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和３年８月25日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に

対する通知文を別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　
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政
務

活
動

）
と

、
そ

れ
以

外
の

「
政
党

活
動

」
、「

選
挙

活
動

」
、「

後
援

会
活

動
」
な
ど

が
渾

然
一

体
と

な
っ

て
行

わ
れ

、
調

査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

部
分

が
明

ら
か

で
無

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務

活
動

費
に

よ

っ
て

支
出

す
る

こ
と

は
不

適
当

で
あ

り
、

他
の

活
動

の
実

績
に

応
じ

て
按

分
し

支
出

す
る

按

分
の
考

え
方

を
導

入
す

べ
き

も
の

と
考

え
る

。
 

(
ｴ
)
 

執
行

に
あ

た
っ

て
の

原
則

 

政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て

は
、
指

針
に

よ
る

ほ
か

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
の

自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

た
め

、
政

務
活

動
費

が
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る

た
め

必
要

な
経

費
を

賄
う

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

の
責

任

に
お
い

て
適

正
な

執
行

に
努

め
る

こ
と

と
す

る
。

 

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

使
途

内
容

に
つ

い
て

の
透

明
性

確
保

が
求

め
ら

れ
て

い
る

た
め

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
に

お
い

て
市

民
へ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
と

と

も
に
、
支

出
伝

票
及

び
政

務
活

動
記

録
票

に
お

け
る

説
明

の
充

実
等

に
努

め
る

こ
と

と
す

る
。
 

イ
 

政
務
活
動

費
の

交
付

対
象

と
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

 

政
務
活
動

費
の

交
付

対
象

は
、
条

例
第

３
条

で
は

、
会

派
及

び
当

該
会

派
の

議
員

で
、
議

員
１

人
当
た
り
に

お
い

て
①

会
派

に
対

し
て

月
額

４
５

０
，
０

０
０

円
又

は
②

会
派
・
議

員
に

対
し

て
、

会
派
に
月
額

５
０

，
０

０
０

円
、
議

員
に

月
額

４
０

０
，
０

０
０

円
の

い
ず

れ
か

の
選

択
制

と
し

て
、
所
属
議

員
数

を
乗

じ
て

得
た

額
を

会
派

に
交

付
す

る
と

し
て

い
る

。
 

政
務
活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
経

費
の

範
囲

は
、
条

例
第

１
０

条
別

表
に

、
次

の
と

お

り
規
定
さ
れ

て
い

る
。

 

経
費

の
区

分
 

支
出

で
き

る
経

費
 

内
容

 
種

類
 

１
 

調
査

研
究

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の
事

務
、

地
方

行
財

政
等

に
関

し

て
調

査
研

究
を

す
る

の
に

要
す

る

経
費

 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗

品
費

、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
バ

ス

等
借

上
料

、
出

席
負

担
金

等
 

２
 

研
修

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
研

修
会

を
開

催
し

、
又

は
他

の
団

体

等
が

開
催

す
る

研
修

会
に

参
加

す

る
の

に
要

す
る

経
費

 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗

品
費

、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
出

席

負
担

金
等

 

３
 

広
報

・
広

聴
費

 
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ

の
活

動
若

し
く

は
市

政
に

つ
い

て

市
民

に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要

望
、

意
見

等
の

聴
取

若
し

く
は

市

会
場

借
上

料
、
印

刷
製

本
費

、
ホ

ー

ム
ペ

ー
ジ

等
製

作
費

、
食

糧
費

、
送

料
、

旅
費

等
 

2 

４
 
監
査
対
象
事
項
 

本
件

政
務

活
動

費
の

支
出

に
関

し
て

、
市

長
に

違
法

又
は

不
当

に
財

産
の

管
理

を
怠

る
事

実
が

あ

る
か
を
監
査
対
象
と
し
た
。
 

第
４
 
監
査
の
結
果
 

 
１
 
前
提
事
実
の
確
認
等
 

関
係
各
資
料
の
調
査
の
結
果
、
本
件
に
関
す
る
前
提

事
実
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
(
1
)
 
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
 

ア
 
概
要
 

政
務
活
動
費
は
、
法
第
１
０
０
条
第
１
４
項
か
ら

第
１
６
項
ま
で
の
規
定
を
根
拠
と
す
る
も
の

で
、
川
崎
市
議
会
の
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
１
３
年
川
崎
市
条
例
第
１
１

号
。
以

下
「

条
例

」
と
い

う
。
）

及
び

川
崎

市
議
会

の
政
務

活
動

費
の

交
付
等

に
関
す

る
条

例
施

行
規
則
（
平
成
１
３
年
川
崎
市
規
則
第
１
６
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
会
派
及

び
議
員
に
対
し
、
川
崎
市
議
会
議
員
の
調
査
研
究
そ

の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の

一
部
と
し
て
交
付
さ
れ
る
。
市
政
に
関
す
る
会
派
及

び
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
を
充
実

し
、
議
会
の
審
議
能
力
の
向
上
、
議
会
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
川
崎
市
議
会
が
作
成
し
た
「
政
務
活
動
費
の
運
用
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
」
に
よ

る
と
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
市
民
に
説
明
責
任
を
負

う
こ
と
を
認
識
し
て
、
適
正
に
使
用
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
政
務
活
動
費
の
運
用
の
基
本
的
指
針
と
し
て
、
次
の
４
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

(
ｱ
)
 
政
務
活
動
に
つ
い
て
 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
条
例
の
制
定

及
び
改
廃
、
予
算
の
決
定
、
重
要
な
契
約
の

締
結
並
び
に
財
産
の
取
得
及
び
処
分
等
に
つ
い
て
議
決
権
を
有
す
る
。
 

さ
ら
に
は
、
近
時
の
社
会
情
勢
の
複
雑
化
に
伴

い
、
多
様
化
・
高
度
化
す
る
地
域
住
民
の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政

施
策

等
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

こ
う

し
た

中
、

議
会

の
構

成
員

で
あ

る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関

す
る

諸

制
度
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
抱
え
る
政
治
的
、
行
政
的
諸
課
題
、
さ
ら
に
は
諸
外
国
の
動
向

等
に

対
す

る
広

範
な

知
識

が
必

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の

活

動
が

不
可

欠
と

な
っ

て
お

り
、

議
員

活
動

の
活

性
化

を
図

る
た

め
、

要
す

る
経

費
の

一
部

を

政
務
活
動
費
と
し
て
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

(
ｲ
)
 
実
費
弁
償
の
原
則
 

政
務
活
動
費
は
、
市
政
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
の
た
め
に
、
実
際
に
要
し
た
費
用
に
充
当

す
る
実
費
弁
償
を
原
則
と
す
る
。
 

(
ｳ
)
 
按
分
に
よ
る
支
出
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交
付

対
象

議
員

は
、

交
付

を
受

け
た

政
務

活
動

費
の

経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
政

務
活

動
費

を
活

用
す

る
際

に
は

、
支

出
伝

票
の

作
成

、
領

収
書

等
の

整
理
（

支
出

伝

票
に
貼

付
等

）
、
会

計
帳

簿
の

記
帳

等
を

行
う

。
ま

た
、
四

半
期

ご
と

に
支

出
伝

票
、
領

収
書

等
、
会

計
帳

簿
等

の
整

理
・

調
製

を
行

う
。

 

(
ｵ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
提

出
（

条
例

第
１

１
条

、
指

針
）

 

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
交

付
翌

年
度

の
４

月
３

０
日

ま
で

に
、
交

付
に

係

る
収
入

及
び

支
出

に
つ

い
て

議
長

に
報

告
す

る
。
こ

の
場

合
、
収

支
報

告
書

の
ほ

か
、
支

出
伝

票
一
覧

表
（

写
し

）
、
支

出
伝

票
（

写
し

）
、
領

収
書

等
（

写
し

）
、
政

務
活

動
記

録
票
（

写
し

）

等
を

提
出

す
る

。
議

長
は

こ
れ

ら
の

提
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

写
し

を
市

長

に
提
出

す
る

。
 

(
ｶ
)
 

剰
余

金
の

返
還

（
条

例
第

１
２

条
、

規
則

第
１

１
条

）
 

交
付

さ
れ

た
政

務
活

動
費

に
剰

余
金

が
生

じ
た

場
合

、
会

派
の

代
表

者
及

び
交

付
対

象
議

員
は
、

市
長

の
発

行
す

る
納

付
書

に
よ

り
、

速
や

か
に

返
還

を
行

う
。

 

(
ｷ
)
 

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

準
備

等
（

指
針

）
 

議
会

局
は

、
会

派
の

代
表

者
又

は
交

付
対

象
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
に
供

す
る

に
当

た
り

、
記

載
・
押

印
漏

れ
、
添

付
書

類
の

不
備

、
費

用
弁

償
と

の
重

複
、
按

分
率

等
の

説
明

漏
れ

及
び

合
計

額
等

の
確

認
な

ど
の

形
式

的
要

件
の

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、

個
人
情

報
の

マ
ス

キ
ン

グ
を

行
う

。
 

(
ｸ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
（

条
例

第
１

５
条

、
規

則
第

１
４

条
）

 

議
長

は
、

交
付

翌
年

度
の

６
月

３
０

日
か

ら
収

支
報

告
書

等
を

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
。

 

(
ｹ
)
 

関
係

帳
簿

の
保

管
（

規
則

第
９

条
、

指
針

）
 

会
派

の
経

理
責

任
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
収

支
報

告
書

、
支

出
伝

票
一

覧
表

、
支

出
伝

票
、
領
収

書
等

、
会

計
帳

簿
関

係
書

類
、
事

務
所

台
帳

等
を

収
支

報
告

書
提

出
日

の
属

す
る

年

度
の
翌

年
度

の
４

月
１

日
か

ら
起

算
し

て
５

年
間

保
管

す
る

。
 

(
2
)
 

各
議
員

に
よ

る
支

出
に

つ
い

て
 

請
求
人
が

対
象

と
し

て
い

る
令

和
２

年
度

の
政

務
活

動
費

の
支

出
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ア
 

各
務

雅
彦

議
員

（
以

下
「

各
務

議
員

」
と

い
う

。
）

 

広
報
・
広

聴
費

と
し

て
、
プ

ラ
ン

エ
ム
（

以
下
「

Ａ
社

」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
令

和
２

年
７

月
２
７
日

付
け

、
令

和
３

年
３

月
２

６
日

付
け

で
合

計
１

，
８

８
９

，
３

３
６

円
を

支
出

し
た

。
 

イ
 

吉
沢

直
美

議
員

（
以

下
「

吉
沢

議
員

」
と

い
う

。
）

 

広
報
・

広
聴

費
と

し
て

、
Ａ

社
に

対
し

、
令

和
２

年
１

２
月

１
１

日
付

け
、

同
月

１
６

日
付

け
、
令
和

３
年

３
月

２
３

日
付

け
で

合
計

１
，

９
８

７
，

９
７

８
円

を
支

出
し

た
。

 

ウ
 

秋
田

恵
議

員
（

以
下

「
秋

田
議

員
」

と
い

う
。
）

 

事
務
所

費
と

し
て

、
事

務
所

家
賃

及
び

光
熱

水
費

の
合

計
１

，
２

５
３

，
５

８
８

円
（

令
和

２
年
４
月

１
日

～
令

和
３

年
３

月
３

１
日

分
）

を
支

出
し

た
。

 

4 

民
相
談
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費

４
 
要
請
・
陳
情
活

動
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
国

等
に
対
す
る
要
請
又
は
陳
情
の
活

動
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費
 

印
刷
製
本
費
、
旅
費
等
 

５
 
会
議
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
各

種
会
議
を
開
催
し
、
又
は
他
の
団

体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等

各
種
会
議
に
参
加
す
る
の
に
要
す

る
経
費
 

会
場
借
上
料
、
委
託
料
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
、
消
耗
品
費
、
資
料
購

入
費
、
旅
費
、
出
席
負
担
金
等
 

６
 
資
料
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
必
要
と
す
る
資
料
を
購

入
し
、
若
し
く
は
利
用
し
、
又
は

作
成
す
る
の
に
要
す
る
経
費
 

印
刷
製
本
費
、
委
託
料
、
図

書
雑
誌

購
入
費
、
新
聞
購
読
料
、
デ

ー
タ
ベ

ー
ス
利
用
料
等
 

７
 
人
件
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
の
補
助
者
を
雇
用
す
る
の

に
要
す
る
経
費
 

報
酬
・
日
当
、
交
通
費
、
社

会
保
険

料
等
 

８
 
事
務
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る

の
に
要
す
る
経
費
 

消
耗
品
費
、
事
務
機
器
・
備
品
等
賃

借
料

、
事

務
機

器
・

備
品

等
購

入

費
、
電
話
料
、
送
料
等
 

９
 
事
務
所
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置

及
び
管
理
に
要
す
る
経
費
 

事
務
所
賃
借
料
、
維
持
管
理
費
等

ウ
 
交
付
等
の
事
務
手
続
の
流
れ
 

(
ｱ
)
 
交
付
申
請
手
続
（
条
例
第
５
条
第
１
項
）
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
年
度
当
初
に
議
長
を
経
由
し
て
市
長
に
申
請
す
る
。
 

(
ｲ
)
 
交
付
決
定
（
条
例
第
５
条
第
２
項
）
 

市
長
は
、
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き

は
、
議
長
を
経
由
し
て
会
派
の
代
表
者
又
は
交
付
対
象
議
員
に
通
知
す
る
。
 

(
ｳ
)
 
支
出
請
求
（
規
則
第
３
条
、
第
８
条
）
 

会
派
の
代
表
者
及
び
交
付
対
象
議
員
は
、
毎
月
政
務
活
動
費
の
請
求
を
行
う
。
政
務
活
動
費

は
毎
月
１
０
日
に
交
付
さ
れ
る
。
 

(
ｴ
)
 
政
務
活
動
費
の
活
用
、
整
理
・
調
製
（
条
例
第
９
条
、
指
針
）
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す
る
た
め
、
所
属
議
員
の
中
か
ら
経
理
責
任
者
１
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
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Ａ
社

は
、
Ｘ

氏
が

運
営

す
る

個
人

事
業

の
屋

号
で

あ
る

と
こ

ろ
、
Ａ

社
は

レ
ン

タ
ル

オ
フ

ィ
ス

事
業

者
が

提
供

す
る

バ
ー

チ
ャ

ル
オ

フ
ィ

ス
サ

ー
ビ

ス
を

購
入

し
、

当
該

サ
ー

ビ
ス

の
拠

点
の

一
つ

の
住

所
を

事
業

場
の

住
所

と
し

て
設

定
し

て
い

た
（

前
回

監
査

そ
の

１
に

お
け
る

各
務

議
員

資
料

１
及

び
吉

沢
議

員
資

料
１

）
。

 

な
お

、
上

記
の

バ
ー

チ
ャ

ル
オ

フ
ィ

ス
サ

ー
ビ

ス
で

は
、
事

業
者

が
事

業
場

の
住

所
と

し

て
利

用
で

き
る

オ
フ

ィ
ス

住
所

を
レ

ン
タ

ル
す

る
と

と
も

に
、

郵
便

物
の

転
送

、
電

話
代

行
、
貸

会
議

室
等

の
オ

フ
ィ

ス
に

必
要

な
機

能
を

提
供

し
て

お
り

、
上

記
住

所
に

法
人

の
登

記
も

で
き

る
と

さ
れ

て
い

る
（

前
回

監
査

そ
の

１
に

お
け

る
各

務
議

員
資

料
２

及
び

吉
沢

議
員

資
料

２
）
。

 

ｂ
 

Ａ
社

の
電

話
番

号
の

変
更

に
つ

い
て

示
す

と
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

電
話

番
号

資
料

に
よ

り
確

認
し

た
日

付

０
３

－
６

８
●

●
－

●
●

●
●

令
和

２
年

６
月

３
０

日

０
８

０
－

●
●

●
●

－
●

●
●

●
令

和
２

年
８

月
１

６
日

０
１

２
０

－
●

●
●

－
●

●
●

●
令

和
２

年
８

月
２

０
日

０
５

０
－

●
●

●
●

－
●

●
●

●
令

和
２

年
１

２
月

１
６

日

０
３

－
４

４
●

●
－

●
●

●
●

令
和

３
年

４
月

２
０

日

両
議

員
に

よ
る

と
、
Ｘ

氏
が

Ａ
社

の
電

話
番

号
を

、
業

務
遂

行
上

便
利

に
な

る
よ

う
に

変

更
し

た
こ

と
は

あ
る

が
、

電
話

番
号

の
変

更
や

複
数

の
電

話
番

号
の

使
い

分
け

自
体

を
も

っ
て

、
必

ず
し

も
Ａ

社
が
「

真
っ

当
な

事
業

者
」
で

な
い

こ
と

を
示

す
こ

と
に

は
な

ら
ず

、

複
数

の
電

話
番

号
を

使
い

分
け

て
い

る
と

い
う

事
情

が
あ

る
と

し
て

も
、

Ａ
社

と
の

や
り

取
り

は
メ

ー
ル

等
に

よ
っ

て
可

能
で

あ
り

、
Ａ

社
の

電
話

番
号

が
市

政
報

告
の

作
成

等
に

つ
い

て
重

要
に

な
る

こ
と

も
な

い
と

し
て

い
る

。
 

一
般

に
、
事

業
者

が
取

り
扱

う
商

品
や

サ
ー

ビ
ス

の
単

価
は

、
事

業
者

が
、
仕

入
れ

コ
ス

ト
、
諸

経
費

、
需

給
動

向
、
納

期
等

様
々

な
要

因
を

考
慮

し
て

、
個

々
の

営
業

努
力

も
踏

ま

え
て

決
定

す
る

も
の

で
、「

印
刷

部
数

が
増

え
れ

ば
１

枚
単

価
が

安
く

な
る

」
な

ど
と

決
め

ら
れ

る
も

の
で

は
な

く
、

数
量

が
多

く
な

る
の

に
単

価
が

安
く

設
定

さ
れ

て
い

な
い

と
お

か
し

い
な

ど
と

は
い

え
な

い
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、
市

政
報

告
の

仕
上

が
り

が
、
各

単
価

に

見
合

わ
な

い
と

は
考

え
て

お
ら

ず
、
不

合
理

な
水

準
で

は
な

く
、
コ

ス
ト

水
準

と
し

て
適

正

な
範

囲
に

収
ま

っ
て

い
る

と
判

断
し

た
と

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
吉

沢
議

員
に

お
い

て
、
一

部
請

求
書

の
項

目
に
「

文
書

作
成
・
校

正
料
」
が

含
ま

れ
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
は

、
発

注
内

容
に

差
異

が
あ

り
、

原
稿

を
自

ら
作

成
し

て
お

り
、

文
書

作
成

や
校

正
の

作
業

が
発

生
し

て
い

な
い

た
め

と
し

て
い

る
。

 

ｃ
 

両
議

員
に

よ
る

と
、

Ｙ
氏

が
自

費
で

発
注

し
た

場
合

の
方

が
両

議
員

が
発

注
し

た
場

合

よ
り

も
割

安
で

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

Ｙ
氏

の
発

注
内

容
が

両
議

員
の

も
の

に
比

べ
て

そ
の

範
囲

が
限

定
的

で
あ

り
、
印

刷
枚

数
は

両
議

員
の

半
分

以
下

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
発

注

6 

２
 
監
査
委
員
の
判
断
 

(
1
)
 
政
務
活
動
費
の
性
格
に
つ
い
て
 

法
第
１
０
０
条
第
１
４

項
で
は
、
「
普
通
地
方
公

共
団
体
は
、
条
例
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
議
会
の
議
員
の
調

査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に

資
す
る
た
め
必
要
な
経
費

の
一
部
と
し
て
、
そ

の
議
会
に
お
け
る
会
派

又
は
議
員
に
対
し
、
政
務

活
動
費
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
し
、

条
例
第
２
条
で
は
、
「

会
派
（
所
属
議
員
が
１
人

で
あ

る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
議
員

は
、
政
務
活
動
費
の
交

付
が
、
市
政
に
関
す
る
会

派
及
び
議
員
の
調
査
研
究

そ
の
他
の
活
動
を
充

実
し
、
議
会
の
活
性
化

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

、
政
務
活
動
費
を
適

正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
 

政
務
調
査
費
に
関
し
て
は
、「

議
員
の
調
査
研
究
活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
、
個
々
の
経
費
の
支
出

が
こ
れ
に
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
員
の
合
理
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
」（

最
高

裁
第
三
小
法
廷
平
成
２

２
年
３
月
２
３
日
判
決
）

と
さ
れ
、
そ
の
執
行
に
つ

い
て
「
監
査
委
員
を

含
め
区
の
執
行
機
関
が

、
実
際
に
行
わ
れ
た
政
務

調
査
活
動
の
具
体
的
な
目

的
や
内
容
等
に
立
ち

入
っ
て
そ
の
使
途
制
限
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
」（

最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
成
２
１
年
１
２
月
１
７
日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
判
例
の
趣
旨

を
踏
ま
え
る
と
、
政
務
調

査
費
の
後
身
で
あ
る
政
務

活
動
費
は
、
関
係

法
令
を
遵
守
す
る
と
と

も
に
、
政
務
活
動
費
を
ど

の
よ
う
に
使
用
す
る
か
は

、
会
派
及
び
議
員
の

自
主
性
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
政
務
活
動
費
が
市
の
公
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

使
途
内
容
に
つ
い
て
透
明
性
の
確
保
と
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。
 

(
2
)
 
本

件
各
支
出
の
違
法
性
に
つ
い
て
 

ア
 
各
務
議
員
及
び
吉
沢
議
員
（
以
下
「
両
議
員
」

と
い
う
。
）
の
広
報
・
広
聴
費
に
つ
い
て
 

請
求
人

は
、

支
出

先
で

あ
る
Ａ
社

に
つ

い
て

、
領

収
書
等
に

記
載

し
た

電
話

番
号
を
短

期
間

に
繰
り

返
し

変
更

す
る

な
ど
、
業

者
選

定
に

疑
義

が
あ
る
こ

と
、

Ａ
社

に
は

定
め
ら
れ

た
料
金

設
定
が
な
い
こ
と
、
Ａ
社
の
代
表
者
（
以
下
「
Ｘ

氏
」
と
い
う
。
）
が
過
去
に
５
度
も
刑
事
告
発

さ
れ
た

こ
と

か
ら

、
政

務
活
動
費

の
支

出
先

と
し

て
真
っ
当

な
事

業
で

は
な

い
旨
、
ま

た
、
両

議
員
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス

感
染

症
に

伴
う

主
な
支
援

策
を

ま
と

め
た

資
料
を
発

行
し
て

い
る
が
、
同
様
の
資
料
を
議
員
で
は
な
い
第
三
者
（
以
下
「
Ｙ
氏
」
と
い
う
。
）
が
自
費
で
発
行

し
た
場
合
に
は
大
幅
に
安
価
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
請
求
額
が
過
大
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
 

以
下
、
本
件
支
出
が
違
法
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

(
ｱ
)
 
調
査
結
果
 

関
係
人
の
提
出
資
料
及
び
調
査
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
事
実
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
な
お
、
関
係
人
が
提
出
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
６
月
３
０
日
付
け
で
受
理
し
、

同
年

８
月

２
６

日
付

け
３

川
監

第
４

６
５

号
に

よ
り

公
表

し
た

監
査

結
果

（
以

下
「

前
回

監

査
そ
の
１
」
と
い
う
。
）
の
準
用
を
含
む
も
の
と

す
る
。
）
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こ
れ

ら
に

よ
る

と
、
各

チ
ラ

シ
の

発
注

日
と

配
布

日
は

次
の

と
お

り
と

推
認

さ
れ

、
両

議
員

よ
り

後
に

作
成

さ
れ

た
Ｙ

氏
の

チ
ラ

シ
が

安
価

で
あ

っ
た

と
し

て
も

、
不

合
理

と
は

い
え

な

い
。
 発

注
者

発
注

日
配

布
日

各
務

議
員

令
和

２
年

４
月

２
２

日
以

前
令

和
２

年
５

月
中

旬

吉
沢

議
員

令
和

２
年

４
月

２
２

日
以

降
令

和
２

年
５

月
２

０
日

頃

Ｙ
氏

令
和

２
年

５
月

１
６

日
以

降
不

明

そ
の

他
、

両
議

員
に

対
す

る
価

格
設

定
が

不
当

に
高

額
で

あ
る

と
認

め
る

に
足

り
る

証
拠

は
な
い

。
 

ま
た

、
請

求
人

は
、
Ｘ

氏
の

刑
事

告
発

歴
を

問
題

と
す

る
よ

う
で

あ
る

が
、
請

求
人

資
料

７

（
警

察
署

発
行

の
刑

事
告

発
が

受
理

さ
れ

た
証

明
）

の
告

発
対

象
は

Ｘ
氏

で
は

な
い

こ
と

に

加
え
、
た

と
え

、
刑

事
告

発
歴

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
こ

れ
に

よ
っ

て
直

ち
に

当
該

事
業

者
が

政
務
活

動
費

の
支

出
先

と
し

て
不

当
で

あ
る

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

そ
の

他
、
本

件
支

出
が

違
法

で
あ

る
と

認
め

る
に

足
り

る
証

拠
は

な
く

、
請

求
人

の
上

記
主

張
は
理

由
が

な
い

。
 

イ
 

秋
田
議

員
の

事
務

所
費

に
つ

い
て

 

請
求

人
は

、
秋

田
議

員
の

事
務

所
は

、
政

務
活

動
費

に
関

す
る

監
査

結
果

（
令

和
３

年
８

月

１
９
日

付
け

３
川

監
第

４
４

７
号

）
に

よ
る

と
、

２
部

屋
を

対
象

に
支

出
さ

れ
て

い
る

が
、

収

支
報
告

書
に

は
、

う
ち

１
部

屋
に

関
す

る
記

載
が

あ
る

の
み

で
あ

り
、

も
う

１
部

屋
の

存
在

を

故
意
に

隠
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

、
ま

た
、

事
務

所
に

は
秋

田
議

員
の

看
板

な
ど

が
設

置
さ

れ

て
お
ら

ず
、

政
務

活
動

事
務

所
と

し
て

認
識

で
き

な
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
当

該
支

出
の

返
還

を

求
め
る

旨
主

張
し

て
い

る
。

 

以
下

、
本

件
支

出
が

違
法

と
い

え
る

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

(
ｱ
)
 

調
査

結
果

 

関
係

人
の

提
出

資
料

及
び

調
査

に
よ

っ
て

認
め

ら
れ

た
事

実
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

（
な
お

、
関

係
人

が
提

出
し

た
資

料
に

つ
い

て
は

、
令

和
３

年
６

月
２

１
日

付
け

で
受

理
し

、

同
年

８
月

１
９

日
付

け
３

川
監

第
４

４
７

号
に

よ
り

公
表

し
た

監
査

結
果

（
以

下
「

前
回

監

査
そ
の

２
」

と
い

う
。
）

の
準

用
を

含
む

も
の

と
す

る
。
）

 

ａ
 

秋
田

議
員

の
事

務
所

は
、
幸

区
中

幸
町

の
３

階
建

て
の

建
物

内
に

あ
り

、
賃

料
月

額
１

９

万
９

０
０

０
円

で
同

建
物

の
１

階
１

０
１

号
室

、
２

階
２

０
１

号
室

の
２

部
屋
（

計
４

３
．

６
９

㎡
）
を

令
和

元
年

１
２

月
１

５
日

か
ら

、
川

崎
市

議
会

議
員

事
務

所
及

び
市

民
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
と

し
て

借
り

受
け

て
い

る
（

秋
田

議
員

資
料

別
紙

ａ
）
。

 

一
般

道
路

か
ら

上
記

事
務

所
を

見
た

際
に

は
、
秋

田
議

員
の

事
務

所
で

あ
る

こ
と

を
示

す

表
示

は
な

く
、
ポ

ス
ト

、
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

に
も

何
ら

の
表

示
も

な
か

っ
た
（

前
回

監
査

そ

の
２

）
。
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内
容
の
違
い
か
ら
し
て
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ａ
社
に
よ
る
と
、

各
チ
ラ
シ
の
デ
ー
タ
作
成
の
順
番
は
、
各
務
議

員
、
吉
沢
議
員
、
Ｙ
氏
の
順
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
な
お
、
請
求
人
か

ら
は
、
Ｙ
氏
が
Ａ
社
か
ら
徴
し
た
見
積
書
の
み
が
提
出
さ
れ
て
お

り
、
請
求
書
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
 

請
求

人
資

料
６

－
１

な
い

し
３

に
よ

る
と

、
両

議
員

及
び

Ｙ
氏

が
作

成
し

た
新

型
コ

ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
伴

う
主

な
支

援
策

を
ま

と
め

た
チ

ラ
シ

内
の

日
付

は
、

次
の

と
お

り
で
あ
る
。
 

発
注
者

チ
ラ
シ
内
の
支
援
策
の
時
点

請
求
人
主
張
日
付

各
務
議
員

令
和
２
年
４
月
１
７
日
時
点

（
請
求
人
資
料
６
－
３
）

令
和
２
年
６
月
３
０
日

請
求
書
（
請
求
人
資
料
１
－
Ａ
）

吉
沢
議
員

令
和
２
年
５
月
１
５
日

（
請
求
人
資
料
６
－
２
）

令
和
２
年
６
月
９
日

請
求
書
（
請
求
人
資
料
２
－
Ａ
）

Ｙ
氏

不
明

（
請
求
人
資
料
６
－
１
）

令
和
２
年
５
月
１
６
日

見
積
書
（
請
求
人
資
料
５
）

ま
た
、
両
議
員
は
、
市
政

報
告
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
Ａ
社
か
ら
業
務

着
手
の
連

絡
は
あ
っ
た
も
の
の
、
業
務
の
完
了
を
示
す
書

面
等
は
徴
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

(
ｲ
)
 
判
断
 

指
針
に
よ
る
と
、「

広
報
・
広
聴
費
は
、
会
派
又
は

交
付
対
象
議
員
が
そ
の
活
動
若
し
く
は

市
政

に
つ

い
て

市
民

に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要
望

、
意

見
等

の
聴

取
若

し
く

は
市

民
相

談

を
行
う
の
に
要
す
る
経
費
」
と
し
て
い
る
。
 

そ
こ

で
検

討
す

る
に

、
Ａ

社
は

、
前

記
バ

ー
チ

ャ
ル

オ
フ

ィ
ス

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
お

り
、

こ
の

よ
う

な
バ

ー
チ

ャ
ル

オ
フ

ィ
ス

を
利

用
す

る
こ

と
に

違
法

性
等

の
問

題
が

あ
る

わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
、
複
数
の
電
話
番
号
の
使
用

を
も
っ
て
、
Ａ
社
が
発
注
先
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 

ま
た
、
請
求
人
は
、
両
議
員
及
び
Ｙ
氏
が
作
成

し
た
チ
ラ
シ
（
請
求
人
資
料
６
―
１
な
い
し

３
）
に
つ
い
て
、
Ｙ
氏
、
吉
沢
議
員
、
各
務
議
員

の
順
に
作
成
さ
れ
、
両
議
員
へ
の
価
格
設
定

が
不

当
に

高
い

旨
主

張
す

る
が

、
上

記
各

チ
ラ

シ
内

に
記

載
さ

れ
た

支
援

策
の

時
点

は
、

前

記
（
ア
）
記
載
の
と
お
り
、
各
務
議
員
、
吉
沢
議

員
の
順
で
あ
る
こ
と
、
吉
沢
議
員
と
Ｙ
氏
の

チ
ラ
シ
内
容
が
同
一
で
あ
り
、
請
求
人
資
料
５
（

Ｙ
氏
が
Ａ
社
か
ら
徴
取
し
た
見
積
書
）
の
摘

要
欄
に
「
コ
ロ
ナ
特
大
号
は
既
存
デ
ー
タ
の
部
分
的
改
編
の
為
、
特
価
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ

と
か

ら
、

Ｙ
氏

の
チ

ラ
シ

は
吉

沢
議

員
の

チ
ラ

シ
の

デ
ー

タ
を

部
分

的
に

改
編

し
た

こ
と

が

う
か
が
え
る
こ
と
等
に
鑑
み
る
と
、
上
記
チ
ラ
シ
は
、
各
務
議
員
、
吉
沢
議
員
、
Ｙ
氏
の
順
で

作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
各
務
議
員
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し

た
記
事
の
日
付
と
も
整
合
し
て
い
る
（
各
務

議
員
資
料
４
、
５
）
。
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ら
は

全
て

１
／

２
按

分
さ

れ
て

い
る

。
）
。

 

項
目

金
額

支
出

対
象

事
務

所
賃

借
料

１
，

１
９

６
，

６
４

０
円

１
０

１
号

室
・

２
０

１
号

室

電
気

料
金

２
６

，
８

４
９

円
１

０
１

号
室

・
２

０
１

号
室

ガ
ス

料
金

２
２

，
２

４
５

円
１

０
１

号
室

・
２

０
１

号
室

水
道

料
金

７
，

８
５

４
円

１
０

１
号

室

合
計

１
，

２
５

３
，

５
８

８
円

(
ｲ
)
 

判
断
 

指
針

に
よ

る
と

、「
事

務
所

費
は

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ
の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費

で
あ

り
、

賃
借

料
を

支
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
は

事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
る

も
の

に
限

り
、
事

務
所

と
し

て
の

実
体

は
、
使

用
実

績
・

看
板
・
表

札
等

の
外

形
、
常

勤
事

務
員

の
有

無
、
備

品
の

内
容

、
賃

借
目

的
等

諸
般

の
事

情
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断

す
る

」
と

し
て

い
る

。
 

ａ
 

そ
こ

で
検

討
す

る
に

、
秋

田
議

員
の

事
務

所
が

入
っ

た
建

物
外

側
に

は
、
看

板
、
ポ

ス
ト

の
表

札
な

ど
が

な
く

、
外

観
上

事
務

所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
い

る
と

は
認

め
難

い
も

の
の
、
同

建
物

の
別

入
口

か
ら

入
っ

た
１

０
１

号
室

の
入

口
外

側
に

は
、
秋

田
議

員
の

ポ
ス

タ
ー
が

貼
ら

れ
、
部

屋
内

に
は

、
机

、
い

す
、
コ

ピ
ー

機
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
の

備
品

が
設

置

さ
れ
て

お
り

、
常

勤
事

務
員

は
い

な
い

が
、
事

務
所

と
し

て
一

定
の

形
態

を
整

え
て

い
る

こ

と
が
認

め
ら

れ
る

。
 

こ
れ

に
対

し
、
２

０
１

号
室

の
状

況
に

つ
い

て
、
秋

田
議

員
に

よ
る

と
、
前

回
２

０
１
号

室
写

真
は

、
前

回
１

０
１

号
室

写
真

及
び

今
回

１
０

１
号

室
写

真
と

同
時

期
で

あ
る

令
和

２
年

１
月

頃
に

撮
影

し
た

も
の

で
、
こ

の
後

、
書

類
や

備
品

等
が

増
加

し
て

室
内

の
状

況
が

変
わ

り
、

同
年

２
月

か
３

月
頃

、
今

回
２

０
１

号
室

写
真

を
撮

り
直

し
た

旨
主

張
す

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
前

回
１

０
１

号
室

写
真

及
び

今
回

１
０

１
号

室
写

真
に

は
、
室

内
壁

に

同
一

の
ポ

ス
タ

ー
４

枚
が

貼
ら

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、
そ

の
う

ち
２

枚
に

つ
い

て
、
１

枚
目

の

ポ
ス

タ
ー
（

藤
子
・
Ｆ
・
不

二
雄

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

１
０

周
年

記
念

）
は

令
和

３
年

７
月

に
市

が
公

表
し

た
も

の
で

、
２

枚
目

の
ポ

ス
タ

ー
（

元
川

崎
フ

ロ
ン

タ
ー

レ
選

手
）
は

令
和

３
年

１
月

に
市

が
公

表
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
い

ず
れ

の
写

真
も

令
和

３
年

７
月

以
降

に
撮

影
さ

れ
た

も
の

と
認

め
ら

れ
る

。
 

そ
う

す
る

と
、
今

回
２

０
１

号
室

写
真

及
び

前
回

２
０

１
号

室
写

真
に

つ
い

て
も

、
同

時

期
で

あ
る

令
和

３
年

７
月

以
降

に
撮

影
さ

れ
た

も
の

で
、
今

回
２

０
１

号
室

写
真

は
、
前

回

監
査

そ
の

２
の

結
果

の
公

表
後

に
、

前
回

２
０

１
号

室
写

真
に

収
め

ら
れ

た
室

内
の

状
況

を
変

更
し

て
撮

影
さ

れ
た

も
の

と
推

認
さ

れ
、

こ
れ

を
覆

す
に

足
り

る
証

拠
は

な
い

。
 

ｂ
 

次
に

、
事

務
所

の
光

熱
水

費
に

つ
い

て
検

討
す

る
に

、
秋

田
議

員
は

、
１

０
１

号
室

の
水

10
 

本
件
措
置
請
求
に
お
い
て
、
秋
田
議
員
が
提

出
し
た
１
０
１
号
室
内
の
写
真
（
以
下
「
今

回
１
０
１
号
室
写
真
」
と
い
う
。
）
に
は
、「

ポ
ス
タ
ー
、
机
、
い
す
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
」
が

設
置
さ
れ
て
お
り

（
秋
田

議
員
資
料
別
紙
ｂ

）
、
２

０
１
号
室
内
の
写

真
（
以

下
「
今
回
２

０
１
号
室
写
真
」
と
い
う
。
）
に
は
、「

ポ
ス
タ

ー
、
ソ
フ
ァ
ー
、
ロ
ー
テ
ー
ブ
ル
、
パ
ソ
コ

ン
な
ど
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
秋
田
議
員
資
料
別
紙
ｃ
）
。
 

他
方
、
前
回
監
査
そ
の
２

で
提
出
さ
れ
た
１
０
１
号
室
内
の
写
真
（
以
下
「
前

回
１
０
１

号
室
写
真
」
と
い
う
。
前
回
監
査
そ
の
２
に
お
け
る
秋
田
議
員
追
加
資
料
４
）
は
、
今
回
１

０
１
号
室
写
真
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
２
０
１

号
室

内
の
写
真
（
以
下
「
前
回

２
０
１
号
室

写
真
」
と
い
う
。
前
回
監
査
そ
の
２
に
お
け
る

秋
田
議
員
追
加
資
料
４
）
は
、「

ソ
フ
ァ
ー

と
ロ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
み
」
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
今

回
２
０
１
号
室
写
真
と
は
、
室
内
の
状

況
が
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
秋
田
議
員
に
よ
る
と
、
１
０
１
号
室
を
優
先
し
て
事
務
所
内
を
整
え

た
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
の
撮
影

時
期
は
次
の
と
お
り
と
し
て
い
る
。
 

写
真

秋
田
議
員
主
張
の
撮
影
時
期

備
考

前
回
１
０
１
号
室
写
真

令
和
２
年
１
月
頃

同
じ
写
真

今
回
１
０
１
号
室
写
真

令
和
２
年
１
月
頃

前
回
２
０
１
号
室
写
真

令
和
２
年
１
月
頃

異
な
る
写
真

今
回
２
０
１
号
室
写
真

令
和
２
年
２

月
か
３
月
頃

ｂ
 
秋
田
議
員
に
よ
る
と
、
賃
貸
費
と
初
期
費
用
を
抑
え
る
た
め
、
１
０
１
号
室
は
元
美
容
室

で
あ

っ
た

物
件

を
居

抜
き

で
使

用
し

て
お

り
、

１
０

１
号

室
と

２
０

１
号

室
は

そ
れ

ぞ
れ

独
立
し
て
お
り
、
１
０
１
号
室
の
み
を
借
り
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
１
０
１
号
室
は
、

大
雨

が
降

る
と

室
内

に
水

が
入

っ
て

く
る

こ
と

が
あ

り
、

重
要

な
書

類
や

電
子

機
器

等
を

置
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
２
０
１
号
室
を

併
せ
て
借
り
て
い
る
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
２
０
１
号
室
で
は

、
個
人
情
報
な
ど
、
機
密

性
の
高
い
文
書
を
保
管
す
る
ほ
か
、

議
会

原
稿

を
は

じ
め

と
し

た
書

類
作

成
等

を
中

心
と

す
る

政
務

活
動

を
行

い
、

１
０

１
号

室
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
に
よ
り
、
非
接
触
手
段
で
の
対
応
が
必

要
と

な
る

中
、

来
客

対
応

や
議

案
政

策
研

究
等

を
中

心
と

す
る

政
務

活
動

を
行

っ
て

い
る

と
し
て
い
る
。
 

ｃ
 
事
務
所
の
光
熱
水
費
に
つ
い
て
、
秋
田
議
員
に
よ
る
と
、
事
務
所
の
住
所
は
、
１
０
１
号

室
を
代
表
住
所
と
し
て
お
り
、
電
気
料
金
、
ガ

ス
料
金
に
つ
い
て
は
２
０
１
号
室
分
も
合
算

し
て

代
表

住
所

の
１

０
１

号
室

宛
て

請
求

書
が

発
行

さ
れ

て
い

る
が

、
水

道
料

金
に

つ
い

て
は
、
市
の
シ
ス
テ
ム
の
都
合
に
よ
り
請
求
書
が
同
時
期
に
発
行
さ
れ
ず
、
２
０
１
号
室
の

み
支
払
時
期
が
大
幅
に
遅
れ
る
た
め
、
政
務
活
動
費
の
手
続
が
煩
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、
２

０
１
号
室
の
水
道
料
金
に
は
政
務
活
動
費
を
充

て
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

秋
田
議
員
が
事
務
所
費
と
し
て
支
出
し
た

内
訳
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
な

お
、
こ
れ
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13
 

 
４
 

意
見
 

 
 

 
監
査
結

果
は

以
上

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
今

回
の

監
査

を
通

じ
て

、
監

査
委

員
と

し
て

の
意

見
を

述
べ
る
。
 

 
 

 
政
務
活

動
費

は
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
を

充
実

し
、

議
会

の
審
議

能
力

の
向

上
、

議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

会
派

及

び
議
員

は
、

そ
の

使
途

に
つ

い
て

市
民

に
説

明
責

任
を

負
う

こ
と

を
認

識
し

て
、

適
正

に
使

用
す

る

こ
と
が
求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
今
回
の

監
査

に
お

い
て

、
議

会
局

に
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
を

確
認

し
た

が
、

政
務

活
動

費
に

関
す
る

監
査

結
果

（
令

和
３

年
８

月
２

６
日

付
け

３
川

監
第

４
６

５
号

）
の

意
見

の
と

お
り

、
印

刷

物
の
作
成
に

当
た

っ
て

は
、
見

積
書

の
徴

取
、
発

注
、
履

行
、
履

行
確

認
、
請

求
、
支

払
、
領

収
書

の

発
行
と

い
う

流
れ

が
一

般
的

な
商

慣
行

と
な

っ
て

お
り

、
こ

う
し

た
流

れ
に

沿
っ

て
進

め
る

こ
と

が

透
明
性
の
確

保
及

び
市

民
へ

の
説

明
責

任
に

つ
な

が
っ

て
い

く
も

の
と

考
え

る
。

 

 
 

 
会
派
及

び
議

員
に

お
い

て
は

、
引

き
続

き
、

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
を

意
識

し
、

使
途

内
容
に

つ
い

て
の

透
明

性
を

確
保

し
、

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
支

出

伝
票
及
び
政

務
活

動
記

録
票

等
に

お
け

る
説

明
の

充
実

等
を

望
む

も
の

で
あ

る
。

 

12
 

道
料
金
の
み
を
政
務
活
動
費
と
し
て
請
求
し
、
２
０
１
号
室
の
水
道
料
金
は
、
市
の
シ
ス
テ

ム
の

都
合

に
よ

り
請

求
書

が
同

時
期

に
発

行
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

政
務

活
動

費
と

し
て
請
求
し
な
か
っ
た
旨
主
張
す
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
上
下
水
道
局
に
よ
る
と
、
令
和
２
年
度
の
本
件
事
務
所
に
係
る
水
道
料

金
の
検
針
日
と
、「

使
用
水
量
の
お
知
ら
せ
兼
納
入
通
知
書
」
及
び
「
水
道
料
金
等
納
付
書

兼
領
収
書
」
の
発
行
日
は
１
０
１
号
室
と
２
０

１
号
室
に
お
い
て
同
日
で
あ
り
、
水
道
メ
ー

タ
ー

の
検

針
と

同
日

に
こ

れ
ら

の
納

付
書

等
を

利
用

者
の

ポ
ス

ト
に

投
函

し
て

い
る

と
し

て
お
り
、
こ
れ
に
反
す
る
秋
田
議
員
の
上
記
主
張
は
に
わ
か
に
信
用
で
き
な
い
。
 

ｃ
 
こ
れ
ら
の
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
令
和
２
年
当

時
の
２
０
１
号
室
の
状
況
は
、
前
回
２
０
１

号
室
写
真
の
と
お
り
で
あ
り
、「

ソ
フ
ァ
ー
と

ロ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
み
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
事
務
所
と
し
て
の
形
態
を
整

え
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
本
件
事
務
所
賃
借

料
の
う
ち
、
２
階
の
賃
借
料
を
政
務
活
動
費
と

し
て
支
出
す
る
こ
と
は
、
妥
当
性
を
欠
い
て

お
り
、
不
適
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

ま
た
、
電
気
料
金
、
ガ
ス

料
金
に
つ
い
て
は

、
１
０

１
号
室
及
び
２
０
１
号
室
の
使
用
に

係
る

料
金

を
合

算
し

て
支

出
し

て
い

る
が

、
こ

の
う

ち
２

０
１

号
室

に
お

い
て

使
用

し
た

電
気

、
ガ

ス
に

つ
い

て
も

政
務

活
動

費
と

し
て

支
出

す
る

こ
と

は
、

妥
当

性
を

欠
い

て
お

り
、
不
適
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

ｄ
 
以
上
の
と
お
り
、
市
長
は
、
秋
田
議
員
に
支
出
し
た
事
務
所
費
に
係
る
政
務
活
動
費
の
う

ち
、
事
務
所
賃
借
料
の
１
／
２
相
当
額
で
あ
る

５
９
万
８
３
２
０
円
、
２
０
１
号
室
の
使
用

に
係
る
電
気
料
金
及
び
ガ
ス
料
金
の
返
還
請
求
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
 

(
3
)
 
結

論
 

以
上
の
と
お
り
、
本
件

措
置
請
求
は
、
前
記
（
２

）
イ
の
一
部
に
つ
い
て
は

、
本
件
各
支
出
が

違
法
で
あ
る
と
の
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
あ
る
。
 

そ
の
余
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
の
主
張
に
理
由
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

 
３
 
勧
告
 

 
 
 

以
上
の

結
果

に
基

づ
き
、

本
件
措

置
請

求
に

お
け
る

請
求
人

の
主

張
に

は
一
部

理
由
が

あ
る

と
認

め
ら
れ
、
法
第
２
４
２
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

長
に
対
し
、
以
下
の
と
お
り
勧
告
す
る
。
 

 
 
(
1
)
 
措
置
す
べ
き
事
項
 

令
和
２
年
度
に
交
付
し

た
政
務
活
動
費
の
う
ち
、

前
記
２
（
２
）
イ
の
一
部

に
つ
い
て
、
市
長

は
、
関
係
法
令
等
に
基

づ
き
、
そ
の
妥
当
性
を
確

認
し
、
秋
田
議
員
に
対
し

て
期
限
を
定
め
て
返

還
を
求
め
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
 

 
 
(
2
)
 
措
置
期
限
 

上
記
の
措
置
を
講
じ
た

上
、
令
和
４
年
２
月
２
８

日
ま
で
に
そ
の
旨
を
監
査

委
員
宛
て
通
知
さ

れ
た
い
。
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交
付

等
に

関
す

る
条

例
」
に
基

づ
き
、
会

派
お

よ
び

議
員
に

対
し
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の
一

部
と
し

て
、

交
付

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

 
 

 
ま

た
、
政

務
活

動
費
の

元
手
は

住
民

の
税

金
で

あ
る

以
上
、
使

用
に

は
高

い
透
明

性
と
適

正
さ

が
求

め
ら

れ
る

。

（
２

）
各

務
議

員
と

吉
沢

議
員

の
委
託

事
業

者
は

、
議

員
に

よ
っ

て
領
収

書
の

連
絡

先
が

異
な
る

 
 

 
両

議
員

の
委

託
事

業
者

で
あ

る
プ

ラ
ン

エ
ム

は
、

様
々

な
議

員
の

印
刷

物
制

作
等

を
請

け
負

っ
て

い
る

が
、
議

員
に

よ
っ

て
領
収

書
記
載

の
電

話
番

号
は

５
つ

と
も
異

な
っ

て
お

り
、
真
っ

当
な
事

業
者

で
あ

れ
ば

電
話

番
号

を
使

い
分

け
た

り
、

幾
度

と
な

く
電

話
番

号
の

変
更

を
す

る
こ

と
は

考
え

ら
れ

な
い

。（
資
料

４
）

 
 

 
政

務
活

動
費

の
支

出
に

は
、
前
途

の
よ

う
に

透
明

性
と

適
正

さ
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、
政
務

活
動

費

の
運

用
指

針
で

も
「

広
報

物
の

委
託

先
は

選
定

理
由

お
よ

び
委

託
内

容
を

明
確

に
し

た
上

で
契

約
を

締
結

」
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い
る

た
め

、
委

託
事

業
者

の
選
定

に
疑

義
が

あ
る

。

 
 

 
ま

た
、

領
収

書
の

電
話

番
号

を
短

期
間

で
繰

り
返

し
変

更
す

る
真

っ
当

で
な

い
事

業
者

へ
の

支
出

は
適

正
性

に
反

す
る

た
め

、
そ

の
支
出

は
認

め
ら

れ
な

い
。

（
３

）
各

務
議

員
と

吉
沢

議
員

の
委
託

事
業

者
に

は
価

格
設

定
が

存
在
し

な
い

 
 

 
両

議
員

が
委

託
契

約
を

交
わ
し

た
事

業
者

に
は
、
定

め
ら
れ

た
料

金
設

定
が

存
在

せ
ず
、
領

収
書

に

よ
っ

て
項

目
や

単
価

や
金

額
が

バ
ラ
バ

ラ
で

あ
る

。

 
 

 
こ

れ
ら

を
裏

付
け

る
証

拠
と
し

て
、
令

和
２

年
度

の
委

託
事

業
者

の
領

収
書

が
吉

沢
議
員

は
３

枚
、

各
務

議
員

も
３

枚
あ

る
が

、
吉

沢
議
員

の
２

枚
の

請
求

書
に

は
、
文

書
作

成
・
構

成
料

の
項

目
が
抜
け

て
お

り
、
デ

ィ
レ
ク

シ
ョ

ン
料
・
デ

ザ
イ

ン
料
・
デ

ー
タ
作

成
料
の

み
で

あ
る

た
め

、
他

４
枚
の

領
収

書
の

項
目

に
あ

る
「

文
書

作
成

・
構
成

料
」

は
不

必
要

で
あ

る
。

 
 

 
チ

ラ
シ

の
単

価
に

つ
い

て
、
６
枚

の
領

収
書

を
精

査
す

る
と

１
９
，
５
０

０
部
印

刷
し
て

１
枚

単
価

５
円

、
４

０
，
０
０

０
部

印
刷

し
て
１

枚
単

価
５

．
５

円
、
４

５
，
０
０

０
部

印
刷

し
て

１
枚
単

価
６

円
と

価
格

設
定

さ
れ

て
い

る
が

、
通

常
の

印
刷

会
社

は
印

刷
部

数
が

増
え

れ
ば

１
枚

単
価

が
安

く
な

る
の

に
、
両

議
員

の
選

定
事
業

者
は
印

刷
部

数
が

増
え

る
と

１
枚
単

価
が

高
く

な
り
、
通

常
の
印

刷
会

社
と

逆
行

し
て

い
る

。

 
 

 
ま

た
、
領
収

書
項

目
に

あ
る
「
３

つ
折
り

作
業

料
」
は
、
単
価

が
１

枚
２

円
の
領

収
書
も

あ
れ

ば
、

１
枚

３
円

な
の

も
あ

り
、「

ポ
ス

テ
ィ
ン

グ
料
」
に

つ
い
て
も

単
価
が

１
枚

３
円

の
領

収
書

も
あ
れ

ば
、

１
枚

５
円

な
の

も
あ

り
、

不
自

然
・
不

合
理

な
価

格
設

定
で

あ
る
。

 
 

 
以

上
の

こ
と

か
ら

吉
沢

議
員

お
よ

び
各

務
議

員
の

委
託

事
業

者
に

は
定

め
ら

れ
た

価
格

設
定

は
存

在
し

な
い

た
め

、
金

額
を

操
作

し
て
い

る
と

疑
い

ざ
る

を
得

な
い
。

（
４

）
各

務
議

員
と

吉
沢

議
員

の
委
託

事
業

者
は

税
金

か
ら

だ
と

料
金
が

大
幅

に
増

加
す

る

 
 

 
吉

沢
直

美
議

員
の
「
コ

ロ
ナ
支

援
策

一
覧

」
お

よ
び

各
務

議
員
の
「
コ

ロ
ナ

特
大

号
」
の
支

出
伝
票

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

川
崎

市
監

査
委

員
 

殿

令
和

３
年

８
月

２
５

日

請
求

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
住

所
】
（
省

略
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
氏

名
】

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

国
民

の
健
康

と
生

活
を

守
る

会

理
事

長
 

金
屋

 
隼

斗

第
１

 
事

業
の

概
要

第
２

 
請

求
の

要
旨

①
各

務
雅

彦
（

か
が

み
 

ま
さ

ひ
こ
）
に

対
し
政

務
活

動
費

１
，
８
８

９
，
３
３

６
円
の

返
還
請

求
権

を
行

使
す

る
こ

と
を

怠
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
行

使
す

る
よ

う
川

崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る

。

②
吉

沢
直

美
（

よ
し

ざ
わ

 
な

お
み
）
に

対
し
政

務
活

動
費

１
，
９
８

７
，
９
７

８
円
の

返
還
請

求
権

を
行

使
す

る
こ

と
を

怠
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
行

使
す

る
よ

う
川

崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る

。

③
秋

田
恵
（

あ
き
た

め
ぐ

み
）
に
対

し
政

務
活
動

費
１
，
２

５
３
，
５

８
８
円

の
返

還
講

求
権
を

行
使

す
る

こ
と

を
怠

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

を
行

使
す

る
よ

う
川

崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と
を

求
め
る
。

第
３

 
請

求
の

原
因

①
対

象
と

な
る

財
務

会
計

行
為

（
１

）
各

務
雅

彦
（

か
が

み
 

ま
さ
ひ

こ
）

に
対

す
る

も
の

 
 

 
各

務
雅

彦
は

令
和

２
年

度
、
広
報
・
広

聴
費

と
し

て
、
プ

ラ
ン

エ
ム
に

対
し
、
令

和
２
年

７
月

２
７

日
付

、
令

和
３

年
３

月
２

６
日

付
で
合

計
１

，
８

８
９

，
３
３

６
円
の

政
務

活
動

費
を

支
出

し
て
い
る

（
資

料
１

）

（
２

）
吉

沢
直

美
（

よ
し

ざ
わ

 
な
お

み
）

に
対

す
る

も
の

 
 

 
吉

沢
直

美
は

令
和

２
年

度
、
広
報
・
広

聴
費

と
し

て
、
プ

ラ
ン

エ
ム
に

対
し
、
令

和
２
年

１
２

月
１

１
日

付
、
令

和
２
年

１
２

月
１

６
日
付
、
令

和
３

年
３

月
２

３
日
付

で
合

計
１

，
９

８
７

，
９

７
８
円

の
政

務
活

動
費

を
支

出
し

て
い

る
（
資

料
２

）

（
３

）
秋

田
恵
（
あ

き
た

め
ぐ

み
）
は

令
和

２
年

度
、
事
務

所
費
よ

り
、
事
務

所
家

賃
及

び
光
熱

水
費

と
し

て
合

計
１
，
２

５
３
，
５
８
８

円
（

令
和

２
年
４

月
１

日
～

令
和
３

年
３

月
３

１
日

）
を

政
務
活

動
費

か
ら

支
出

し
た

。（
資
料

３
）

②
財

務
会

計
行

為
の

違
法

性

（
１

）
序

論

 
 

 
政

務
活

動
費

は
、
「
地
方

自
治
法
」

の
規

定
に

よ
り
制

定
さ
れ

た
「
川

崎
市

議
会
の

政
務
活

動
費

の

別
紙

１
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（
６

）
秋

田
議

員
の

事
務

所
費

に
つ
い

て

 
 

 
２

０
２

１
年

８
月

１
９

日
の

住
民

監
査

請
求

の
監

査
結

果
に

よ
り

、
秋

田
議

員
の

事
務

所
は

１
０

１
号

室
及

び
２

０
１

号
室

の
２

部
屋

を
賃

料
月

額
１

９
万

９
千

円
で

賃
貸

契
約

し
て

い
た

こ
と

が
明

ら
か

に
な

る
。

 
 

 
し

か
し

な
が

ら
、
借
主

の
請
求

書
で

は
、
１
０

１
号

室
と
記

載
（

資
料

８
）
が
あ

る
の
み

で
、
そ
の

他
に

お
い

て
も

政
務

活
動

費
の

収
支

報
告

書
に

は
２

０
１

号
室

と
記

載
さ

れ
た

も
の

は
何

一
つ

と
し

て
存

在
し

な
い

。

 
 

 
こ

の
請

求
書

が
、

も
し

１
０

１
号

室
と

２
０

１
号

室
の

事
務

所
賃

料
が

合
算

さ
れ

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
２

０
１

号
室

が
明

記
さ

れ
て
い

な
い

と
虚

偽
の

請
求

書
と
な

る
。

 
 

 
ま

た
、
光

熱
水

費
に
お

い
て
、
水

道
代

だ
け

は
契
約

者
が
同

一
人

物
で

あ
っ

て
も

合
算
で

き
な

い
こ

と
に

な
っ

て
い

る
た

め
、

１
０

１
号
室

と
２

０
１

号
室

と
部

屋
ご
と

に
請

求
書

が
発

行
さ

れ
る
。

 
 

 
そ

の
た

め
、
１

０
１
号

室
の
水

道
費

は
政

務
活

動
費

か
ら
支

出
し

て
い

る
の

に
対

し
て
、
２

０
１

号

室
は

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
し

て
い
な

い
の

は
不

可
解

極
ま

り
な
い

。

 
 

 
以

上
の

こ
と

か
ら
、
事

務
所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
い
な

い
私

的
利

用
で

あ
る

、
２

０
１

号
室

の

存
在

を
故

意
的

に
隠

し
て

い
た

と
考
え

ざ
る

を
得

な
い

。

 
 

 
こ

れ
ら

は
一

般
社

会
に

お
い
て
、
詐
欺

ま
た

は
横

領
と

し
て

処
罰

さ
れ

る
行

為
で

あ
る
た

め
、
秋

田

議
員

の
請

求
書

に
２

０
１

号
室

が
一

切
明

記
さ

れ
て

い
な

い
理

由
お

よ
び

２
０

１
号

室
の

水
道

代
だ

け
は

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
し

て
い
な

い
理

由
を

確
認

し
、
犯
罪

行
為

も
疑

わ
れ

る
以
上

、
説

明
責

任

を
果

た
す

べ
き

で
あ

る
。

 
 

 
秋

田
議

員
の

事
務

所
所

在
地

は
政

務
活

動
費

を
閲

覧
す

る
し

か
知

る
す

べ
は

な
い

が
、

２
０

１
号

室
に

関
し

て
は

、
い

か
な

る
方

法
で
あ

っ
て

も
知

る
す

べ
は

な
い
。

 
 

 
１

０
１

号
室

に
お

い
て

も
２
０

１
号

室
同

様
に

看
板

、
ポ

ス
ト

の
表

札
は

な
い
た

め
、
外
観

上
事

務

所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
お

ら
ず

、
自

身
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

な
ど

で
も

事
務

所
の

所
在

地
を

一
切

明
か

し
て

い
な

い
。

 
 

 
そ

し
て
、
１
０

１
号
室

の
入
り

口
付

近
に

例
え

秋
田

議
員
の

ポ
ス

タ
ー

が
貼

っ
て

あ
っ
て

も
、
こ

の

ポ
ス

タ
ー

を
見

て
秋

田
議

員
の

事
務

所
だ

と
わ

か
る

の
は

、
オ

ー
ト

ロ
ッ

ク
で

建
物

内
に

入
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

２
０

２
号

室
、
３
０

１
号

室
、
３
０

２
号
室
（
全

て
ワ

ン
ル
ー

ム
）
に
居

住
す
る

３
人

の
み

で
あ

る
。

 
 

 
幸

区
の

人
口

１
７

０
，
８
８

１
人
（
令

和
３

年
８

月
１

日
現

在
）
の
う

ち
、
た
っ

た
３
人

し
か

秋
田

議
員

の
事

務
所

だ
と

知
る

こ
と

が
で
き

な
い

事
務

所
を

形
態

が
備
え

て
い

る
と

は
認

め
難

い
。

 
 

 
ま

た
、
１

０
１

号
室
で

使
用
す

る
た

め
に

政
務

活
動

費
か
ら

支
出

し
た

の
は
、
セ

パ
レ
ー

ト
ソ

フ
ァ

、

Ｄ
Ｖ

Ｄ
プ

レ
イ

ヤ
ー

内
蔵

付
き

小
型

ホ
ー

ム
シ

ア
タ

ー
と

明
記

さ
れ

た
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

の
み

で
あ

る
。

 
 

 
高

額
な

ノ
ー

ト
パ

ソ
コ

ン
は

、
秋

田
議

員
の

控
室

専
用

と
し

て
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
１

０
１

号
室

に
設

置
し
て

い
る

パ
ソ

コ
ン

は
私

的
目
的

の
も

の
で

あ
る

。

 
 

 
し

た
が

っ
て

、
秋

田
議

員
が

政
務

活
動

費
か

ら
事

務
所

家
賃

お
よ

び
光

熱
水

費
と

し
て

支
出

し
た

は
、
共

に
『

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス
感

染
症

に
伴

う
主

な
支

援
策
』
と

題
し
た
、
ほ
ぼ
同

じ
よ
う

な
制

作
物

で
す

が
、

都
内

Ａ
さ

ん
も

同
じ

よ
う

な
制

作
物

を
両

議
員

の
委

託
事

業
者

に
依

頼
し

て
い

る
。

（
資

料
５

）

都
内

Ａ
さ

ん
は

議
員

で
は

な
い

た
め

自
費

で
支

出
し

て
い

る
が

、
両

議
員

と
請

求
書

の
項

目
お

よ

び
金

額
を

比
較

す
る

と
劇

的
な

差
が
あ

る
。

 
 

 
３

人
と

も
同

じ
よ

う
な

制
作
物
（

資
料
６
）
だ
が

、
都

内
Ａ
さ

ん
の

請
求

項
目

に
は

、
デ

ィ
レ

ク
シ

ョ
ン

料
、
デ
ザ

イ
ン

料
、
送

料
お

よ
び
諸

経
費

な
ど

の
項

目
は

な
く
、
印
刷

部
数

は
１

／
２

以
下
な
の

に
チ

ラ
シ

１
枚

単
価

も
大

幅
に

安
価
で

あ
る

。

 
 

 
ま

た
、
両

議
員

よ
り
も

先
に
都

内
Ａ

さ
ん

が
制

作
物

を
作
成

し
て

い
る

た
め
、
両

議
員
の

制
作

物
は

既
存

デ
ー

タ
の

部
分

的
改

編
を

し
て

い
る

た
め

、
本

来
な

ら
両

議
員

の
デ

ー
タ

作
成

費
が

安
価

に
な

る
は

ず
で

あ
る

。

 
 

 
以

上
の

こ
と

か
ら
、
両

議
員
の

請
求

書
に

は
不

必
要

な
項
目

を
入

れ
、
請

求
額
を

過
大
に

上
乗

せ
し

て
、

必
要

以
上

の
金

額
を

支
出

し
て
い

た
と

疑
い

ざ
る

を
得

な
い
。

【
比

較
表

】
川

崎
市

の
税

金
の

場
合
は

格
段

に
高

額
と

な
る

吉
沢

議
員

各
務

議
員

都
内

Ａ
さ

ん

お
金

の
出

ど
こ

ろ
川

崎
市
の

税
金

川
崎

市
の

税
金

自
費

デ
ー

タ
作

成
費

（
両

面
）

２
０

，
０

０
０

円
２

０
，
０

０
０

円
２

０
，
０

０
０

円

デ
ィ

レ
ク

シ
ョ

ン
料

２
０

，
０

０
０

円
２

０
，
０

０
０

円
な

し

デ
ザ

イ
ン

料
５

０
，
０

０
０

円
３

０
，
０

０
０

円
な

し

デ
ザ

イ
ン

急
ぎ

仕
上

げ
３

５
，
０

０
０

円
な

し
な

し

文
章

作
成

・
校

正
料

な
し

１
０

，
０

０
０

円
な

し

送
料

お
よ

び
諸

経
費

４
，

３
０

０
円

４
，

３
０

０
円

な
し

チ
ラ

シ
１

枚
単

価
（

折
り

含
む

）
８

．
５
円

８
円

５
．

５
円

印
刷

枚
数

５
３

，
７

６
０

枚
４

５
，
０

０
０

枚
２

０
，
０

０
０

枚

合
計

金
額

５
８

０
，
５

２
４

円
４

６
６
，
５

１
５

円
１

６
６
，
０

５
６

円

※
合

計
金

額
は

吉
沢

議
員

お
よ

び
各
務

議
員

の
ポ

ス
テ

ィ
ン

グ
費

等
を
除

外
し

た
同

条
件

（
５

）
各

務
議

員
と

吉
沢

議
員

の
委
託

事
業

者
の

代
表

は
５

度
も

刑
事
告

発
歴

が
あ

る

 
 

 
両

議
員

の
委

託
事

業
者

で
あ

る
プ

ラ
ン

エ
ム

は
、

５
度

も
刑

事
告

発
を

さ
れ

た
こ

と
の

あ
る

人
物

が
単

独
で

事
業

を
行

な
っ

て
い

る
。

 
 

 
こ

の
委

託
事

業
者

は
、
ネ

ッ
ト

上
で

も
偽

領
収

書
を

発
行
す

る
『

Ｂ
勘

屋
』
と

し
て

名
が
挙

が
っ
て

お
り
、
他
の

議
員

に
対

し
て

、
実

際
の
内

容
に

相
違

が
あ

る
領

収
書
を

複
数

発
行

し
た

疑
い

が
あ
り
、

こ
の

件
に

つ
い

て
は

令
和

３
年

８
月

５
日

に
詐

欺
罪

で
刑

事
告

発
状

が
正

式
に

受
理

さ
れ

て
い

る
。

（
資

料
７

）

 
 

 
政

務
活

動
費

の
支

出
先

と
し
て

相
応

し
く

な
い

事
業

者
の

た
め
、

支
出

は
認

め
ら

れ
な
い

。
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請
求

人
の

陳
述

（
要

旨
）
 

各
務

議
員

と
吉

沢
議

員
の

監
査

請
求
の

中
身

に
つ

い
て

陳
述

す
る
。
 

両
議

員
の

委
託

先
に

つ
い

て
、

ま
ず

資
料

４
の

５
枚

の
請

求
書

や
領

収
書

は
全

て
委

託
先

が
発

行
し

た
も

の
で

あ
る

。

①
は

各
務

議
員

の
請

求
書

で
、
④
は

吉
沢

議
員

の
請
求

書
で

あ
る
。
そ

し
て

、
ほ

か
３
枚

は
別
の

議
員

な
ど

の
請

求
書

や

領
収

書
を

添
付

し
て

い
る

が
、
電
話

番
号

は
５

つ
と
も

異
な

っ
て
い

る
。
前

回
の
監

査
で

各
務
議

員
は
、
①

以
外

の
電
話

番
号

は
無

関
係

で
あ

る
と

主
張

し
て
い

る
が
、
確
か

に
各
務

議
員
か

ら
す

れ
ば

無
関

係
な

電
話
番

号
な

の
か

も
し

れ
な

い

が
、
ほ
か

の
４

人
の

議
員

な
ど

の
電
話

番
号

が
全

て
違

う
こ

と
は
紛

れ
も

な
い

事
実

で
あ

る
。
電

話
番

号
を

頻
繁

に
変

更

す
る

の
は

事
業

者
の

自
由

だ
が

、
１
０

か
月

で
５

回
も

電
話

番
号
を

変
え

る
事

業
者

が
あ

れ
ば
、
そ

の
事
業

者
の

発
行

し

た
領

収
書

の
中

身
を

疑
っ

て
し

ま
う
の

は
普

通
で

は
な

い
か

。
 

ま
た
、
委

託
先
の

プ
ラ
ン

エ
ム

の
所
在

地
が

港
区

に
あ

る
バ

ー
チ
ャ

ル
オ

フ
ィ

ス
は

、
下

請
事
業

者
社

長
は
、
こ
ち
ら

の
所

在
地

に
郵

送
し

た
郵

便
物

が
戻
っ

て
き

た
と

言
っ

て
い

る
の
で
、
本
当

に
こ

の
バ
ー

チ
ャ
ル

オ
フ

ィ
ス

を
契

約
さ

れ

て
い

る
の

か
も

調
べ

る
べ

き
で

あ
る
。
 

探
偵

に
調

査
を

依
頼

し
た

と
こ

ろ
、
現

在
の

受
託

先
は

名
称

を
変
更

し
、
今
度

は
渋

谷
区

の
バ
ー

チ
ャ

ル
オ

フ
ィ
ス
に

移
動

し
て

い
る

。
 

そ
し

て
、
令

和
２

年
度
の

委
託

先
の
領

収
書

を
精

査
し

た
と

こ
ろ
、
各

務
議

員
は
、
２
１

万
４
０

０
０

部
の

印
刷
と
１

７
万

９
０

０
０

部
の

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ
を

発
注

し
て

い
る

。
吉

沢
議
員

は
、
１
１

万
３

８
６

０
部
の

印
刷

と
９

万
２

５
６

０

部
の

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

を
発

注
し

て
い
る

。
こ

の
対

応
の

部
数

の
印
刷

と
ポ

ス
テ

ィ
ン

グ
は

本
当
に

さ
れ

て
い

る
の

か
。
現

在
、
似
た

よ
う

な
案

件
で

刑
事

告
発
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
各
務

議
員

と
吉

沢
議

員
の

印
刷
枚

数
や

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

に

つ
い

て
も

正
し

く
行

わ
れ

て
い

な
い
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

詳
細
に

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
の
で

は
な

い
か

。
 

次
に

資
料

６
は
、
３

枚
と

も
似

た
よ
う

な
制

作
物

を
添

付
し

て
い
る

が
、
３

ペ
ー
ジ

の
比

較
表
で

は
、
都

内
Ａ
さ
ん
の

請
求

項
目

に
は
、
デ
ィ

レ
ク
シ
ョ

ン
料
、
デ
ザ
イ
ン

料
、
送

料
及
び

諸
経

費
な

ど
の

項
目

は
な
く
、
印
刷

部
数

は
半
分
以

下
の

少
数

な
の

に
、
な
ぜ

か
１

枚
単
価

が
大

幅
に

安
い

が
、
な

ぜ
各

務
議

員
と

吉
沢

議
員

の
領
収

書
は

す
ご

く
高

額
で

あ

り
、

都
内

Ａ
さ

ん
に

は
請

求
さ

れ
て
い

な
い

項
目

が
複

数
あ

る
の
か

、
説

明
を

求
め

る
。

 

次
に

、
秋

田
議

員
の

事
務

所
費

に
つ
い

て
陳

述
す

る
。
 

２
０

２
１

年
８

月
１

９
日

の
監

査
結
果

に
よ

り
、
秋

田
議
員

の
事
務

所
は

１
０

１
号

室
及

び
２
０

１
号

室
の

２
部
屋
を

月
額

１
９

万
９

０
０

０
円

で
賃

貸
契
約

し
て

い
た

こ
と

が
明

ら
か
に

な
っ

た
が

、
市

民
だ

け
で
な

く
、
監

査
委
員
、
議

会

事
務

局
で

さ
え

も
２

０
１

号
室

の
存
在

は
知

ら
な

か
っ

た
の

で
は
な

い
か

。
 

資
料

８
で

は
、
秋
田

議
員

の
事

務
所
関

連
の

収
支

報
告

書
に

は
、
２

０
１

号
室

と
記

載
さ

れ
た
も

の
は

何
一

つ
と
し
て

存
在

し
な

い
。
ま

た
、
電
気
代

や
ガ
ス

代
は

２
０

１
号

室
の

も
の
も

合
算

し
て

政
務

活
動

費
か
ら

支
出

し
て

い
る

が
、
２

０
１

号
室

の
水

道
代

だ
け

は
支

出
し
て

い
な

い
の

は
と

て
も

不
可
解

で
あ

る
。
水
道

局
に

確
認
し

た
と

こ
ろ

、
水

道
代

は

契
約

者
が

同
一

人
物

で
あ

っ
て

も
合
算

が
で

き
な

い
こ

と
に

な
っ
て

い
る

た
め
、
１
０
１

号
室
と

２
０

１
号

室
の

部
屋

ご

と
に

請
求

書
が

発
行

さ
れ

る
と

の
こ
と

な
の

で
、
２
０

１
号

室
と
記

載
さ

れ
た

領
収

書
の

た
め
、
政

務
活
動

費
か

ら
の

支

出
を

見
送

っ
た

と
し

か
考

え
ら

れ
な
い

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
事

務
所
と

し
て
の

形
態

を
備

え
て

い
な

い
私
的

利
用

で
あ

る
２

０
１

号
室
の

存
在

を
故

意
的
に
隠

し
て

い
た

と
疑

い
ざ

る
を

得
な

い
。
 

ま
た

、
１

０
１
号

室
に

つ
い
て

は
、
２

０
１
号

室
同

様
に
、
看

板
、
ポ

ス
ト

の
表
札

が
な

い
た
め

、
外
観

上
、
事
務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
な

い
。
そ
し

て
、
１
０

１
号
室

の
入
り

口
付

近
に

、
た

と
え

秋
田
議

員
の

ポ
ス

タ
ー

が
貼

っ

て
あ

っ
て

も
、
こ

の
ポ
ス

タ
ー

を
見
て
、
秋
田

議
員
の

事
務

所
だ
と

分
か

る
の

は
、
オ
ー

ト
ロ
ッ

ク
で

建
物

内
に

入
る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
３

人
の

居
住

者
の
み

で
あ

る
。
幸
区

の
人

口
約
１

７
万

人
の

う
ち

、
た

っ
た
３

人
し

か
秋

田
議

員
の

事

務
所

だ
と

知
る

こ
と

が
で

き
な

い
事
務

所
を
、
形

態
を

備
え

て
い
る

と
言

え
る

の
か

。
そ

の
た
め
、
２

０
１

号
室

は
当
然

な
が

ら
、

１
０

１
号

室
の

事
務

所
の
返

還
請

求
も

求
め

る
。

 

※
請

求
人

の
請

求
内

容
を

補
足

し
た
陳

述
の

要
旨

を
ま

と
め

て
い
る

。
 

別
紙

２
 

１
，

２
５

３
，

５
８

８
円

の
返

還
を
求

め
る

。

③
請

求
者

 
請

求
者

で
あ

る
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

国
民
の

健
康

と
生

活
を

守
る

会
は

、
区

役
所

と
の

協
同
事

業
を
は

じ
め
、
就

労
相

談
支

援
、

生
活

困
窮

者
の

サ
ポ
ー

ト
な

ど
の

社
会

貢
献

活
動

を
行
な

っ
て

い
る

市
民

団
体
で

す
。

 
令

和
２

年
６

月
に

市
民

の
方

か
ら

、
川

崎
市

議
会

議
員

の
政

務
活

動
費

の
不

適
切

な
支

出
を

疑
う

情
報

提
供

メ
ー

ル
を

頂
い

た
の

が
き

っ
か
け

で
調

査
し

、
監

査
請

求
を

決
断
し

た
。

④
地

方
自

治
法

第
２

４
２

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
、
以

下
の

添
付

資
料

を
添

え
、
必
要

な
処
置

を
請

求
す

る
。

資
料

１
 

各
務

雅
彦

議
員

が
プ

ラ
ン
エ

ム
へ

広
報

・
広

聴
費

か
ら

支
出
し

た
領

収
書

及
び

収
支
報

告
書

資
料

２
 

吉
沢

直
美

議
員

が
プ

ラ
ン
エ

ム
へ

広
報

・
広

聴
費

か
ら

支
出
し

た
領

収
書

及
び

収
支
報

告
書

資
料

３
 

秋
田

恵
議

員
の

令
和

２
年
度

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書

資
料

４
 

プ
ラ

ン
エ

ム
は

各
議

員
に
よ

っ
て

電
話

番
号

が
異

な
る

証
拠
（

５
種

類
）

資
料

５
 

都
内

Ａ
さ

ん
の

領
収

書

資
料

６
 

３
人

と
も

同
じ

よ
う

な
制
作

物

資
料

７
 

警
察

署
発

行
の

刑
事

告
発
が

受
理

さ
れ

た
証

明

資
料

８
 

秋
田

恵
議

員
の

１
０

１
号
室

し
か

明
記

し
て

い
な

い
請

求
書
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５
万

円
、「

会
派
と

会
派

所
属
議

員
」
を
選

択
し

た
場

合
は
、
会
派

分
が

所
属

議
員

１
人
当

た
り
５

万
円
、
議
員

分
が
４

０

万
円

と
し

て
い

る
。
 

次
に
、
(
２
)
会
派

及
び

議
員

の
責

務
に
つ

い
て
、
条
例

第
２

条
で

は
、「

会
派

(所
属
議

員
が

１
人

で
あ
る

場
合

も
含

む
。
)

及
び

議
員

は
、
政

務
活
動

費
の

交
付
が
、
市
政

に
関
す

る
会

派
及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他
の

活
動

を
充

実
し

、
議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

を
認

識
し

、
政

務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
規

定
し

て
い

る
。
 

次
に
、
(３

)
支
出

の
基

準
に
つ

い
て
、
政

務
活

動
費

の
使
途

に
つ
い

て
は
、
条
例

第
１
０

条
に
お

い
て
、
政
務

活
動
（
調

査
研

究
、
研

修
、
広

報
、
市
民
相

談
を
含
む

広
聴
、
要
請
、
陳
情
、
各
種

会
議

の
開

催
、
各
種

会
議

へ
の

参
加

等
市
政

の

課
題

及
び

市
民

の
意

思
を

把
握

し
、
そ
の

内
容

を
市

政
に
反

映
さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住

民
の
福

祉
の

増
進

を
図

る
た

め

に
必

要
な

活
動

を
い

う
。
）

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
に

対
し

て
交

付
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

具
体

的
に

は
政

務

活
動

費
で

支
出

で
き

る
経

費
を

別
表

に
て

掲
示

し
、

調
査

研
究

費
、

研
修

費
、

広
報

・
広

聴
費

、
要

請
・

陳
情

活
動

費
、

会
議

費
、

資
料

費
、

人
件

費
、

事
務
費

、
事

務
所

費
の

９
項

目
を
定

め
て

い
る

。
 

次
に
、
(
４

)
収
支

報
告
書

等
の

提
出
と

閲
覧

に
つ

い
て

、
条

例
第
１

１
条

で
は

、
前

年
度

の
交
付

に
係

る
収
支
報
告
書

を
作

成
し

、
支

出
に

係
る

領
収

書
そ
の

他
の

支
出

を
証

明
す

る
書
類

の
写

し
を

添
え

て
、
毎

年
４

月
３

０
日

ま
で

に
議

長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し
て

い
る

。
ま

た
、
条

例
第

１
５
条

で
は

、「
収

支
報

告
書

等
が
提

出
さ

れ
た

と
き
は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
収

支
報

告
書
等

を
一

般
の
閲

覧
に

供
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
と

し
、
規
則
第

１

４
条

で
は

、
「

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
は

、
政

務
活

動
費

の
交

付
を

受
け

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
６

月
３

０
日

か
ら

、
議

会
局

に
お

い
て

行
う

も
の
と

す
る

」
と

し
て

い
る

。
 

次
に

、
(
５

)
交

付
の

決
定

の
取

消
し

、
政

務
活

動
費

の
返

還
命

令
に

つ
い

て
、

交
付

の
決

定
の

取
消

し
に

つ
い

て
は

、

条
例

第
１

３
条

で
、
「

市
長

は
、

政
務

活
動

費
の

支
出

が
こ

の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基
づ

く
規

則
の

定
め

に
違

反
し

た

も
の

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
当

該
交

付
の

決
定

の
全
部

又
は
一

部
を

取
り

消
し
」
と

し
、
条
例

第
１

４
条

で
は

、「
既

に
交

付
し

た
政

務
活

動
費

の
全

部
又
は

一
部

を
返

還
す

る
よ

う
命
ず

る
も

の
と

す
る

」
と

し
て
い

る
。
 

次
に

４
、

本
市

の
運

用
指

針
の

内
容
に

つ
い

て
、
 

本
市

の
「
政

務
活

動
費

の
運
用

指
針
」（

以
下
「
指

針
」
と
い

う
。）

は
、
平

成
１

９
年

度
の
「

５
万
円

以
上

の
領

収
書

の
添

付
」
を

義
務

付
け
る

本
市

条
例
の

改
正

に
合

わ
せ

て
策

定
さ
れ

て
以

降
、
平
成

２
０

年
度
の
「

１
円

以
上
の

領
収
書

の
添

付
」
を
義

務
付

け
る

条
例

の
改
正

に
合

わ
せ

て
の

改
正

、
平
成

２
５

年
度

の
法

の
改

正
に
伴

う
政

務
調

査
費

か
ら

政

務
活

動
費

に
改

め
ら

れ
た

こ
と

に
よ
る

改
正

等
を

経
て

、
平

成
２
６

年
度

か
ら

現
在

の
指

針
を
適

用
し

て
い

る
。
 

指
針

は
、
市
長

が
定

め
た

も
の

で
は
な

く
、
本
市

議
会

の
全

会
派
か

ら
選

ば
れ

た
議

員
及

び
無
所

属
議

員
か

ら
成
る
政

務
調

査
費

検
討

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
お
い

て
、
平

成
１

９
年
の

監
査
結

果
（
個

別
外

部
監
査

の
考
え

方
）
を

基
に
、
会
派

議

員
の

政
務

調
査

費
の

支
出

に
係

る
判
断

を
す

る
際

の
拠

り
所

と
す
る

た
め
、
当
時

の
他
都

市
の
運

用
指

針
や

裁
判

例
等

を

参
考

に
し

な
が

ら
議

論
し

作
成

し
た
も

の
で

、
今

日
ま

で
全

会
派
及

び
そ

の
所

属
議

員
並

び
に
無

所
属

議
員

は
、
こ
の

指

針
を

踏
ま

え
て

政
務

活
動

費
の

具
体
的

な
支

出
に

つ
い

て
判

断
し
て

い
る

。
 

な
お

、
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究
活

動
及

び
そ

の
方

法
は

多
岐
に

わ
た

る
た

め
、
指
針

は
全
て

の
事

例
が

網
羅
で
き

て
い

る
も

の
で

は
な

い
。
し
た

が
っ
て

、
会

派
及

び
議

員
は

、
条
例
・
規

則
の

趣
旨

に
沿

っ
て
、
裁

判
例
等

を
も

参
考

に

し
な

が
ら

、
個

々
の

具
体

的
な

支
出
の

適
合

性
に

つ
い

て
総

合
的
に

判
断

し
て

い
く

必
要

が
あ
る

。
 

次
に
、
(
１

)
指
針

の
特
徴

に
つ

い
て
、
指

針
で

は
、
収
支
報

告
書
に

添
付

す
る

領
収

書
等

の
支
出

を
証

明
す

る
書
類
に

つ
い

て
は
、
領
収

書
等
と

と
も

に
、
領
収

書
等

を
的
確

か
つ

分
か
り

や
す

く
整

理
し

保
存

す
る
た

め
、
全

て
の
支

出
に
対

し
て
、
経
費

区
分

、
整
理

番
号

、
実

施
年

月
日
、
支
出

年
月

日
、
支
出

先
、
使

途
内

容
や

事
業
名

等
を

記
入

す
る
「
支

出

伝
票
」
を

提
出
す

る
こ
と

と
し

て
お
り
、
そ
の

ほ
か
に

も
支

出
伝
票

を
経

費
区

分
や

整
理

番
号
ご

と
に

整
理

し
た
「
支
出

伝
票

一
覧

表
」
、
さ

ら
に

支
出
の

透
明
性

を
高

め
る

た
め

に
、
研
究

会
、
研
修

会
、
視

察
調
査

活
動

の
開
催

や
参

加
の

場
合

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る
「
政

務
活
動

記
録

票
」
を
添

付
す

る
な
ど
、
交
付

を
受
け

た
日

の
属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の
４

月
３

０
日

ま
で

の
収

支
報

告
書

の
提
出

に
当

た
っ

て
は
、
収

支
報
告

書
の

ほ
か

に
も

多
く

の
書
類

の
提

出
が

必
要

で
あ

り
、

結
果

と
し

て
、
会

派
及
び

議
員

の
提
出

作
業

と
、
議
会

局
の

点
検
・
確

認
作

業
が
と

も
に

膨
大
な

も
の

に
な

っ
て

し
ま
う

が
、

よ
り

透
明

性
が

図
ら

れ
て

い
る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

 

次
に

、
(
２

)政
務
活

動
費

の
運

用
の
基

本
的

指
針

に
つ

い
て

、
 

ア
、
政
務

活
動

に
つ

い
て

、
普

通
地
方

公
共

団
体

の
議

会
は

、
条
例

の
制

定
及

び
改

廃
、
予

算
の

決
定

、
重

要
な
契
約

関
係

職
員

の
陳

述
（

要
旨

）
 

初
め

に
、

１
の

政
務

活
動

費
の

概
要
に

つ
い

て
、
 

政
務

調
査

費
は

、
平

成
１

２
年

５
月
の

地
方

自
治

法
（

以
下
「

法
」
と
い

う
。
）
の
改

正
に

よ
り
制

度
化

さ
れ

、
平
成
１

３
年

４
月

か
ら

施
行

さ
れ

る
こ

と
と
な

っ
た

。
こ

れ
は

、
地

方
議
会

の
果

た
す

役
割

が
ま

す
ま
す

増
大

す
る

と
い

う
流

れ

の
中

で
、
地

方
議

会
の
活

性
化

を
図
る

た
め
、
会

派
等

に
対

す
る
調

査
研

究
費

等
の

助
成

を
制
度

化
し
、
地

方
議

会
議
員

の
調

査
研

究
活

動
基

盤
の

充
実

を
図
る

こ
と

と
さ

れ
た

も
の

で
あ
る
。
そ
の

後
、
平
成
２

４
年
に
、
従
来

調
査
研

究
活

動

と
し

て
認

め
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
対
外

的
な

陳
情

活
動

な
ど

の
た
め

の
旅

費
や

交
通

費
、
会
議

に
要

す
る

経
費

な
ど
に

も

使
途

が
拡

大
で

き
る

よ
う

に
さ

れ
、
名

称
も

政
務

活
動

費
と

変
更
さ

れ
た

。
 

川
崎

市
議

会
で

は
、
平
成

１
３

年
４
月

１
日

に
「

川
崎

市
議

会
の
政

務
調

査
費

の
交

付
等

に
関
す

る
条

例
」
を
施
行
し

て
以

来
、
１

件
当

た
り

５
万
円

以
上
の

支
出

に
係

る
領

収
書

等
の
添

付
を

義
務

化
し

た
改

正
条
例

を
平

成
１

９
年

５
月

３

日
に
、
全

て
の
領

収
書
の

添
付

の
義
務

化
、
事

務
所
費

の
新

設
、
個
人

支
給

と
の
選

択
制

の
導
入

を
内

容
と

す
る

改
正
条

例
を

平
成

２
０

年
４

月
１

日
に

、
法

の
改

正
に

伴
う

政
務
調

査
費
か

ら
政

務
活

動
費

へ
の

名
称
変

更
等

を
内

容
と

す
る

改

正
条

例
を

平
成

２
５

年
３

月
１

日
に
施

行
し

、
令

和
２

年
６

月
３
０

日
か

ら
は

、
令

和
元

年
度
に

交
付

を
し

た
政

務
活

動

費
に

係
る

収
支

報
告

書
の

市
議

会
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

公
開

を
開
始

し
て

い
る

。
 

政
務

活
動

費
の

交
付

の
対

象
、
額
、
交

付
の

方
法

、
具

体
的

に
充
て

る
こ

と
が

で
き

る
経

費
の
範

囲
に

つ
い
て

は
、
法

に
よ

り
条

例
で

定
め

る
こ

と
に

な
っ
て

い
る

。
本

市
で

は
、
法

第
１

０
０

条
第

１
４

項
か

ら
第
１

６
項

ま
で

の
規

定
に

基

づ
き

、「
川

崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
」（

以
下
「
条

例
」
と

い
う

。
）
、「

川
崎

市
議
会

の
政
務
活

動
費

の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
」（

以
下
「

規
則
」
と

い
う

。
）
を
制

定
し

、
会
派

及
び
議

員
に

対
し

、
川
崎
市

議
会

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経
費

の
一

部
と

し
て

政
務

活
動
費

を
交

付
し

て
い

る
。

 

こ
の

政
務

活
動

費
の

制
度

は
、

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
を

充
実

し
、

議
会

の
審

議
能

力
の

向
上

、

議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目
的

と
し

て
い

る
も

の
で

あ
り
、
そ

の
使

途
に

つ
い
て

市
民
に

説
明

責
任

を
負

う
こ

と

を
認

識
し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

次
に

２
、

政
務

活
動

費
の

性
格

に
つ
い

て
、
 

法
第

１
０

０
条

第
１

４
項

は
、
「

議
会

の
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
、

そ
の

議
会

に
お

け
る

会
派

又
は
議

員
に

対
し

、
政

務
活

動
費
を

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

実
際

の
会

派
や

議
員

が
行

う
調

査
研
究

そ
の

他
の

活
動

の
内

容
を
考

え
る

と
、
議

会
が
長

そ
の
他

執
行

機
関

を
監
視
す

る
責

務
を

負
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

お
の

ず
と

執
行

機
関

等
に

対
す

る
批

判
や

監
視

と
い

う
性

格
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

は
、
平
成

２
１
年

１
２

月
１

７
日

最
高

裁
判
所

第
一

小
法

廷
判

決
で

は
、
政
務

調
査

費
条
例

上
、
政

務
調

査
活

動
に

関
し

て
、
会
派

か
ら
執

行
機

関
に

対
し

て
具

体
的
に

報
告

す
る

義
務

が
定

め
ら
れ

て
い

な
い

こ
と

の
趣

旨

に
つ

い
て

、
「

政
務

調
査

費
は

議
会

の
執

行
機

関
に

対
す

る
監

視
の

機
能

を
果

た
す

た
め

の
政

務
調

査
活

動
に

充
て

ら
れ

る
こ

と
も

多
い

と
考

え
ら

れ
る

と
こ
ろ
、
執
行

機
関

と
議
会

な
い
し

こ
れ

を
構

成
す

る
議

員
又
は

会
派

と
の

抑
制

と
均

衡

の
理

念
に

鑑
み
、
議
会

に
お
い

て
独
立

性
を

有
す

る
団

体
と

し
て
自

主
的

に
活

動
す

べ
き

会
派
の

性
質

及
び

役
割

を
前

提

と
し

て
、
政
務

調
査

費
の

適
正

な
使
用

に
つ

い
て

の
各

会
派

の
自
律

を
促

す
と

と
も

に
、
政

務
調

査
活

動
に

対
す

る
執

行

機
関

や
他

の
会

派
か

ら
の

干
渉

を
防
止

し
よ

う
と

す
る

と
こ

ろ
に
あ

る
」
と
し

、
政
務

調
査

費
条
例

は
、「

政
務

調
査
費
の

支
出

に
使

途
制

限
違

反
が

あ
る

こ
と
が

収
支

報
告

書
等

の
記

載
か
ら

明
ら

か
に

う
か

が
わ

れ
る
よ

う
な

場
合

を
除

き
、
執

行
機

関
が

、
実

際
に

行
わ

れ
た

政
務
調

査
活

動
の

具
体

的
な

目
的
や

内
容

等
に

立
ち

入
っ

て
、
そ

の
使

途
制

限
適

合
性

を

審
査

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

な
い
と

解
さ

れ
る

」
と

判
示

し
て
い

る
。
 

ま
た
、
平
成

２
２

年
３

月
２
３

日
最
高

裁
判

所
第

三
小

法
廷

判
決
で

の
、「

議
員

の
調

査
研

究
活
動

は
多

岐
に

わ
た
り
、

個
々

の
経

費
の

支
出

が
こ

れ
に

必
要
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

議
員
の

合
理

的
判

断
に

ゆ
だ

ね
ら
れ

る
部

分
が

あ
る
」
と

の

判
示

を
踏

ま
え

る
と

、
政

務
活

動
費
は
、
法
の

規
定
に

基
づ

く
条
例
、
規
則

に
お
け

る
使

途
基
準

の
範

囲
内

で
使

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

は
当

然
と

し
て
、
政
務

活
動

費
を

ど
の

よ
う
に

使
用

す
る

か
に

つ
い

て
は
、
会

派
及
び

議
員

の
自

主

性
を

尊
重

し
、

そ
の

裁
量

に
委

ね
る
と

い
う

の
が

法
及

び
条

例
の
趣

旨
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る
。
 

次
に

３
、

本
市

の
条

例
、

規
則

の
内
容

に
つ

い
て

、
 

初
め

に
、
(１

)
交
付

対
象

及
び

交
付
額

に
つ

い
て

、
条

例
第

３
条
で

は
、
交
付

対
象

は
、「

会
派
」
又
は
「

会
派
と
会
派

所
属

議
員
（

交
付

対
象

議
員

）」
の

選
択

制
と
し

、
交
付

月
額

は
、「

会
派

」
を

選
択

し
た
場

合
は
、
議

員
１

人
当

た
り
４

別
紙

３
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党
又

は
政

治
団

体
の

構
成

員
と

し
て
の

活
動

に
属

す
る

経
費

、
ウ

、
会

議
、
会
合

等
の
開

催
に
伴

う
茶

菓
代

以
外

の
飲

食

に
係

る
経

費
、
エ

、
選
挙

活
動

に
係
る

経
費

、
オ

、
後

援
会

活
動
に

係
る

経
費

、
カ

、
私

人
と
し

て
の

活
動

に
係

る
経
費

と
し

て
い

る
。
 

次
に

６
、

政
務

活
動

費
の

事
務

の
流
れ

に
つ

い
て

、
 

(
１

)
交
付

申
請
、
条

例
第

５
条

で
は
、
会

派
の

代
表
者

及
び

交
付
対

象
議

員
は

、
政

務
活

動
費
の

交
付

を
受
け
よ
う
と

す
る

と
き

、
議

長
を

経
由

し
て

市
長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

(
２

)
交
付

決
定

、
条

例
第

５
条

で
は
、
市
長

は
、
交
付

申
請

が
あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、
交
付

の
決

定
を

し
た

と
き

は
、
議
長

を
経
由

し
て

会
派

の
代

表
者

又
は
交

付
対

象
議

員
に

通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ

て
い

る
。
 

(
３

)
支
出

請
求
、
規
則

第
３
条
及

び
第

８
条

で
は
、
会
派
の

代
表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
毎
月
、
政
務

活
動

費
の

請
求

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

、
交

付
は
毎

月
１

０
日

と
さ

れ
て

い
る
。
 

(
４

)
政
務

活
動

費
の

活
用

、
整

理
・
調

製
、
条
例

第
９

条
等

で
は
、
政
務

活
動

費
の

交
付

を
受
け

て
い

る
会

派
・
議
員

は
、
交
付

を
受

け
た

政
務

活
動

費
の
経

理
を

的
確

に
処

理
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

、
政
務

活
動

費
を

使
用

す
る

際

に
は
、
支
出

伝
票

の
作

成
、
領
収

書
等
の

整
理
、
会
計

帳
簿
の

記
帳

等
を
行

い
、
四

半
期
ご

と
に
支

出
伝

票
、
領

収
書
等

、

会
計

帳
簿

等
の

整
理

・
調

製
を

行
う
と

さ
れ

て
い

る
。
 

(
５

)
収
支

報
告

書
等

の
提

出
、
条
例

第
１

１
条

等
で
は
、
会

派
の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員
は
、
交
付

を
受
け
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
３
０

日
ま

で
に
、
交
付
に

係
る
収

入
及

び
支

出
に

つ
い

て
の
報

告
書

を
支

出
に

係
る

領

収
書

そ
の

他
の

支
出

を
証

明
す

る
書
類

の
写

し
と

と
も

に
議

長
に
提

出
し
、
議
長

は
、
こ
れ

ら
の
提

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、

速
や

か
に

そ
の

写
し

を
市

長
に

提
出
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
 

(
６

)
剰
余

金
の

返
還

、
条

例
第

１
２
条

及
び

規
則

第
１

１
条

で
は
、
交
付

さ
れ

た
政

務
活

動
費
に

剰
余

金
が

生
じ
た
場

合
、
会

派
の

代
表

者
及
び

交
付

対
象
議

員
は
、
市

長
の

発
行

す
る
納

付
書

に
よ

り
、
速
や

か
に
返

還
を

行
う

と
さ

れ
て
い

る
。
 

(
７

)
議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作
業

、
閲

覧
準

備
は

次
の

項
目
で

説
明

す
る

。
 

(
８

)
収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
、
条
例

第
１

５
条

及
び
規

則
第

１
４
条

で
は
、
議

長
は
、
交

付
翌
年

度
の

６
月

３
０
日
か

ら
収

支
報

告
書

等
を

一
般

の
閲

覧
に
供

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る
。
 

次
に

７
、

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確
認

作
業

、
閲

覧
準

備
に

つ
い
て

、
 

会
派

や
交

付
対

象
議

員
の

政
務

活
動
費

の
支

出
に

お
け

る
議

会
局
に

よ
る

点
検
・
確

認
作

業
を
行

う
に

当
た

っ
て
、
会

派
や

交
付

対
象

議
員

の
政

務
活

動
の
実

績
に

つ
い

て
、
提
出

さ
れ
た

収
支

報
告

書
や

領
収

書
、
政

務
活

動
記

録
票

等
か

ら

確
認

す
る

が
、
政
務

活
動

費
の

性
格
や

本
市

の
指

針
の

策
定

経
過
か

ら
、
そ
の

政
務

活
動

の
内
容

自
体

を
議

会
局

が
確

認

す
る

も
の

で
は

な
い

。
こ

の
た

め
、
議
会

局
で

は
、
会
派
や

交
付
対

象
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た
収

支
報

告
書

や
領

収
書

そ

の
他

の
支

出
を

証
明

す
る

書
類

を
閲
覧

に
供

す
る

に
当

た
り

、
条

例
、
規
則

の
明

白
な
違

反
、
指

針
上
の

明
白
な

誤
り

の

確
認

の
ほ

か
、
按

分
率
等

の
説

明
な
ど

書
類

の
記

載
内

容
、
充

当
金

額
・
数
字

の
転

記
・
合

計
額

等
の

誤
り

、
費

用
弁

償

と
の

重
複

な
ど

の
経

理
内

容
、
添

付
書

類
の

不
備

、
押

印
漏

れ
等
の

点
検
・
確

認
を

行
っ

て
い
る

。
ま

た
、
支
出

を
証

明

す
る

書
類

の
提

出
に

当
た

っ
て

は
、
市

政
の

調
査

研
究

活
動

と
の
関

連
性

を
明

確
に

位
置

付
け
る

た
め

に
、
会
派

及
び

議

員
が

政
務

活
動

記
録

票
を

は
じ

め
と
し

て
、
帳
票

上
で

自
ら

分
か
り

や
す

く
説

明
を

行
う

よ
う
に

促
す

と
と

も
に

、
多

岐

に
わ

た
る

市
政

の
調

査
研

究
活

動
が
「
調

査
研

究
に

資
す
る

た
め
に

必
要

な
経

費
」
で
あ

る
か
に

つ
い

て
は
、
条
例
、
指

針
、
裁

判
例

等
を

参
考
に

し
な

が
ら
、
会

派
・
議
員

が
自
ら

適
正
な

判
断

を
行

っ
て

い
け

る
よ
う

に
サ

ポ
ー

ト
を

行
っ

て

い
る

。
 

次
に

、
(
１

)
四

半
期

ご
と

の
整

理
に

つ
い

て
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

四
半

期
ご

と
に

支
出

伝
票

や
領

収
書

、

会
計

帳
簿

等
の

整
理

を
行

っ
て

お
り
、

こ
の

時
点

で
書

類
の

そ
ろ
え

方
や

記
載

方
法

等
の

問
合
せ

も
多

く
あ

る
。
 

(
２

)
４
月

３
０

日
ま

で
の

収
支

報
告
書

等
の

提
出

、
会

派
及

び
交
付

対
象

議
員

は
、
収
支

関
係
書

類
等

の
修

正
等
を
行

い
、
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

３
０

日
ま

で
に

収
支
報

告
書

と
支

出
に

係
る

領

収
書

、
そ

の
他

の
支

出
を

証
明

す
る
書

類
の

写
し

を
議

長
宛

て
に
提

出
す

る
。
 

(
３

)
５
月

か
ら

６
月

に
か

け
て

の
議
会

局
に

よ
る

点
検
・
確

認
作
業
、
閲
覧

準
備
、
ア
、
４
月

３
０

日
の

収
支

報
告
書

等
の

提
出

後
、
議
会

局
で

は
、
会

派
及

び
交

付
対

象
議

員
か

ら
提
出

さ
れ

た
収

支
報

告
書

や
領
収

書
そ

の
他

支
出

を
確

認

で
き

る
書

類
の

点
検
・
確
認
作
業

を
６

月
３

０
日

の
閲

覧
に

間
に
合

う
よ

う
に

行
う
。
な

お
、
こ
の

点
検
・
確
認
作
業
に

の
締

結
並

び
に

財
産

の
取

得
及

び
処
分

等
に

つ
い

て
議

決
権

を
有
し
、
さ
ら

に
は
、
近
時
の

社
会
情

勢
の

複
雑

化
に

伴
い

、

多
様

化
・
高

度
化

す
る

地
域
住

民
の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政
施

策
等

に
対

す
る

迅
速

か
つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ

て
い

る
中
、
議
会

の
構
成

員
で

あ
る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関
す

る
諸

制
度
、
当

該
地

方
公
共

団
体
の

抱
え

る
政

治
的
、
行

政
的

諸
課

題
、
さ
ら

に
は

諸
外
国

の
動

向
等
に

対
す

る
広

範
な

知
識

が
必
要

と
さ

れ
、
こ
れ

ら
に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の

活
動
が

不
可

欠
と

な
っ

て
お

り
、
議
員

活
動

の
活

性
化
を

図
る
た

め
要

す
る

経
費

の
一

部

を
政

務
活

動
費

と
し

て
交

付
し

て
い
る

。
 

イ
、
実

費
弁

償
の

原
則
、
政
務

活
動
費

は
、
市

政
調

査
研
究

そ
の
他

の
活

動
の

た
め

に
、
実
際

に
要

し
た

費
用

に
充
当

す
る

実
費

弁
償

を
原

則
と

し
て

い
る
。
 

ウ
、
按
分

に
よ

る
支

出
、
会
派

及
び
議

員
に

よ
る
「
調

査
研

究
そ
の

他
の

活
動
（
政

務
活

動
）」

と
、
そ

れ
以

外
の
政
党

活
動
、
選

挙
活
動

、
後

援
会
活

動
な
ど

が
渾

然
一

体
と

な
っ

て
行
わ

れ
、
調

査
研
究

そ
の

他
の
活

動
に

資
す

る
部

分
が

明

ら
か

で
な

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務
活

動
費

に
よ

っ
て

支
出

す
る
こ

と
は

不
適

当
で

あ
り

、
他
の

活
動

の
実

績
に

応
じ

て

按
分

し
支

出
し

て
い

る
。

 

エ
、
執
行

に
あ

た
っ

て
の

原
則

、
政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て
は

、
条

例
、
指
針

に
よ

る
ほ
か

、
会

派
又

は
議
員
の

自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る
た

め
、
政

務
活

動
費
が

調
査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す
る

た
め

必
要

な
経

費
を

賄

う
も

の
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
会

派
及

び
議

員
の

責
任
に

お
い
て

適
正

な
執

行
に

努
め

る
こ
と

と
さ

れ
て

い
る
。
ま

た
、

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か
ら

、
使

途
内

容
等

に
つ

い
て
の

透
明

性
の

確
保

が
求

め
ら
れ

て
い

る
た

め
、
会
派

又

は
議

員
に

お
い

て
市

民
へ

の
説

明
責
任

を
果

た
す

と
と

も
に

、
支

出
伝

票
な

ど
に

お
け
る

説
明
の

充
実

に
努

め
る

こ
と

と

さ
れ

て
い

る
。
 

次
に

５
、

政
務

活
動

費
の

支
出

範
囲
と

支
出

で
き

な
い

経
費

に
つ
い

て
、
 

運
用

指
針

で
は
、
条

例
第

１
０

条
別
表

の
９

種
類

の
経

費
区

分
ご
と

に
支

出
の

考
え

を
記

載
し
て

い
る
。
ま
た
、
政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

な
い
支

出
不

可
の

経
費

も
記

載
し
て

い
る

。
 

(
１

)
調
査

研
究

費
、
会
派

又
は

交
付
対

象
議

員
が

市
の

事
務

、
地
方

行
財

政
等

に
関

し
て

調
査
研

究
を

す
る

の
に
要
す

る
経

費
で

あ
り
、
経

費
内
容
は

、
会

場
借

上
料

、
委

託
料
、
講
師

謝
礼

、
食

糧
費

、
印
刷

製
本
費
、

消
耗

品
費

、
資
料

購

入
費

、
旅

費
、

バ
ス

等
借

上
料

、
出
席

負
担

金
等

と
し

て
い

る
。
 

(
２

)
研
修

費
、
会
派

又
は

交
付

対
象
議

員
が

研
修

会
を

開
催

し
、
又

は
他

の
団

体
等

が
開

催
す
る

研
修

会
に

参
加
す
る

の
に

要
す

る
経

費
で

あ
り

、
経

費
内
容

は
、
会
場

借
上

料
、
委

託
料
、
講
師

謝
礼

、
食

糧
費
、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

資
料

購
入

費
、

旅
費

、
出

席
負

担
金
等

と
し

て
い

る
。
 

(
３

)
広
報
・
広
聴

費
、
会
派
又

は
交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
若
し

く
は

市
政

に
つ

い
て

市
民
に

広
報

し
、
又
は
市
民

の
要

望
、
意

見
等

の
聴

取
若
し

く
は
市

民
相

談
を

行
う

の
に

要
す
る

経
費

で
あ

り
、
経
費

内
容
は
、
会
場

借
上

料
、
印

刷

製
本

費
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
製

作
費
、

食
糧

費
、

送
料

、
旅

費
等
と

し
て

い
る

。
 

(
４

)
要
請
・
陳

情
活

動
費

、
会

派
又
は

交
付

対
象

議
員

が
国

等
に
対

す
る

要
請

又
は

陳
情

の
活
動

を
行

う
の

に
要
す
る

経
費

で
あ

り
、

経
費

内
容

は
、

印
刷
製

本
費

、
旅

費
等

と
し

て
い
る

。
 

(
５

)
会
議

費
、
会
派

又
は

交
付

対
象
議

員
が

各
種

会
議

を
開

催
し
、
又
は

他
の

団
体

等
が

開
催
す

る
意

見
交

換
会
等
各

種
会

議
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経
費

で
あ

り
、
経

費
内
容

は
、
会

場
借
上

料
、
委

託
料

、
食
糧

費
、
印

刷
製

本
費
、
消

耗
品

費
、

資
料

購
入

費
、

旅
費

、
出
席

負
担

金
等

と
し

て
い

る
。
 

(
６

)
資
料

費
、
会

派
又
は

交
付

対
象
議

員
が

そ
の

活
動

に
必

要
と
す

る
資

料
を

購
入

し
、
若
し

く
は

利
用

し
、
又
は
作

成
す

る
の

に
要

す
る

経
費

で
あ

り
、
経

費
内
容

は
、
印

刷
製

本
費
、
委

託
料

、
図
書

雑
誌

購
入
費

、
新
聞

購
読

料
、
デ
ー

タ
ベ

ー
ス

利
用

料
等

と
し

て
い

る
。
 

(
７

)
人
件

費
、
会
派

又
は

交
付

対
象
議

員
が

そ
の

活
動

の
補

助
者
を

雇
用

す
る

の
に

要
す

る
経
費

で
あ

り
、
経
費
内
容

は
、

報
酬

・
日

当
、

交
通

費
、

社
会
保

険
料

等
と

し
て

い
る

。
 

(
８

)
事
務

費
、
会
派

又
は

交
付

対
象
議

員
が

そ
の

活
動

に
係

る
事
務

を
処

理
す

る
の

に
要

す
る
経

費
で

あ
り

、
経
費
内

容
は

、
消

耗
品

費
、

事
務

機
器

・
備
品

等
賃

借
料

、
事

務
機

器
・
備

晶
等

購
入

費
、

電
話

料
、
送

料
等

と
し

て
い

る
。

 

(
９

)
事
務

所
費
、
会
派

又
は
交

付
対
象

議
員

が
そ

の
活

動
に

必
要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理
に

要
す

る
経

費
で

あ
り
、

経
費

内
容

は
、

事
務

所
賃

借
料

、
維
持

管
理

費
等

と
し

て
い

る
。
 

(
１

０
)は

支
出

不
可

と
し

て
い

る
経
費

は
、
ア

、
せ
ん

別
、
慶

弔
、
寸

志
、
病

気
見

舞
、
年

賀
状

の
購

入
及
び
印
刷
代

金
等

の
交

際
費

的
な

経
費

、
イ

、
党
費

、
党

大
会

賛
助

金
、
党

大
会

参
加

費
、
党
大

会
に

参
加
す

る
た

め
の

旅
費

等
の

政
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政
務

活
動

費
に

係
る

法
令

等
（

本
件
措

置
請

求
に

関
連
す

る
部
分

の
み

）
 

１
 

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律
第

67
号
）
 

 
 
第

1
0
0
条

 
略
 

 
 

2～
1
3 

略
 

 
 

1
4 

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
そ

の
議

会
の

議
員

の
調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の
一

部
と
し

て
、
そ
の

議
会

に
お

け
る
会

派
又

は
議

員
に

対
し

、
政

務
活
動

費
を

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
当

該
政

務
活

動
費
の

交
付

の
対

象
、
額
及

び
交
付

の
方

法
並
び
に

当
該

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が
で

き
る

経
費

の
範

囲
は

、
条
例

で
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
 

1
5 

前
項

の
政

務
活

動
費

の
交
付

を
受

け
た

会
派

又
は

議
員
は

、
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

、
当

該
政

務
活

動

費
に

係
る

収
入

及
び

支
出

の
報

告
書
を

議
長

に
提

出
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 
 

1
6 

議
長

は
、
第

1
4
項
の

政
務
活

動
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の
使

途
の

透
明

性
の

確
保

に
努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

1
7～

2
0 

略
 

２
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

（
平
成

13
年
川

崎
市

条
例
第

1
1
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、
地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年
法

律
第

6
7
号

）
第

1
00

条
第

1
4
項

か
ら

第
1
6
項
ま

で
の
規
 

定
に

基
づ

き
、
川
崎

市
議

会
議

員
の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の
一

部
と

し
て
、
議
 

会
に

お
け

る
会

派
及

び
議

員
に

対
し
、
政

務
活

動
費

を
交
付

す
る
こ

と
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の
と
す
 

る
。
 

 
 

 
（

会
派

及
び

議
員

の
責

務
）
 

 
 

第
２

条
 

会
派
（

所
属
議

員
が
１

人
で

あ
る

場
合

を
含

む
。
以
下

同
じ

。）
及
び

議
員

は
、
政

務
活
動

費
の

交
付
が

、
 

 
 

 
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活
動

を
充

実
し
、
議
会
の

活
性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目
的
 

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

交
付

の
対

象
及

び
額

）
 

 
 

第
３

条
 

政
務

活
動

費
は

、
議

長
に

結
成

の
届

出
が

あ
っ

た
会

派
及

び
当

該
会

派
の

議
員

（
次

項
の

規
定

に
よ

り

5
0
,
0
00

円
の

額
を

選
択

し
た
会

派
に
所

属
す

る
議

員
に

限
る

。
以
下

「
交

付
対

象
議

員
」

と
い

う
。）

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

会
派

に
対

す
る

政
務

活
動
費

の
月

額
は

、
4
5
0
,0
00

円
又
は

5
0,
0
00

円
の

う
ち
か

ら
各

会
派
が

選
択

し
た

額
に

当
該

会
派

の
所

属
議

員
数

を
乗

じ
て
得

た
額

と
す

る
。
 

 
 

３
 

交
付

対
象

議
員

に
対

す
る
政

務
活

動
費

の
月

額
は

、
4
00
,
0
00

円
と

す
る

。
 

 
 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
会
派

が
選

択
し

た
額

は
、
当

該
選

択
し

た
額

に
係

る
年

度
交
付

分
に

つ
い

て
は

、
変

更

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

 
（

交
付

の
方

法
）

 

 
 

第
４

条
 

政
務

活
動

費
は

、
規
則

で
定

め
る

政
務

活
動

費
の
交

付
日
（
以

下
「
交
付

日
」
と

い
う

。
）
に
お

け
る
会

派

及
び

交
付

対
象

議
員

に
対

し
て

交
付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
条

第
２

項
の

所
属

議
員
数

は
、

交
付

日
に

お
け

る
各
会

派
の

所
属

議
員

数
と

す
る
。
 

 
 

３
 

各
会

派
の

所
属

議
員

数
の
算

定
に

つ
い

て
は

、
同

一
議
員

に
つ

き
重

複
し

て
行

う
こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

４
 

交
付

日
に

お
い

て
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
の

事
由

が
生
じ

た
と

き
は
、
当
該
交

付
日
の

属
す

る
月

分
の

政
務

活

動
費

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
由

が
生
じ

な
か

っ
た

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

 
(1
)
 
議

員
の

任
期

満
了

 

 
 

 
(2
)
 
議

会
の

解
散

 

 
 

 
(3
)
 
議

員
の

辞
職

、
失

職
、
死

亡
又

は
除

名
 

 
 

 
(4
)
 
議

員
の

所
属

会
派

か
ら
の

脱
会

又
は

除
名
 

 
 

 
(5
)
 
会

派
の

解
散

 

 
 

 
(6
)
 
議

員
の

会
派

へ
の

加
入
 

 
 

５
 

新
た

に
会

派
を

結
成

し
、
又

は
新

た
に

交
付

対
象

議
員
と

な
り

、
次

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た

場
合

で
、
当
該

申
請

の
あ

っ
た

日
が
、
そ
の

日
の

属
す

る
月

の
交
付

日
前

で
あ

る
と

き
は

当
該

月
分
の

政
務

活
動

費
か

ら
、

当
該

交
付

日
以

後
で

あ
る
と

き
は

当
該

月
の

翌
月

分
の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る
。
 

 
 

６
 

一
般

選
挙

が
行

わ
れ

た
た
め
、
新
た

に
会
派

を
結

成
し
、
又

は
新

た
に
交

付
対

象
議
員

と
な

り
、
次
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

場
合
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
当
該

申
請

の
あ

っ
た

日
の
属

す
る

月
分

の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
月

分
と

し
て

、
既

に
政

務
活

動
費

が
交

付
さ

れ
て

い
る
場

合
は
、

別
紙

４
 

お
い

て
、
広

報
紙

で
政
務

活
動

と
明
ら

か
に

関
連

し
な

い
も

の
が
あ

る
場

合
に

は
、
会
派
・
交

付
対

象
議

員
か
ら

広
報
紙

の
原

本
を

提
供

し
、

按
分

率
を

確
認

す
る

が
、

確
認

後
、

広
報

紙
の

原
本

は
会

派
・

交
付

対
象

議
員

に
返

却
し

て
い

る
。

ま
た

、
事

務
所

に
つ

い
て

は
、
議

員
本

人
に

確
認

の
上

、
議

長
宛
て

に
提

出
さ

れ
る

事
務

所
名
、
所
在

地
、
床
面

積
等

を

記
載

し
た

政
務

活
動

事
務

所
台

帳
や
賃

貸
借

契
約

書
の

写
し

を
も
っ

て
事

務
所

の
使

用
を

確
認
し

て
い

る
。
 

令
和

２
年

度
の

政
務

活
動

費
交

付
分

で
は

、
市

議
会

全
体

で
６

,
５

０
０

件
強

の
支

出
が

あ
り

、
そ

の
１

件
１

件
に

つ

い
て

内
容

を
点

検
・
確
認

し
て

い
る
。
ま

た
、
ミ
ス

を
防
ぐ

た
め
複

数
職

員
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ
ェ

ッ
ク

に
よ

り
作

業
を

し

て
い

る
。
な

お
、
点

検
・
確
認

作
業
で

議
員

と
の

確
認

を
要

す
る
支

出
が

あ
る

場
合
、
市

議
会
議

員
は

毎
日

登
庁

し
て

い

る
も

の
で

は
な

い
た

め
、

議
員

と
の
確

認
作

業
に

時
間

を
要

し
て
い

る
と

い
っ

た
こ

と
も

あ
る
。
 

イ
、
議

会
局

に
よ

る
点
検
・
確

認
作
業

が
終

了
し

た
ら

、
情

報
公
開

条
例

第
８

条
に

規
定

す
る
不

開
示

情
報

を
マ
ス
キ

ン
グ

す
る

。
令

和
２

年
度

政
務

活
動
費

交
付

分
で

は
、
市
議

会
全
体

で
６

,
５

０
０

件
強
の

支
出
が

あ
り

、
そ

の
１

件
１

件

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
内

容
を

確
認
し

な
が

ら
マ

ス
キ

ン
グ

を
す
る

。
こ

の
マ

ス
キ

ン
グ

作
業
で

も
、
ミ
ス

を
防

ぐ
た

め

に
複

数
職

員
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ
ク

を
し

て
い

る
。
 

(
４

)
６
月

３
０

日
か

ら
の

収
支

報
告
書

等
の

閲
覧
、
政
務
活

動
費
の

交
付

を
受

け
た

日
の

属
す
る

年
度

の
翌

年
度
の
６

月
３

０
日

か
ら

一
般

の
閲

覧
に

供
す
る

。
 

令
和

２
年

度
の

政
務

活
動

費
交

付
分

で
は

、
市

議
会

全
体

で
６

,
５

０
０

件
強

の
支

出
が

あ
り

、
議

会
局

で
は

閲
覧

ま

で
の

時
間

的
な

制
約

が
あ

る
中

で
、
こ
の

膨
大

な
書
類

の
点

検
・
確
認

作
業

、
閲

覧
に
係

る
個
人

情
報

の
マ

ス
キ

ン
グ

作

業
、

閲
覧

書
類

の
コ

ピ
ー

を
行

っ
た
上

で
、

簿
冊

に
整

理
し

、
収
支

報
告

書
及

び
領

収
書

等
を
公

開
し

て
い

る
。
 

最
後

に
８

、
職

員
措

置
請

求
書

の
内
容

に
つ

い
て

、
 

(
１

)
各
務

雅
彦

議
員

及
び

吉
沢

直
美
議

員
に

対
す

る
も

の
に

つ
い
て
、
ア
、
請

求
人

が
提
出

し
た
職

員
措

置
請

求
書

は
、

各
務

議
員

及
び

吉
沢

議
員

の
広

報
・
広
聴

費
に

お
け

る
広
報

紙
に
関

す
る

内
容

で
あ

る
が

、
運

用
指

針
で

は
、
広

報
・
広

聴
費

に
お

い
て

、
広

報
紙

等
の

作
成
及

び
印

刷
等

に
つ

い
て

は
、
内

容
に

よ
り

政
務

活
動

と
関
連

性
を

個
別

に
判

断
し

必

要
な

按
分

に
よ

っ
て

支
出

す
る

こ
と
、
広

報
紙

に
つ

い
て
は

政
務
活

動
に

明
ら

か
に

関
連

し
な
い

も
の

を
除

い
て

支
出

可

能
で

あ
る

こ
と
、
政
務

活
動
と

無
関
係

な
内

容
等

が
含

ま
れ

て
い
る

場
合

は
紙

面
の

面
積

に
応
じ

適
切

に
按

分
す

る
こ

と

と
な

っ
て

お
り
、
事
務

局
で
の

点
検
・
確

認
作

業
で

は
、
両

議
員
か

ら
当

該
広

報
紙

を
提

供
し
て

も
ら

い
、
広

報
紙
の

内

容
に

よ
り

按
分

率
を

確
認

し
て

い
る
。
 

イ
、
議
会

局
で
は

、
両
議

員
か

ら
提
出

さ
れ

た
支

出
伝

票
、
請

求
書

、
領
収

書
、
振

込
済

通
知
書

を
点

検
・
確
認
し
た

と
こ

ろ
、
条

例
、
規
則

の
明

白
な
違

反
、
指

針
上

の
明

白
な
誤

り
、
書
類

の
記

載
内

容
・
経
理

内
容
、
添

付
書

類
の

不
備
、

押
印

漏
れ

等
に

つ
い

て
点

検
し

、
誤

り
や

不
備

の
な

い
こ
と

を
確
認

し
て

い
る
。
ま
た

、
個

々
の
支

出
に

つ
い

て
、
条
例

、

指
針

を
踏

ま
え

た
支

出
で

あ
る

こ
と
を

両
議

員
か

ら
確

認
し

て
い
る

。
 

(
２

)
秋
田

恵
議

員
に

対
す

る
も

の
、
ア
、
請
求

人
が

提
出
し

た
職
員

措
置

請
求

書
は

、
秋

田
議
員

の
事

務
所

費
の
賃
借

料
及

び
光

熱
水

費
に

関
す

る
内

容
で
あ

る
が
、
運
用

指
針
で

は
、
事
務

所
費

に
お

い
て
、
事
務

所
と

は
、
事

務
所

と
し

て

の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
に

限
り
、
事
務

所
と

し
て

の
実

体
に
つ

い
て

は
、
使
用

実
績
・
看
板
・
表

札
等

の
外

形
、
常

勤
事

務
員

の
有

無
、
備

品
の
内

容
、
賃
借

目
的

等
、
諸

般
の

事
情
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断
す

る
こ

と
、
事

務
所
の

形

態
に

つ
い

て
、
ビ

ル
等
の

一
室

な
ど
の

不
動

産
を

借
り

て
個

人
事
務

所
を

開
設

し
て

い
る

場
合
は
、
賃
借

料
、
光
熱
水

費

と
い

っ
た

維
持

管
理

費
、
事
務

費
の
支

出
が

可
能

で
あ

る
こ

と
、
事

務
所

の
賃

借
料
・
光

熱
水
費
・
駐

車
場

、
そ

の
他

維

持
管

理
費

等
及

び
事

務
費

に
つ

い
て
は

、
合

理
的

か
つ

明
確

な
区
分

が
で

き
な

い
限

り
、
按

分
し

支
出

す
る

必
要

が
あ

る

と
な

っ
て

お
り
、
秋

田
議

員
は

２
分
の

１
を

按
分

し
支

出
し

て
い
る
。
ま
た

、
事

務
所
へ

の
政
務

活
動

費
の

支
出

を
行

う

に
当

た
り
、
事
務

所
名
、
所
在

地
、
床
面

積
等

を
記
載

し
た

政
務
活

動
事

務
所

台
帳

と
賃

貸
借
契

約
書

の
写

し
を

議
長

宛

て
に

提
出

し
て

い
る

。
 

イ
、
議
会

局
で
は

、
秋
田

議
員

か
ら
提

出
さ

れ
た

支
出

伝
票

、
領
収

書
等
を

点
検
・
確
認

し
た
と

こ
ろ

、
条
例

、
規
則

の
明

白
な

違
反
、
指
針

上
の
明
白

な
誤

り
、
書
類
の

記
載
内

容
や
経

理
内

容
、
添

付
書
類

の
不
備
、
押
印

漏
れ

等
に
つ
い

て
点

検
し

、
誤

り
や

不
備

が
な

い
こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。
ま

た
、
個
々

の
支

出
に

つ
い

て
、
条

例
、
指
針

を
踏

ま
え

た

支
出

で
あ

る
こ

と
を

秋
田

議
員

か
ら
確

認
し

て
い

る
。
 

陳
述

書
の

以
降

の
ペ

ー
ジ

に
つ

い
て
は
、
議
会

局
に

よ
る
点

検
・
確
認

作
業

を
行

う
際
の

ポ
イ
ン

ト
を

記
載

し
て

い
る
。 

※
関

係
職

員
の

陳
述

の
要

旨
を

ま
と
め

て
い

る
。
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（

交
付

の
決

定
の

取
消

し
）
 

 
 

第
1
3
条
 

市
長

は
、
会

派
又
は

交
付

対
象

議
員

に
お

け
る
政

務
活

動
費

の
支

出
が

こ
の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基

づ
く

規
則

の
定

め
に

違
反

し
た

も
の
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、
当
該

交
付

の
決

定
の
全

部
又

は
一
部

を
取

り
消

し
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
、
そ

の
旨

を
会

派
の
代

表
者
又

は
交

付
対

象
議

員
に

通
知

す
る
も

の
と

す
る
。 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
の

返
還

命
令
）
 

 
 

第
1
4
条

 
市

長
は

前
条
の

規
定
に

よ
り

、政
務
活

動
費
の

交
付
の

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り
消

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
会
派

の
代

表
者

又
は

交
付

対
象
議

員
に

期
限

を
定

め
て

、
既

に
交
付

し
た

政
務

活
動

費
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
す
る

よ
う

命
ず

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
5
条

 
議

長
は

、
第

1
1
条

第
１

項
及

び
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

収
支

報
告

書
等

が
提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、
不

開
示
情

報
（
川

崎
市

情
報
公

開
条
例
（

平
成

1
3
年

川
崎
市

条
例
第

１
号
）
第
８

条

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

を
い

う
。
）

が
記

録
さ

れ
て

い
る

部
分

を
除

き
、

当
該

収
支

報
告

書
等

を
一

般
の

閲
覧

に
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、

そ
の

写
し

を
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

収
支
報

告
書

等
の

閲
覧

に
係

る
手
数

料
は

、
無

料
と

す
る

。
 

 
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
交

付
を

行
う

場
合

に
お

け
る

当
該

写
し

の
作

成
及

び
送

付

に
要

す
る

費
用

は
、

そ
の

写
し

を
請
求

す
る

者
の

負
担

と
す

る
。
 

 
 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
し

、
又
は

そ
の

写
し

の
交

付
を

受
け
た

者
は

、
そ

れ
に

よ
っ

て

得
た

情
報

を
適

正
に

用
い

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
6
条

 
第

1
1
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

て
い

る
会
派

が
解

散
し

、
所

属
議

員

が
１

人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議
員

が
辞

職
し
、
失
職
し

、
死

亡
し

、
若

し
く

は
除

名
さ

れ
、
議
会

が
解

散
し

、

議
員

の
任

期
が

満
了

し
、
又
は

交
付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
1
1
条

第
１

項
中
「
代

表
者
」
と
あ

る
の

は
「

代
表

者
で
あ

っ
た
者
（

所
属

議
員

が
１

人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の

相
続

人
そ
の

他
の
一

般
承

継
人

）」
と
、「

交
付

対
象

議
員
」
と
あ

る
の

は
「
交

付
対

象
議
員

で
あ

っ
た
者
（

交
付

対
象
議

員
が

死
亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の
他

の
一

般
承

継
人

）」
と

、「
前
年

度
」
と

あ
る

の
は
「
会

派
が

解
散
し

、
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

辞
職

し
、
失

職
し
、
死

亡
し

、
若
し

く
は
除

名
さ

れ
、
議

会
が
解

散
し

、
議
員

の
任
期

が
満

了
し

、
又

は
交

付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
年
度

」
と
、「

毎
年

４
月

3
0
日

ま
で

に
」
と

あ
る

の
は
「

速
や

か
に
」
と

、
第

1
2
条
、
第

1
3
条

及
び

第
14

条
の

規
定

中
「
代

表
者

」
と
あ

る
の
は
「

代
表

者
で

あ
っ
た

者
（

所
属

議
員

が
１

人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」

と
、

「
交

付
対

象
議

員
」
と
あ

る
の

は
「

交
付

対
象

議
員
で

あ
っ

た
者
（
交

付
対

象
議
員

が
死

亡
し
た

場
合

に
あ
っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他

の
一

般
承
継

人
）
」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

委
任

）
 

 
 
第

1
7
条

 
こ

の
条

例
に
定

め
る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の
実

施
の

た
め

必
要

な
事

項
は
、

規
則

で
定

め
る

。
 

 
 

 
 

 
 
附
 

則
 

 
 

 
 
こ
の

条
例

は
、

平
成

1
3
年

4
月

1
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

 
 

 
 

 
 
附
 

則
 

略
 

 
別

表
（
第

1
0
条

関
係

）
 

経
費

の
区

分
 

支
出

で
き

る
経

費
 

内
容
 

種
類
 

１
 

調
査

研
究

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の

事
務

、
地

方
行

財
政

等
に

関
し

て
調

査
研

究
を

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委
託

料
、
講

師
謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消
耗

品
費

、
資
料

購
入

費
、
旅
費

、
バ
ス

等
借
上
料

、
出
席

負
担

金
等
 

２
 

研
修

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
研

修

会
を

開
催

し
、

又
は

他
の

団
体

等
が

開
催

す
る

研
修

会
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委
託

料
、
講

師
謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消
耗

品
費

、
資
料

購
入

費
、

旅
費

、
出

席
負

担
金

等
 

３
 

広
報

・
広

聴
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

若
し

く
は

市
政

に
つ

い
て

市
民

会
場

借
上

料
、
印

刷
製

本
費
、
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

等
製

作
費

、
食

糧
費

、
送
料

、
旅
費

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 
 

 
（

交
付

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
５

条
 

会
派

の
代

表
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、
当
該
議

員
を
い

う
。
以

下
同

じ
。）

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
そ
の

年
度

に
お
け

る
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

議
長

を
経

由
し

て
、
市

長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の
代
表

者
又

は
当

該
交

付
対

象
議

員
に

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

変
更

の
届

出
）

 

 
 

第
６

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は
、
前

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し
た

事
項

に
つ

い
て

変
更

が

あ
っ

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
市

長
に

届
け
出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 
（

増
額

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
７

条
 

前
条

の
場

合
に

お
い
て

、
会

派
の

所
属

議
員

の
数
の

増
加

に
伴

い
、
政
務

活
動
費

の
増

額
の

交
付

を
受

け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
会

派
の
代

表
者

は
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
議

長
を

経
由
し

て
、
市

長
に
申

請
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の
代
表

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

減
額

等
の

決
定

及
び

通
知
）
 

 
 

第
８

条
 

市
長

は
、
第
４

条
第
４

項
第

１
号

、
第

２
号

若
し
く

は
第

５
号

に
該

当
す

る
事
由

が
生

じ
た

と
き

、
又
は

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ
た

場
合

に
お

い
て
、
当

該
届
出

に
係

る
変

更
が

第
４

条
第

４
項
第

３
号

若
し

く
は

第
４

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

と
き

は
、
政
務

活
動

費
の
交

付
額

を
減

額
し

、
又

は
交

付
し
な

い
こ

と
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が
同

項
第

３
号

に
該

当
し

た
と

き
は

、
同

項
第

５
号
に

該
当

す
る

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交

付
額
を

減
額

し
、
又
は

交
付

し
な
い

こ
と

を
決

定
し

た
と

き

は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し
て
、
当
該

会
派
の

代
表

者
又
は

当
該

交
付
対
象

議
員

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た

だ
し

、
第

４
条
第

４
項
第

１
号
、
第

２
号

又
は

第
５

号
に
該

当
す

る
場

合
で

、
交

付
し

な
い

こ
と

と
し

た
と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
（

経
理

責
任

者
の

設
置

等
）
 

 
 

第
９

条
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す

る
た

め
、

所
属

議
員

の
中

か
ら

経
理

責
任

者
１
人

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
所
属
議

員
が

１
人
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

議
員

が
そ

の
職

務
を

行
う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
を

受
け

た
政

務
活

動
費

の
経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ
と

が
で

き
る

経
費

の
範

囲
）
 

 
 
第

1
0
条

 
政

務
活

動
費
は

、
会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

が
行
う

政
務

活
動
（
調

査
研

究
、
研

修
、
広
報

、
広
聴
（
市

民
相

談
を

含
む

。
）、

要
請
、
陳

情
、
各
種

会
議

の
開

催
、
各

種
会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題

及
び
市

民
の

意
思

を
把

握
し
、
そ
の

内
容

を
市
政

に
反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住
民

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
た

め
に
必

要
な

活
動

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
に

資
す

る
た

め
必

要
な
経

費
に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

政
務

活
動

費
は

、
別

表
に
定

め
る

政
務

活
動

に
資

す
る
た

め
必

要
な

経
費

に
充

て
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す

る
。
 

 
 

 
（

収
入

及
び

支
出

の
報

告
等
）
 

 
 

第
1
1
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
前

年
度

の
交

付
に

係
る

政

務
活

動
費

の
収

入
及

び
支

出
に

つ
い
て

の
報

告
書
（
以

下
「
収

支
報
告

書
」
と
い

う
。
）
を
作

成
し
、
毎
年

４
月

30

日
ま

で
に

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

収
支
報

告
書

を
提

出
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、
支

出
に
係

る
領
収

書
そ

の
他

の
支

出
を

証

明
す

る
書

類
（

以
下

「
領

収
書

等
」
と

い
う

。）
の
写

し
を
添

え
て
、

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
 

３
 

議
長

は
、
前

２
項
の

規
定
に

よ
る

収
支

報
告

書
及

び
領
収

書
等

の
写

し
（
以
下
「
収

支
報

告
書

等
」
と
い
う

。
）

の
提

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
速

や
か
に

そ
の

写
し

を
市

長
に

提
出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 

第
1
2
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
さ

れ
た

政
務

活
動

費
に

剰
余
金

が
生

じ
た

と
き

は
、

規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

市
長
に

返
還

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
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る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
（

請
求

書
の

提
出

）
 

 
 

第
８

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は

、
毎

月
、
当
該

月
分

の
政
務

活
動

費
に
つ

い
て
、
川

崎
市
金
銭
会
 

計
規

則
（

昭
和

39
年
川

崎
市
規

則
第

3
1
号

。
以

下
「
金

銭
会

計
規
則

」
と

い
う

。
）
第

8
2
条

の
規

定
に

よ
り
請
 

求
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
 

 
（

支
出

の
手

続
及

び
書

類
の
保

存
期

間
）
 

 
 

第
９

条
 

条
例
第

1
0
条
に

規
定
す

る
経

費
の

支
出

は
、

会
派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代

表
者
の

決
定

を
経

て
経

理
責

 

任
者

が
処

理
し

、
交

付
対

象
議

員
に
あ

っ
て

は
当

該
交

付
対

象
議
員

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
経
費

を
支

出
し
た

と
き

は
、
領
収

書
そ

の
他
の

支
出

を
確

認
す

る
書
類
 

（
以

下
「

支
出

確
認

書
類

」
と

い
う
。
）
を
徴

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
支

出
確

認
書

類
を
 

徴
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、
会

派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代
表

者
、
交
付

対
象

議
員

に
あ

っ
て
は

当
該
交
付
 

対
象

議
員

が
作

成
す

る
支

払
証

明
書
（
以

下
「

支
払

証
明
書

」
と

い
う

。）
を
も

っ
て

こ
れ

に
代

え
る
こ

と
が
で
き
 

る
。
 

 
 

３
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
毎
年

度
、
会
計

帳
簿

を
調

製
し
、
前
項

に
規
定

す
る

支
出

確
認

書
類

及

び
支

払
証

明
書

を
整

理
し

た
上

、
こ

れ
ら

を
収

支
報

告
書
を

提
出
し

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

し
て

５
年

を
経

過
す

る
日
ま

で
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書
）
 

 
 
第

10
条
 

条
例
第

11
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

の
提

出
は

、
政

務
活

動
費
収

支
報

告
書

（
会

派
用
） 

 
 

 
（

第
７

号
様

式
）
又

は
政

務
活

動
費

収
支

報
告

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
７
号

様
式
の

２
）
に
よ

る
も

の
と

す
 

る
。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 
第

1
1
条

 
条

例
第

1
2
条

の
規
定

に
よ

る
剰

余
金

の
返

還
は
、
市
長

の
発

行
す

る
納

付
書
に

よ
り

、
速

や
か

に
行
う
 

 
 

 
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

交
付

の
決

定
の

取
消

通
知
）
 

 
 
第

12
条
 

条
例
第

13
条

の
規
定

に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交
付

の
決

定
の

全
部

又
は

一
部
を

取
り

消
し

た
と

き
は

、

取
消

し
の

内
容

及
び

理
由

を
記

載
し
た

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

返
還

命
令

）
 

 
 
第

1
3
条

 
条

例
第

1
4
条

の
規
定

に
よ

る
返

還
命

令
は

、
返

還
の

期
限

そ
の

他
必
要

な
事
項

を
記

載
し

た
書

面
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

条
例
第

14
条
の

規
定

に
よ
る

政
務

活
動

費
の

返
還

は
、
金

銭
会

計
規

則
第

5
2
条

又
は
第

6
0
条

の
規

定
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
4
条

 
条

例
第

1
5
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

等
の

閲
覧

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

た
日

の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

６
月

3
0
日

か
ら

、
議

会
局

に
お
い

て
休
日

を
除

く
日

の
午

前
８

時
3
0
分
か

ら
午

後
５

時
ま

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
項

の
収

支
報

告
書

等
を
閲

覧
す

る
者

は
、
当
該

収
支
報

告
書

等
を

汚
損

し
、
又

は
破

損
す

る
こ

と
が

な
い

よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

３
 

条
例

第
1
5
条
第
３

項
に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

等
の
写

し
の

作
成

及
び

送
付

に
要
す

る
費

用
は

、
前

納
と

す

る
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
5
条

 
第

９
条

第
３
項

及
び
第

10
条
か

ら
前

条
ま
で

の
規
定

は
、
政

務
活

動
費

の
交

付
を

受
け

て
い

る
会

派
が

解
散

し
、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
辞
職

し
、
失

職
し
、
死
亡

し
、
若
し

く
は

除
名

さ

れ
、
議

会
が

解
散

し
、
議
員

の
任

期
が
満

了
し
、
又
は

交
付

対
象

議
員
で

な
く

な
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準
用

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
３
項

中
「

経
理

責
任

者
」
と

あ
る

の
は
「
経

理
責

任
者

で
あ
っ

た
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」
と

、「
交

付
対

象
議

員
」
と

あ
る

の
は
「
交

付
対

象
議

員
で
あ

っ
た

者
（

交
付

対
象

議
員

が
死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他
の

一
般

承
継

人
）
」
と
読

み
替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

 
こ

の
規

則
は

、
平

成
1
3
年

4
月

1
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略

 

に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要
望

、
意
見

等
の

聴
取

若
し

く
は

市
民

相
談

を
行

う
の

に
要

す
る

経
費
 

等
 

４
 

要
請

・
陳

情
活

動
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
国

等

に
対

す
る

要
請

又
は

陳
情

の
活

動
を

行
う

の
に

要
す

る
経

費
 

印
刷

製
本

費
、

旅
費

等
 

５
 

会
議

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
各

種

会
議

を
開

催
し

、
又

は
他

の
団

体
等

が
開

催
す

る
意

見
交

換
会

等
各

種
会

議
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委
託

料
、
食

糧
費

、
印
刷

製
本

費
、
消
耗

品
費

、
資
料

購
入

費
、
旅

費
、

出
席

負
担

金
等
 

６
 

資
料

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
と

す
る

資
料

を
購

入

し
、
若
し

く
は

利
用

し
、
又
は
作

成
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

印
刷

製
本

費
、
委

託
料
、
図
書
雑

誌
購
入

費
、
新

聞
購

読
料
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス

利
用

料
等
 

７
 

人
件

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

の
補

助
者

を
雇

用
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

報
酬
・
日

当
、
交

通
費

、
社
会
保

険
料
等

８
 

事
務

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
係

る
事

務
を

処
理

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

消
耗

品
費
、
事
務

機
器
・
備
品
等
賃

借
料

、

事
務

機
器

・
備

品
等

購
入

費
、

電
話
料

、

送
料

等
 

９
 

事
務

所
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費
 

事
務

所
賃

借
料

、
維

持
管

理
費

等
 

３
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
（

平
成

13
年
川
崎

市
規
則
第

1
6
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

川
崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費

の
交
付

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
3
年
川

崎
市

条
例
第

1
1

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。）

の
実
施

の
た

め
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

用
語

）
 

 
 

第
２

条
 

こ
の

規
則

で
使

用
す
る

用
語

の
意

義
は

、
条

例
で
使

用
す

る
用

語
の

例
に

よ
る
。
 

 
 

 
（

交
付

日
）
 

 
 

第
３

条
 

条
例

第
４

条
第

１
項
の

規
則

で
定

め
る

交
付

日
は
毎
月

1
0
日

と
す

る
。
た

だ
し
、

そ
の

日
が

川
崎

市
の

 

 
 

 
休

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

川
崎

市
条

例
第

16
号
）
第
１

条
第

１
項

に
掲

げ
る

市
の
休

日
（
以

下
「

休
日
」

と
い

う
。
）
に

当
た

る
と

き
は
、

休
日
の

前
日

を
交

付
日

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
４

条
第

６
項
（

た
だ

し
書

を
除

く
。
）
の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

を
交

付
す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
市

長
が
指

定
す

る
日

を
交

付
日

と
す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
書
及

び
政

務
活

動
費

交
付

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
４

条
 

条
例

第
５

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

交
付

申
請
書
（
会

派
用

）（
第
１

号
様

式
）
又

は
政

務
活

動
費

交
付

申
請

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
１
号

様
式
の

２
）

に
よ

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
５

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
交

付
決

定
通

知
書
（
第

２
号

様
式

）
に

よ
る
も

の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事
項

変
更

届
）
 

 
 

第
５

条
 

条
例

第
６

条
の

規
定
に

よ
る

届
出

は
、
政
務

活
動
費

交
付

申
請

事
項

変
更

届
（
会

派
用

）（
第
３

号
様
式

）

又
は

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事

項
変
更

届
（

交
付

対
象

議
員

用
）（

第
３

号
様

式
の

２
）
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
増

額
交

付
申
請

書
及

び
政

務
活

動
費

増
額
交

付
決

定
通

知
書

）
 

 
 

第
６

条
 

条
例

第
７

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

増
額
交

付
申

請
書
（
第

４
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
７

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
増

額
交

付
決

定
通

知
書
（
第

５
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
減

額
等

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
７

条
 

条
例

第
８

条
第

２
項
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活

動
費

減
額
等

決
定

通
知
書
（

第
６

号
様
式
）
に
よ
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職 員 共 済 組 合 公 告

川崎市共済公告第16号

　令和３年10月22日執行の川崎市職員共済組合組合会監

事選挙において、次の者が当選人と決定し同日就職した

ので、地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）

第14条第４項の規定に基づき公告します。

　　令和３年10月28日

 川崎市職員共済組合

 理事長　伊　藤　　　弘　　

　監　事　　唐仁原　　　晃

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第154号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第155号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第156号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

３年度
介護保険料 第２期

令和３年11月２日

（第２期分）
計１件

令和

３年度
介護保険料 第３期

令和３年11月２日

（第３期分）
計１件

令和

３年度
介護保険料 第４期

令和３年11月２日

（第４期分）
計１件

令和

３年度
介護保険料 第５期

令和３年11月２日

（第５期分）
計２件

令和

３年度
介護保険料 第６期

令和３年11月２日

（第６期分）
計20件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第157号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料
第３期

令和３年11月２日

（第３期分）
計３件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第158号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　
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（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第159号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第160号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

令和

３年度

国民健康

保険料
３期

令和３年11月２日

（３期）
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第161号

　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月27日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第162号

　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険

料に係る差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）第78条、介護保険法（平成９年12

月17日法律第123号）第143条及び高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号）第112条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月27日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第163号

　後期高齢者医療保険料に係る差押調書（謄本）を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月27日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第33号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）
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中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第54号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第83号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第84号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に着手

し得る日
件数・備考

令和

３年度

介護保

険料
第６期分

令和３年11月２日

（第６期分）
計７件

令和

２年度

介護保

険料
第９期分

令和３年11月２日

（第９期分）
計１件

令和

２年度

介護保

険料
第10期分

令和３年11月２日

（第10期分）
計１件

令和

２年度

介護保

険料
第11期分

令和３年11月２日

（第11期分）
計１件

令和

２年度

介護保

険料
第12期分

令和３年11月２日

（第12期分）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第85号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

第３期

分

令和３年11月２日

（第３期分）
計２件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第39号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月15日

 川崎市宮前区長　南　　　昭　子　　



川 崎 市 公 報 （第1,830号）令和３年(2021年)11月10日

－4239－

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

第１期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第40号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市宮前区長　南　　　昭　子　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料
第３期 令和３年11月２日 計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第41号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市宮前区長　南　　　昭　子　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第42号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市宮前区長　南　　　昭　子　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第46号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第47号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

令和

３年度

介護保

険料
第５期

令和３年

11月２日
５件

令和

３年度

介護保

険料
第６期

令和３年

11月２日
５件

令和

３年度

介護保

険料

令和３年度

６過随分

（令和２年度分）

令和３年

11月２日
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第48号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　令和３年10月28日
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 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第49号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年10月28日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第65号

　保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条及び介護保

険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第66号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第67号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年10月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第29号

　令和３年10月31日執行の川崎市長選挙において既に選

任した本区役所期日前投票所の投票管理者職務代理者を

変更し、改めて公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

37条第２項の規定により、次のとおり選任しました。

　　令和３年10月22日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　猪　脇　利　夫　　　　

川崎市川崎区役所期日前投票所

職務を

行う日

投票管理者職務代理者

住　　所 氏　　名 職務時間

10月22日

川崎市高津区

末長１丁目

５番４号

依　田　耕　一
午前８時30分から

午後８時00分まで

　　　───────────────────
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第30号

　令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙において既に選任した

本区役所期日前投票所の投票管理者職務代理者を変更

し、改めて公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37条

第２項及び第３項の規定により、次のとおり選任しまし

た。

　　令和３年10月22日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　猪　脇　利　夫　　　　

川崎市川崎区役所期日前投票所

職務を

行う日

投票管理者職務代理者

住　　所 氏　　名 職務時間

10月22日

川崎市高津区

末長１丁目

５番４号

依　田　耕　一
午前８時30分から

午後８時00分まで

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第31号

　令和３年10月31日執行の川崎市長選挙において既に選

任した第５投票区の投票管理者職務代理者を変更し、改

めて公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第24条第

１項の規定により、次のとおり選任しました。

　　令和３年10月28日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　猪　脇　利　夫　　　　

投票区
投票管理者職務代理者

住　　所 氏　　名 職務時間

第５

投票区

東京都墨田区太平

１丁目６番９号

パークアクシス

錦糸町1305号室

久保田　信吾
午前７時00分から

午後８時00分まで

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第32号

　令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員挙において既に選任した第

５投票区の投票管理者職務代理者を変更し、改めて公職

選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第24条第１項及び

第３項の規定により、次のとおり選任しました。

　　令和３年10月28日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　猪　脇　利　夫　　　　

投票区
投票管理者職務代理者

住　　所 氏　　名 職務時間

第５

投票区

東京都墨田区太平

１丁目６番９号

パークアクシス

錦糸町1305号室

久保田　信吾
午前７時00分から

午後８時00分まで
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